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め
に

二　

用
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︱P
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と
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書
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地　

名

四　

ピ
ピ
ン
三
世
、
カ
ー
ル
マ
ン

　
（
一
）
ピ
ピ
ン
三
世

　
（
二
）﹁
ザ
カ
リ
ア
ス
の
黙
認
﹂
？

　
（
三
） 

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
家
の
正
統
性
の
担
保
︱
︱
ロ
ー
マ
帝
国
と
ロ

ー
マ
皇
帝

　
（
四
） 

カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
正
統
性
の
担
保
︱
︱
ロ
ー
マ 

カ
ト
リ
ッ
ク

と
ロ
ー
マ
教
皇

　
（
五
）
塗　

油

　
（
六
）﹁
旧
訳
聖
書
﹂
の
な
か
の
諸
王
た
ち

　
（
七
）
カ
ー
ル
大
帝
と
カ
ー
ル
マ
ン

五　

文
書
の
試
訳
と
解
説

　
（
一
）
ま
え
お
き

　
（
二
）
取
り
あ
げ
る
文
書

　
　
（
１
）A

rnulfinger N
r. 23

　
　
（
２
）D

. karol. I N
r. 1 

　
　
（
３
）D

. karol. I N
r. 6 

　
　
（
４
）D

. karol. I N
r. 12 
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（
５
）D

. karol. I N
r. 51

六 　

確
認
証
書
か
そ
れ
と
も
判
決
証
書
か
︱
︱A

rnulfinger N
r. 23

の

場
合

　
（
一
）
確
認
証
書
と
は

　
（
二
）A

rnulfinger N
r. 23

は
確
認
証
書
か

　
　
（
１
）
文
書
構
成
の
特
徴

　
　
（
２
）
確
認
証
書
で
あ
る

　
　
（
３
） 

訴
訟
、
現
地
調
査
はA

rnulfinger N
r. 23

作
成
に
先
行
し

て
行
わ
れ
た
の
か

　
（
三
） 

カ
ー
ル
大
帝
はA

rnulfinger N
r. 23

を
確
認
し
て
い
る

七　

D
. karol. I N

r. 51

は
判
決
証
書
か

　
（
一
）
判
決
証
書
で
あ
る
こ
と
の
一
般
的
指
標

　
　
（
１
）
文
章
表
現
上
の
こ
と

　
　
（
２
）
文
書
の
締
め
括
り
か
た

　
　
（
３
）
ま
と
め

　
（
二
）
判
決
証
書
の
一
般
的
指
標
とD

. karol. I N
r. 51

　
　
（
１
）
文
書
の
内
容

　
　
（
２
） 

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂﹁
宮
宰P

lacita

﹂
の
な
か
の
判
決
証

書
と
の
違
い

　
　
（
３
）A

renga

に
つ
い
て

　
　
（
４
）C

orroboratio

と
国
王
の
署
名
に
つ
い
て

　
　
（
５
）
ま
と
め
︱
︱D

. karol. I N
r. 51

は
判
決
証
書
で
あ
る

　
　
（
６
）
補　

足

　
　
　
　
　

A
pprecatio

に
つ
い
て
／
署
名
に
つ
い
て

八　

„V
erschw

inden “ der P
lacita

と
は

　
（
一
）Stieldorf

の
見
解
に
つ
い
て

　
（
二
）P

lacita

が
﹁
姿
を
消
し
た
﹂
あ
と

　
　
（
１
）P

lacita

とD
iplom

e

　
　
（
２
）D

iplom
e

の
な
か
の
訴
訟
に
係
る
記
述

　
　
（
３
） 

一
つ
の
疑
問
︱
︱
何
と
何
を
比
較
す
る
の
か

九　

国
王 P

lacita

が„V
erschw

inden “

し
た
理
由

　
（
一
）Stieldorf

論
文
か
ら

　
（
二
）Stieldorf

の
考
え

　
　
（
１
）
二
つ
の
注
目
点 

　
　
（
２
）
ま
と
め
︱
︱
一
つ
の
疑
問

十　

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

　
（
一
）
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
お
け
る
国
王

－

宮
宰
訴
訟
の
か
た
ち

　
（
二
） 

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
の
場
合

十
一　

お
わ
り
に

資
料　

地
図
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
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一　

は
じ
め
に

　

私
は
、
前
作
﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
﹂﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
宮
宰P

lacita

に
み
る
裁
判
の

か
た
ち
﹂）

1
（

の
二
作
品
で
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王
文も
ん
じ
ょ書

、
宮
宰
文
書
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
裁
判
の
か
た
ち
を
で
き
る
だ
け
具
体
的

に
描
き
だ
す
こ
と
を
試
み
た
。
な
ぜ
裁
判
の
か
た
ち
を
問
題
に
す
る
か
は
、﹁
法
史
研
究
に
お
け
る
裁
判
と
紛
争
︱
︱
わ
が
国
に
お
け
る
最

近
の
研
究
動
向
か
ら
考
え
る
﹂）

2
（

で
述
べ
て
お
い
た
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
（
五
世
紀
末
～
七
五
一
年
）
の
あ
と
に
続
く
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
（
七
五

一
～
十
世
紀
初
頭
）
）
3
（

の
時
代
の
国
王
文
書
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
訴
訟
の
か
た
ち
を
明
ら
か
に
し
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
そ
れ
と
比
較
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
訴
訟
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
、
紛
争
に
対
し
て
法
的
判
断
が
下
さ
れ
る
手
続
の
こ
と
を
主
と
し
て
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
る
文
書
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
初
代
国
王
ピ
ピ
ン
三
世
︹
＝
小
ピ
ピ
ン
︺
と
そ
の
息
子
カ
ー
ル
マ
ン
の
も

の
で
あ
る
。
ピ
ピ
ン
三
世
の
も
う
一
人
の
息
子
で
、
カ
ー
ル
マ
ン
の
兄
で
あ
る
カ
ー
ル
大
帝
の
国
王
文
書
は
別
稿
で
扱
う
。
以
下
は
、
本
文

や
注
で
引
用
す
る
文
献
の
略
記
と
文
献
名
で
あ
る
。

　

 

①A
rnulfinger

： D
ie U

rkunden der A
rnulfinger, hrsg. von Ingrid H

eidrich, 2001.

　

 

②

W
ern

er B
ergm

an
n

, U
n

tersu
ch

u
n

gen
 zu

 d
en

 G
erich

tsu
rku

n
d

en
 d

er M
erow

in
gerzeit, in

 A
rch

iv fü
r D

ip
lom

atik, 

Schriftgeschichte, Siegel- und W
appenkunde, B

d.22, 1976.

　

③C
lavis

：C
lavis M

ediaevalis, hrsg. von O
tto M

eyer, 1966.

　

 

④

D
. karol. I.

：D
ie U

rku
n

d
en

 d
er K

arolin
ger, h

rsg. von
 d

er G
esellsch

aft fü
r ältere d

eu
tsch

e G
esch

ich
tsku

n
d

e, 

E
rster B

and: D
ie U

rkunden P
ippins, K

arlm
anns und K

arls des G
rossen, bearbeitet von E

ngelbert M
ühlbacher, 1979.



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

四

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
二
九
二

　
 

⑤H
ilfsw

örterbuch für H
istoriker 1, 2

：E
ugen H

aberkern / Joseph F
riedrich W

allach, H
ilfsw

örterbuch für H
istoriker, 

2  B
d., V

erlag F
rancke, 1964.

　

 

⑥

H
ü

bn
er

：R
u

d
olf H

ü
bn

er, G
erich

tsu
rku

n
d

en
 d

er frän
kisch

en
 Z

eit, N
eu

d
ru

ck d
er A

u
sgabe W

eim
ar 1891-93, 

Scientia V
erlag, 1971.

　

 

⑦K
ölzer 1

：M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica. D

iplom
ata R

egum
 F

rancorum
 e stirpe M

erovingica

（D
ie U

rkunden 

der M
erow

inger
）, Z

w
eiter Teil, N

ach V
orbearbeiten von C

arlrichard B
rühl, hrsg. von T

heo K
ölzer unter M

itw
irkung 

von M
artina H

artm
ann und A

ndrea Stieldorf, H
annover 2001.

　

 

⑧K
ölzer 2

：M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica. D

iplom
ata R

egum
 F

rancorum
 e stirpe M

erovingica

（D
ie U

rkunden 

der M
erow

inger

）, Z
w

eiter Teil, N
ach V

orbearbeiten von C
arlrichard B

rühl, hrsg. von T
heo K

ölzer unter M
itw

irkung 

von M
artina H

artm
ann und A

ndrea Stieldorf, H
annover 2001.

　

⑨L
exikon

：dtv L
exikon des M

ittelalters, B
d. Ⅰ

～Ⅸ
, 2003.

　

⑩N
ierm

eyer

：J. F. N
ierm

eyer &
 C

. V
an de K

ieft, M
ediae L

atinitatis L
exicon M

inus, 2002.

　

 

⑪Stieldorf 

：A
ndrea Stieldorf, Z

um
 „V

erschw
inden“ der herrscherlichen P

lacita am
 B

eginn des 9. Jahrhunderts, in: 

A
rchiv für D

iplom
atik, Schriftgeschichte, Siegel- und W

appenkunde, B
d.53, 2007.

　

⑫
﹃
西
洋
史
辞
典
﹄：
京
大
西
洋
史
辞
典
編
纂
会
﹃
新
編 

西
洋
史
辞
典
﹄（
東
京
創
元
社
、
昭
和
五
八
年
）。

　

⑬
ミ
ッ
タ
イ
ス
：
ミ
ッ
タ
イ
ス=

リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
﹃
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説 

改
訂
版
﹄（
創
文
社
、
一
九
七
一
年
）。

　

⑭
拙
稿
﹁
中
世
初
期
﹂：﹁
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち
﹂
同
志
社
法
学
三
三
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）。

　

⑮
拙
稿
﹁P

lacita

に
つ
い
て
﹂：﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
つ
い
て
﹂
同
志
社
法
学
三
四
六
号
（
二
〇
一
一
年
）。
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号�

五

一
二
九
三

　

⑯
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂：﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
﹂
同
志
社
法
学
三
五
三
号
（
二
〇
一
二
年
）。

　

⑰
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂：﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
宮
宰P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
﹂
同
志
社
法
学
三
五
六
号
（
二
〇
一
二
年
）。

　

引
用
に
際
し
て
、引
用
文
中
に
算
用
数
字
が
あ
る
場
合
に
は
縦
印
刷
と
の
関
係
で
漢
数
字
に
直
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。本
文
中
の︹　

︺

と
そ
の
な
か
の
文
言
は
、
私
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、か
つ
て
取
得
し
た
科
学
研
究
費
平
成
一
四
年
度
︱
平
成
一
六
年
度
︿
１
４
５
２
０
０
１
５
﹀
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

二　

用
語
に
つ
い
て
―
―Placita

と
判
決
証
書

　

中
世
初
期
の
訴
訟
の
か
た
ち
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
に
関
係
し
て
、
私
は
、
古
文
書
学
な
ど
の
分
野
で
使
わ
れ
て
い
る

P

プ
ラ
キ
タ

lacita

と
い
う
学
術
用
語
を
ご
く
自
然
に
受
け
い
れ
、
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
も
用
い
た
。
そ
の
際
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
意
味
を
、
次
の
引
用
文
を

参
考
に
し
て
、＂
訴
訟
の
全
経
過
を
書
き
記し
る
す
方
式
で
の
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
な
い
し
判
決
書
＂
の
意
味
で
理
解
し
、
国
王
文
書
を
当
面
の
考

察
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、﹁
国
王P

lacita
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
が
、
宮
宰
の
関
係
文
書
も

P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
分
類
し
て
い
る
の
で
、﹁
宮
宰P

lacita

﹂
と
い
う
用
語
も
使
う
こ
と
に
し
た
。﹁
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、

そ
の
意
味
内
容
が
あ
ま
り
に
も
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
考
え
、﹁
判
決
証
書
﹂
と
い
う
仮
訳
を
あ
て
る
こ
と
も
し
た
（
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂

五
〇
頁
以
下
）。

　
　

 　
﹁
広
義
で
は
、
判
決
を
含
ん
で
い
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
。
狭
義
で
は
、﹃
国
王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹄
で
、﹃
訴
訟
の
全
経
過
を
書
き
記
す
方

式
で
の
、
国
王
裁
判
所
の
判
決
﹄（E

ugen H
aberkern / Joseph F

riedrich W
allach, H

ilfsw
örterbuch für H

istoriker, 2. B
d., 
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二
九
四

V
erlag F

rancke, M
ünchen 1964, S. 482

）、﹃
国
王
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
が
終
了
し
た
後
に
判
決
を
書
面
に
し
た
も
の
で
あ
る
一

種
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
がplacitum

と
呼
ば
れ
て
い
る
﹄（R

. C
. V

an C
aenegem

, unter M
itarbeit von F. L

. G
anshof, K

urze 

Q
u

ellen
ku

n
d

e d
es W

esteu
rop

äisch
en

 M
ittelalters, V

erlag V
an

d
en

h
oeck &

 R
u

p
rech

t, G
öttin

gen
 1964, S

. 56

）。

﹃P
lacitum

は
、
裁
判
経
過
が
正
確
に
再
現
さ
れ
て
い
る
点
で
、
そ
の
文
書
形
式
上
の
構
成
に
お
い
て
通
常
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
持

つ
諸
特
徴
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
外
見
上
の
特
徴
に
み
ら
れ
る
差
異
︱
︱
た
い
て
い
の
場
合
存
在
し
な
い
君
主
の
個
人
署
名
。
多
様
な
押

印
。
安
価
な
飾
り
振
り
。
私
文
書
と
の
近
似
性
︱
︱
は
、
程
度
の
問
題
で
し
か
な
い
﹄（R

enate K
lauser / O

tto M
eyer, C

lavis 

M
ediaevalis, V

erlag O
tto H

arrassow
itz, W

iesbaden 1966, S.192

）﹂（
拙
稿
﹁
中
世
初
期
﹂
五
七
～
五
八
頁
）。

　

さ
ら
に
、
私
は
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita
﹂
に
お
い
て
、
文
書
分
類
項
目
の
一
つ
と
し
てP

プ
ラ
キ
タ

lacita

を
用
い
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
も
ち
始

め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
理
由
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
に
出
て
く
るP

プ
ラ
キ
タ

lacita

あ
る
い
は
そ
の
単
数
形P

プ
ラ
キ
ト
ゥ
ム

lacitum

が
先
の
引
用
文
で

紹
介
し
た
よ
う
な
意
味
内
容
を
本
来
的
に
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
四
八
頁
）。

　

そ
こ
で
、
私
は
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
代
え
て
、﹁
史
料
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
一
般
的
用
語
、
例
え
ばiudicium

やiudicium
 

evindecatum

︹
＝evindicatum

︺
を
採
用
す
る
の
が
よ
い
、
と
お
も
う
﹂（
四
八
頁
）
と
の
提
案
を
し
て
み
た
。
史
料
上
の
用
語
は
史
料

上
の
意
味
に
即
し
て
使
う
べ
き
だ
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。　

　

し
か
し
、
そ
の
後
、B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

の
指
摘
︱
︱
＂iu

d
iciu

m
 evin

d
ica

tu
m

は
﹁
個
別
に
は
国
王
文
書
の
た
め
に
も
登
場
し
て
い
る
﹂

が
、そ
れ
は
、﹁iu

d
iciu

m

概
念
一
般
と
同
様
に
主
と
し
て
非
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
﹂（S. 

50

）＂
を
見
落
と
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
代
わ
る
用
語
の
探
索
は
、
今
後
と
も
続
け
て
い
き
た
い
。

　

ち
な
み
に
、S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
対
応
す
る
史
料
に
即
し
た
用
語
は
存
在
し
て
い
ず
、
証
書
に
関
係
し
た
名
称
と
し
て
は
、
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ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
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国
王
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同
志
社
法
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六
六
巻
五
号�

七

一
二
九
五

strum
entum

, instrum
entum

, carta praeceptio

が
使
わ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
（S. 9

）。B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

に
よ
れ
ば
、﹁
国
王

P

プ
ラ
キ
タ

lacita

は
通
常praeceptiones

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
﹂、
と
い
う
（S. 49

）。
し
か
し
、strum

entum
, 

instrum
entum

, carta praeceptio, praeceptiones

も
訴
訟
に
の
み
関
係
し
た
文
書
の
名
称
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
文
書
の

総
称
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
国
王
文
書
か
否
か
と
い
う
、B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

の
先
の
指
摘
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
学
界
は
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

と
い
う
用
語
を
、

国
王
の
下
に
お
け
る
訴
訟
に
の
み
事
実
上
限
定
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
王
文
書
の
一
種
類
と
し
て
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
、
研
究
の

光
は
当
て
ら
れ
て
い
る
。S
ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
こ
の
用
語
を
宮
宰
の
下
で
の
訴
訟
に
も
関
係
さ
せ
て
い
る
が
、
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の

は
も
っ
ぱ
ら
国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita

で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、
何
がP

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
関
す
る
共
有
知
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
私
に

理
解
し
や
す
い
の
は
、
先
の
引
用
文
中
のR

enate K
lauser / O

tto M
eyer

の
定
義
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、R

enate K
lauser / 

O
tto M

eyer

は
、
国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita

と
宮
宰P

プ
ラ
キ
タ

lacita
を
区
別
し
て
は
い
な
い
。

三　

地　
　
　

名

　

D
ie U

rkunden der A
rnulfinger, hrsg. von Ingrid H

eidrich
に
は
、
地
名
索
引
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
索
引
で
は
、
文
書
に
出
て

く
る
地
名
と
現
代
の
地
名
の
同
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
ラ
テ
ン
語
表
記
地
名
を
一
つ
の
現
代
地
名
に
特
定
で
き
な
い
た
め
に
、
可
能

性
の
あ
る
複
数
の
現
代
地
名
を
あ
げ
て
い
る
同
定
も
あ
る
し
、
同
定
で
き
て
い
な
い
地
名
も
あ
る
。
編
者
のH

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

に
よ
る
同
定
は
行

わ
れ
ず
に
、
別
人
が
同
定
し
た
現
代
地
名
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
第
五
章
で
最
初
に
試
訳
す
るA

ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger, 
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二
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六

N
r. 23

に
は
、
一
一
の
地
域
圏
（p

パ
グ
ス

agus

）
名
と
そ
れ
ら
の
地
域
圏
に
所
在
す
る
、
合
わ
せ
て
四
八
の
地
名
が
出
て
く
る
（
本
稿
二
二
～
二

四
頁
）。
そ
の
四
八
の
地
名
に
つ
い
て
も
、
同
定
の
さ
れ
方
は
同
様
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
つ
の
ラ
テ
ン
語
地
名
に
複
数
の
現
代
地
名
が
あ
て
ら
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
ら
を
全
て
地
図
上
で
確
認
し
、
そ
の
確
認
図
を
巻

末
に
掲
載
し
た
。
そ
の
確
認
は
、
だ
い
た
い
こ
の
あ
た
り
、
と
い
う
程
度
の
大
雑
把
な
も
の
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
確
認
に
誤
り
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
現
代
の
地
名
を
確
認
す
る
際
に
は
、G

oogle

地
図
を
主
と
し
て
利
用
し
た
。

　

確
認
図
を
作
成
す
る
際
に
、
以
下
を
参
考
に
し
て
い
る
。http://francia.ahlfeldt. se/page/places/3628; http://francia.ahlfeldt.

se/page/docum
ents/69; A

nnuaire historique pour l’ année 1837¸ publié par la société¸ 1836, pp. 231; R
alf P

eters, D
ie 

E
ntw

icklung des B
esitzum

s der A
btei Saint-D

enis in m
erow

ingischer und karolingischer Z
eit, 2005, S. 38 ff. 

　

現
代
地
名
と
の
同
定
に
関
係
し
て
、K

ölzer 2

巻
末
の
地
名
索
引
も
参
照
し
て
い
る
。

四　

ピ
ピ
ン
三
世
、
カ
ー
ル
マ
ン

（
一
）　

ピ
ピ
ン
三
世

　
﹃
西
洋
史
辞
典
﹄
は
、
ピ
ピ
ン
三
世
（
小
ピ
ピ
ン
：P

ippin der Jüngere

／
七
四
一
年
～
七
五
一
年
は
宮
宰
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

　
　

 　
﹁
フ
ラ
ン
ク
国
王
（
七
五
一
︱
七
六
八
）。
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
初
代
の
王
。
七
四
一
年
父
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
の
死
後
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア

︹
＝
ネ
ウ
ス
ト
リ
エ
ン
：
地
図
Ⅰ
︺
の
宮
宰
と
な
り
、
七
四
三
年
に
は
七
三
七
年
以
来
空
位
の
︹
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
︺
王
座
に
ヒ
ル
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社
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六
六
巻
五
号�

九

一
二
九
七

デ
リ
ヒ
三
世
を
つ
け
、
七
四
七
年
兄
カ
ー
ル
マ
ン）

4
（

が
修
道
僧
に
な
る
と
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
︹
＝
ア
ウ
ス
ト
リ
エ
ン
：
地
図
Ⅰ
︺
の
宮
宰

を
兼
ね
、
全
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
実
力
者
と
な
り
、
前
代
以
来
の
教
会
領
没
収
を
め
ぐ
る
紛
争
を
解
決
し
て
、
教
会
の
十
分
の
一
税
徴
収

権
を
広
範
に
承
認
。
七
五
一
年
ロ
ー
マ
教
皇
ザ
カ
リ
ア
ス
の
黙
認
を
得
て
王︹
＝
ヒ
ル
デ
リ
ヒ
三
世
︺を
廃
位
、ソ
ア
ソ
ン︹Soissons

：

地
図
Ⅱ

－

１
︺
の
諸
侯
会
議
に
よ
っ
て
正
式
に
王
に
推
戴
さ
れ
、
ゲ
ル
マ
ン
古
式
の
楯
に
乗
る
儀
式
の
ほ
か
に
、
教
会
側
の
塗
油
の
儀

式
を
も
あ
わ
せ
行
っ
て
即
位
。
⋮
⋮
﹂（
六
二
〇
～
六
二
一
頁
。
傍
線
は
岩
野
に
よ
る
）。

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
る
カ
ー
ル
マ
ン
（K

arlm
ann

：
出
生
七
五
一
～
没
七
七
一
年
）
は
引
用
文
中
の
カ
ー
ル
マ
ン
で
は
な
く
て
、
ピ
ピ
ン

三
世
の
二
番
目
の
息
子
で
あ
る
。
一
番
目
の
息
子
は
カ
ー
ル
大
帝
（K

arl der G
roß

e

：
出
生
七
四
七
～
没
八
一
四
年
）
で
あ
る
。

（
二
）　
「
ザ
カ
リ
ア
ス
の
黙
認
」
？

　

先
の
引
用
文
中
に
傍
線
を
つ
け
た
﹁
黙
認
﹂
と
い
う
用
語
法
は
適
切
な
の
か
。
以
下
、
こ
の
﹁
黙
認
﹂
に
関
係
す
る
事
柄
を
、
︱
︱
そ
れ

は
も
は
や
常
識
と
も
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
︱
︱
、
整
理
し
て
お
き
た
い）

5
（

。

　

フ
ラ
ン
ク
王
国
を
つ
く
り
あ
げ
た
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
の
王
朝
は
、
シS

i
g

b
e

r
t

ギ
ベ
ル
ト
三
世
（
分
国A

ア
ウ
ス
ト
リ
エ
ン

u
strien

の
国
王
：
在
位
六
三
三
か
六
三

四
～
六
五
六
年
）、
クC

h
l

o
d

w
i

g

ロ
ー
ヴ
ィ
ス
二
世
（
分
国N

ネ
ウ
ス
ト
リ
エ
ン

eustrien

の
国
王
：
在
位
六
三
九
～
六
五
七
年
）
の
代
か
ら
﹁
名
ば
か
り
の
国
王
た
ち
﹂

の
時
代
に
入
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、A ア
ウ
ス
ト
リ
エ
ン

ustrien

の
宮
宰
で
あ
っ
た
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
グG

r
i

m
o

a
l

d

リ
モ
ア
ル
ト
（
出
生
六
二
〇
年
頃
～
没
六
六
二
年
）

は
い
わ
ゆ
る
﹁
グ
リ
モ
ア
ル
ト
の
ク
ー
デ
タ
ー
（Staatsstreich G

rim
oalds

）﹂
と
い
わ
れ
る
挙
に
で
、
自
分
の
息
子
ヒ

C
h

i
l

d
e

b
e

r
t

ル
デ
ベ
ル
ト
（
六

六
二
年
頃
没
）
を
子
供
の
い
な
い
シ
ギ
ベ
ル
ト
三
世
の
養
子
に
送
り
込
む
。
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
シ
ギ
ベ
ル
ト
三
世
に
嫡
子
タ

D
a

g
o

b
e

r
t

ゴ
ベ
ル
ト
二
世
（
六
七
九
年
没
）
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
グ
リ
モ
ア
ル
ト
は
、
そ

の
嫡
子
を
、
シ
ギ
ベ
ル
ト
三
世
の
死
後
す
ぐ
に
ポ
ワ
テ
ィ
エ
︹
地
図
Ⅰ
、
地
図
Ⅱ

－
２
︺
の
司
教
デ

D
e

s
i

d
e

r
i

u
s

シ
デ
リ
ウ
ス
に
引
き
渡
す
。
そ
し
て
司

教
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
は
こ
の
嫡
子
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
あ
る
修
道
院
に
入
れ
る
。
こ
う
し
て
グ
リ
モ
ア
ル
ト
の
息
子
ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト
は
分
国

A

ア
ウ
ス
ト
リ
エ
ン

ustrien

の
国
王
の
座
に
つ
く
（
在
位
六
五
六
～
六
六
二
年
）。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
が
続
か
ず
、
ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト
の
没
年
六
六
二
年
に
グ

リ
モ
ア
ル
ト
も
処
刑
さ
れ
て
し
ま
い
、
分
国A

ア
ウ
ス
ト
リ
エ
ン

u
strien

の
王
位
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
に
戻
る
。﹁
グ
リ
モ
ア
ル
ト
の
ク
ー
デ
タ
ー
﹂
が
語
っ

て
い
る
の
は
、
実
力
に
お
い
て
ま
さ
る
だ
け
で
は
、
ま
し
て
や
奸
計
で
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
の
王
家
と
し
て
の
正
統
性
を
突
き
崩
せ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
三
）　

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
家
の
正
統
性
の
担
保
―
―
ロ
ー
マ
帝
国
と
ロ
ー
マ
皇
帝

　

以
下
の
記
述
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
の
王
家
と
し
て
の
正
統
性
の
淵
源
を
説
明
し
て
い
る
。﹁
五
〇
八
年
に
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
︹
＝
メ
ロ
ヴ

ィ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
初
代
国
王
︺
が
ト
ゥ
ー
ル
︹
地
図
Ⅰ
、
地
図
Ⅱ

－

３
︺
で
東
ロ
ー
マ
皇
帝
ア
ナ
ス
タ
シ
ウ
ス
一
世
か
ら

﹃
コプ

ロ

ケ

ー

ス
・
コ

ン

ス

ラ

ー

リ

ス

ン
ス
ル
職
を
も
つ
属
州
の
監
督
﹄
の
職
を
受
領
し
た
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の
み
が
正
統
な
世
界
統
治
者
で
あ
る
と
す
る
古
代
的
な
世

界
理
念
の
枠
組
み
の
な
か
で
み
ず
か
ら
の
支
配
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
皇

帝
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
の
ち
、
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
は
本
拠
地
を
ソ
ワ
ソ
ン
︹
地
図
Ⅱ

－

１
︺
か
ら
パ
リ
に
移
し
、
ロ
ー
マ
人
が
つ
く
っ
た
シ

テ
島
の
建
物
を
王
宮
と
し
た
﹂）

6
（

。

　
﹁
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
は
自
ら
を
（
東
）
ロ
ー
マ
皇
帝
の
一
代
表
と
考
え
、
ロ
ー
マ
の
コ
ン
ス
ル
職
の
称
号
と
衣
服
を
つ
け
て
い
た
し
、
数
世

代
の
間
か
れ
と
そ
の
後
継
諸
王
は
、
す
べ
て
の
貨
幣
に
ロ
ー
マ
皇
帝
の
頭
部
を
刻
ま
せ
て
い
た
。
宮
廷
役
人
も
ま
た
、
ロ
ー
マ
官
職
の
諸
称

号
を
と
っ
て
い
た
﹂）

7
（

と
い
う
。
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（
四
）　

カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
正
統
性
の
担
保
―
―
ロ
ー
マ 

カ
ト
リ
ッ
ク
と
ロ
ー
マ
教
皇

　

実
力
に
お
い
て
ま
さ
る
カ
ロ
リ
ン
グ
家
は
ピ
ピ
ン
二
世
（
中
ピ
ピ
ン
：P

ippin der M
ittlere

／
出
生
六
四
〇
か
六
五
〇
～
没
七
一
四
年
。

先
の
グ
リ
モ
ア
ル
ト
の
甥
）
の
代
に
﹁
全
王
国
の
実
権
を
掌
握
﹂
）
8
（

し
、
そ
し
て
ピ
ピ
ン
三
世
の
代
に
、﹃
西
洋
史
辞
典
﹄
か
ら
の
本
章
冒
頭

の
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ 

カ
ト
リ
ッ
ク
、
ロ
ー
マ
教
皇
と
い
う
宗
教
的
権
威
を
借
り
る
こ
と
で
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
家
の
正
統
性

を
打
破
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ピ
ピ
ン
三
世
は
、
王
国
集
会
の
承
認
を
得
て
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
ブ

B
u

r
c

h
a

r
d

ル
カ
ル
ト
、
司
祭
フF

u
l

r
a

d

ル
ラ
ト
を
ロ
ー
マ
に
派
遣
し
、

ロ
ー
マ 

カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
最
高
権
力
者
で
あ
る
教
皇
ザ

Z
a

c
h

a
r

i
a

s

カ
リ
ア
ス
に
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
た
ち
は
国
王
た
る
力
が
な
い
の
に
統す

べ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
ま
わ
な
い
こ
と
な
の
か
、
と
尋
ね
さ
せ
る
。
教
皇
ザ
カ
リ
ア
ス
は
、＂
力
を
も
つ
者
が
国
王
と
呼
ば
れ
る
方
が
、
力

を
も
た
な
い
者
が
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
＂、
と
答
え
、
そ
し
て
、＂
秩
序
が
乱
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
ピ
ピ
ン
三
世
が
国
王
に

な
る
べ
き
だ
＂、
と
、
教
皇
の
権
威
を
も
っ
て
回
答
す
る）

9
（

。

　

ピ
ピ
ン
三
世
は
、
そ
の
回
答
を
受
け
て
、
七
五
一
年
、
ソ
ワ
ソ
ン
︹
地
図
Ⅱ

－

１
︺
で
フ
ラ
ン
ク
人
に
よ
っ
て
国
王
に
選
ば
れ
る
。
そ
し

て
、
大
司
教
ボB

o
n

i
f

a
t

i
u

s

ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
に
先
導
さ
れ
た
司
教
た
ち
に
よ
る
塗
油
式
が
行
わ
れ
る
。
ピ
ピ
ン
三
世
を
フ
ラ
ン
ク
国
王
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
の
塗
油
式
は
、
ピ
ピ
ン
三
世
を
﹁
神
の
選
び
し
者
﹂
と
し
て
世
に
明
ら
か
に
す
る
秘
蹟
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ピ
ピ
ン
三
世
は
、
七
五
四
年
、
二
人
の
息
子
︱
︱
カ

K
a

r
l d

e
r

 G
r

o
ß

e

ー
ル
大
帝
︹
在
位
七
六
八
～
八
一
四
年
︺、
カ

K
a

r
l

m
a

n
n

ー
ル
マ
ン
（
在
位
七
五
四
か
七
六
八

～
七
七
一
年
）
︱
︱
と
共
に
、
聖
ド

D
e

n
isニ

聖
堂
で
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ン
か
ら
も
う
一
度
塗
油
の
秘
蹟
を
受
け
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
家

が
王
家
と
し
て
な
い
し
王
た
る
者
の
血
筋
と
し
て
塗
油
の
秘
蹟
を
受
け
た
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
ピ
ピ
ン
三
世
と
そ
の
後
継
者
た
ち
は
﹁
神
の

恩
寵
に
よ
る
国
王
﹂
で
あ
る
と
い
う
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
に
代
わ
る
正
当
な
王
家
と
し
て
の
正
統
性
を
こ
の
秘
蹟
を
と
お
し
て
動
か
し
難
い

か
た
ち
で
保
証
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る）
₁₀
（

。



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

一
二

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
〇
〇

　

七
七
〇
年
頃
か
七
七
五
年
頃
に
生
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
アE

i
n

h
a

r
t

イ
ン
ハ
ル
ト
のV

ita K
aroli M

agni

を
、
國
原
吉
之
助
が
﹃
カ
ロ
ル

ス
大
帝
伝
﹄
と
い
う
書
名
で
邦
訳
し
て
い
る）
₁₁
（

。
そ
の
邦
訳
の
な
か
に
次
の
一
文
が
あ
る
。﹁
一
方
、
ピ
ピ
ヌ
ス
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
に
よ

っ
て
、
宮
宰
か
ら
王
に
た
て
ら
れ
る
﹂（
一
〇
頁
）。
こ
の
訳
文
中
の
訳
語
﹁
権
威
﹂
の
原
語
はa

ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス

uctoritas

で
あ
る）
₁₂
（

。N

ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー

ierm
eyer

は
、

a

ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス

uctoritas
の
訳
語
の
ひ
と
つ
にpapal m

andate; päpstliches M
andat

（
教
皇
の
指
図
）
を
あ
げ
て
い
る
。E

inhardi V
ita K

aroli 

M
agni

の
ド
イ
ツ
語
訳
で
はS

シ
ュ
プ
ル
ッ
フ

pruch 

で
あ
る）
₁₃
（

。

　

問
題
の
箇
所
のa

ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス

uctoritas

の
具
体
的
中
身
は
、
事
柄
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
ピ
ピ
ン
三
世
か
ら
の
二
者
択
一
形
式
の
質
問
に
対
す
る
回

答
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
のa

ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス

uctoritas

はS

シ
ュ
プ
ル
ッ
フ

pruch

︱
︱
す
な
わ
ち
﹁︹
ロ
ー
マ
教
皇
の
︺
判
定
﹂
の
意
味
合
い

を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。
し
か
し
な
が
ら
、E

inhardi V
ita K

aroli M
agni

に
は
次
の
一
文
も
あ
る
。G

ens 

M
eroin

goru
m

, d
e qu

a F
ran

ci reges sibi creare soliti eran
t, u

squ
e in

 H
ild

ricu
m

 regem
, qu

i iu
ssu

 /S
tep

h
an

i R
om

an
i 

pontificis depositus ac detonsus atque in m
onasterium

 trusus est, durasse putatur

（
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
王
を

そ
こ
か
ら
選
ぶ
こ
と
を
慣
わ
し
と
し
て
い
た
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ン
のi

ユ
ッ
ス
ム

ussum

に
よ
っ
て
退
位
さ
せ
ら
れ
、
髪

を
刈
ら
れ
、
修
道
院
に
追
い
や
ら
れ
た
ヒ
ル
デ
リ
ヒ
国
王
ま
で
は
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）。
こ
の
一
文
で
は
、i

ユ
ッ
ス
ム

ussum

と
い
う
、﹁
命
令
﹂

あ
る
い
は
先
述
のN

ニ
ー
ル
マ
イ
ヤ
ー

ierm
eyer

がa

ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス

uctoritas

に
与
え
て
い
る
訳
語
﹁M

マ
ン
ダ
ー
ト

andat

（
指
図
）﹂
に
相
当
す
る
強
い
調
子
の
用
語
が
使
わ
れ
て

い
る）
₁₄
（

。

　

國
原
訳
に
は
、﹁
二
人
︹
＝
カ
ー
ル
大
帝
と
カ
ー
ル
マ
ン
︺
は
、
神
の
承
認
を
得
て
、
王
国
の
継
承
権
を
手
に
入
れ
て
い
た
﹂（
一
〇
頁
）

と
い
う
箇
所
も
あ
る
。
原
文
は
以
下
で
あ
る
。
⋮
⋮superstitibus liberis K

arlo et K
arlom

anno, ad quos successio regni divino 

nutu pervenerat

）
₁₅
（

。
原
文
の
意
味
合
い
は
、
ピ
ピ
ン
三
世
は
カ
ー
ル
と
カ
ー
ル
マ
ン
と
い
う
二
人
の
息
子
を
遺
し
て
他
界
し
、
そ
の
あ
と
、

﹁
神
の
お
指
図
に
よ
っ
て
、
王
国
の
継
承
は
二
人
の
息
子
の
行
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
﹂、
で
あ
る
。
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三

一
三
〇
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以
上
、
國
原
訳
を
取
り
あ
げ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
國
原
訳
の
訳
語
を
点
検
す
る
た
め
で
な
い
。
ロ
ー
マ 

カ
ト
リ
ッ
ク
と
ロ
ー
マ
教

皇
が
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
王
家
と
し
て
の
正
統
性
を
保
証
し
担
保
す
る
た
め
に
い
か
に
公
然
と
能
動
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
確
認
は
、﹃
西
洋
史
辞
典
﹄
か
ら
の
本
章
冒
頭
の
引
用
文
中
の
﹁
ザ
カ
リ
ア
ス
の
黙
認
﹂
と
い
う
記
述
に
疑

問
符
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

（
五
）　

塗　

油

　

L

レ
キ
シ
コ
ン

exikon

の）
₁₆
（

記
述
に
よ
る
と
、
ピ
ピ
ン
三
世
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
の
血
筋
（
血
統
）
に
あ
て
は
め
て
使
わ
れ
て
い
る
、﹁
国
王
は
神
聖

で
あ
る
と
す
る
あ
れ
こ
れ
の
観
念
（K

önigsheilvorstellungen

）﹂
を
打
破
す
る
た
め
に
、
ま
た
国
王
と
し
て
の
自
ら
の
支
配
権
の
正
当

性
を
宣
告
す
る
た
め
に
、
塗
油
式
を
国
王
即
位
式
の
な
か
に
取
り
い
れ
る）
₁₇
（

。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
塗
油
式
を
す
る
こ
と
は

西

A
bendland洋

お
い
て
国
王
即
位
式
の
た
め
の
標
準
的
基
準
に
な
っ
た
。
国
王
即
位
式
の
際
に
塗
油
式
が
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
い

え
ば
、
中
世
に
お
い
て
最
初
に
確
認
で
き
る
事
例
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
西
ゴ
ー
ド
王
国
で
の
ヴW

a
m

b
a

ァ
ン
バ
の
即
位
（
六
七
二
年
）
の
時
で
あ
る
。

　

ピ
ピ
ン
三
世
が
採
用
し
た
塗
油
式
の
直
接
の
モ
デ
ル
は
何
か
も
論
争
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
論
点
は
以
下
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
作
法

が
教
会
で
の
塗
油
式
を
経
由
し
て
大
陸
に
継
受
さ
れ
た
の
か
／
西
ゴ
ー
ト
王
国
の
作
法
か
／
ロ
ー
マ
の
宗
教
儀
式
に
お
け
る
洗
礼
後
の
塗
油

式
（
堅
信
）
か
／
以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
が
共
に
作
用
し
て
い
る
の
か
（S. 1289

～ 1290

）。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
作
法
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
初
代
国
王
サS

a
u

l

ウ
ル
、
第
二
代
国
王
ダ

D
a

v
i

d

ビ
デ
、
第
三
代
国
王
ソ

S
o

l
o

m
o

n

ロ
モ
ン
等
が
塗
油

さ
れ
て
王
位
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
指
し
て
い
る）
₁₈
（

。
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同
志
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六
六
巻
五
号�

一
四

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
〇
二

（
六
）　
「
旧
訳
聖
書
」
の
な
か
の
諸
王
た
ち

　

渡
部
治
雄
は
、
ピ
ピ
ン
三
世
の
塗
油
式
礼
は
﹁
旧
約
聖
書
の
ダ
ビ
デ
王
の
故
事
﹂
に
な
ら
う
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る）
₁₉
（

。
こ
の
よ
う

な
特
定
が
可
能
な
の
か
否
か
の
判
断
は
、
先
述
の
よ
う
に
論
争
が
あ
る
こ
と
か
ら
留
保
し
た
い
。
た
だ
、
こ
れ
も
一
般
的
に
い
っ
て
、
カ
ロ

リ
ン
グ
時
代
に
入
っ
て
、
カ
ー
ル
大
帝
や
そ
の
息
子
ル

L
u

d
w

ig
 d

e
r F

ro
m

m
e

ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
名
前
が
で
て
く
る
そ
の
隣
に
、﹁
旧
約
聖
書
﹂
に
登
場
す
る

ヨJ
o

s
u

a

シ
ュ
ア
︹
＝
モ

M
o

s
e

s
ー
セ
の
あ
と
を
継
い
だ
指
導
者
︺、
エE

z
e

c
h

i
e

l

ゼ
キ
エ
ル
︹
＝
預
言
者
︺、
ヨJ

o
s

i
a

シ
ヤ
︹
＝
ユ
ダ
王
国
末
期
の
最
も
優
れ
た
王
と
い
わ

れ
て
い
る
︺、
ヨJ

o
bブ

︹
＝
苦
難
に
屈
せ
ず
信
仰
を
貫
い
た
義
人
︺、
ダ
ビ
デ
の
名
が
﹁
模
範
的
な
王
た
ち
﹂
と
し
て
登
場
す
る
、
と
い
う
。
そ

の
な
か
で
も
と
り
わ
け
ダ
ビ
デ
の
イ
メ
ー
ジ
は
重
き
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）
₂₀
（

。

（
七
）　

カ
ー
ル
大
帝
と
カ
ー
ル
マ
ン

　

ピ
ピ
ン
三
世
の
死
後
、
カ
ー
ル
大
帝
と
カ
ー
ル
マ
ン
は
王
国
を
分
割
統
治
す
る
。
カ
ー
ル
大
帝
は
よ
り
大
き
い
領
土
を
王
国
北
部
に

（A

ア
ク
イ
タ
ニ
エ
ン

quitanien

か
らT

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン

hüringen

ま
で
）
受
け
継
ぎ
、
カ
ー
ル
マ
ン
は
よ
り
小
さ
い
領
土
を
王
国
南
部
に
（B

ブ
ル
グ
ン
ト

rugund

か
ら A

ア
レ
マ
ニ
エ
ン

lem
annien

ま
で
：
地
図
Ⅰ
）
受
け
継
い
だ
。
カ
ー
ル
大
帝
の
領
土
は
、
丸パ

ー

レ

ン

カ
ッ
コ
の
、
上
の
か
ぶ
せ
も
の
の
よ
う
に
カ
ー
ル
マ
ン
の
領
土
に
北
側
か
ら

か
ぶ
さ
る）
₂₁
（

。
カ
ー
ル
大
帝
は
父
ピ
ピ
ン
三
世
の
支
配
地
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
カ
ー
ル
マ
ン
は
叔
父
の
カ

K
a

r
l

m
a

n
n

ー
ル
マ
ン
の
支
配
地
だ
っ
た
と
こ
ろ

を
継
承
し
た
よ
う
で
あ
る）
₂₂
（

。

　

カ
ー
ル
マ
ン
は
イ
タ
リ
ア
政
策
等
を
め
ぐ
っ
て
、
兄
の
カ
ー
ル
大
帝
と
対
立
を
深
め
る
な
か
二
〇
歳
の
若
さ
で
他
界
し
、
カ
ー
ル
マ
ン
の

支
配
地
は
カ
ー
ル
大
帝
の
そ
れ
に
統
合
さ
れ
る）
₂₃
（

。
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五
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三
〇
三

五　

文
書
の
試
訳
と
解
説

（
一
）　

ま
え
お
き

　

試
訳
お
よ
び
解
説
の
対
象
に
す
る
国
王
文
書
は
四
通
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
三
通
（D

. karol. I N
r. 1 , 6 , 12

）
は
ピ
ピ
ン
三
世
の
文
書
、

一
通
（D

. karol. I N
r. 51

）
は
カ
ー
ル
マ
ン
の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
四
通
の
文
書
の
一
方
当
事
者
は
全
て
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
四
通
の
ほ
か
に
、
ピ
ピ
ン
三
世
が
ま
だ
宮
宰
で
あ
っ
た
時
代
の
文
書
一
通
も
検
討
の
対
象
に
加
え
て
い
る
。

A

ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger

に
収
録
さ
れ
て
い
るN

r. 23

で
あ
る）
₂₄
（

。
こ
の
宮
宰
文
書
の
一
方
当
事
者
も
、
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
で
あ
る
。

　

私
は
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita
﹂
に
お
い
て
宮
宰
時
代
の
ピ
ピ
ン
三
世
の
文
書
を
取
り
あ
げ
た
際
、
こ
のN

r. 23

を
は
ず
し
た
。
そ
の
理

由
は
、A ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger

の
編
者H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich
が
そ
れ
を
判
決
証
書
︱
︱
い
わ
ゆ
るP

プ
ラ
キ
タ

lacita

︱
︱
に
加
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る）
₂₅
（

。
し
か
し
、

H

ヒ
ュ
ブ
ナ
ー

übner

は
こ
れ
を
裁

G
e

r
ic

h
t

s
u

r
k

u
n

d
e

判
関
係
文
書
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違
い
が
で
る
の
か
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ

N
r. 23

と
向
き
合
い
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
検
討
す
る
ピ
ピ
ン
三
世
の
文
書
は
合
計
四
通
に
な
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
五
番
目
に
試
訳
す
るD

. karol. I N
r. 51

に
つ
い
て
も
、H

ヒ
ュ
ブ
ナ
ー

übner

は
こ
れ
を
裁

G
e

r
ic

h
t

s
u

r
k

u
n

d
e

判
関
係
文
書
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
こ
の
文
書
を
そ
も
そ
も
取
り
あ
げ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
な
ぜ
で
る
の
か
。
い
ま
の
私
に
は
、
そ
の
理
由
は

わ
か
ら
な
い
。

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
二
、
三
、
四
番
目
に
試
訳
す
るD

. karol. I N
r. 1, 6, 12 

をP

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
分
類
し
て
い
る
。

　

文
書
の
試
訳
お
よ
び
解
説
は
、
作
成
年
の
古
い
順
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ピ
ピ
ン
三
世
に
つ
い
て
は
、
宮
宰
時
代
の
文
書
が
最
初
に
く

る
。

　

試
訳
、
解
説
す
る
各
文
書
の
番
号
は
、D

. karol. I

等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
を
収
録
し
て
い
る
刊
本
の
な
か
で
当
該
文
書
に
付
け
ら
れ
て



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

一
六

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
〇
四

い
る
番
号
で
あ
る
。
そ
の
番
号
の
あ
と
の
︹　

︺
は
、H

ヒ
ュ
ブ
ナ
ー

übner

の
目
録
番
号
、
そ
の
あ
と
の
（　

）
内
で
は
当
該
文
書
がK

写

し

opie

な
の
か

O

オ
リ
ジ
ナ
ル

riginal

な
の
か
の
別
、
当
該
文
書
の
交
付
年
月
日
、
作
成
地
を
当
該
刊
本
に
従
い
示
し
て
い
る
。

　

試
訳
中
の
略
字
、
略
記
号xxx......xxx, M

F., M
., C

., SR
., N

T., SI., D
.

の
意
味
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。xxx......xxx

は
、
そ
こ

が E

エ
ロ
ン
ガ
ー
タ

longata
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文
字
の
上
や
下
の
部
分
を
長
く
伸
ば
し
て
書
い
た
り
、
行
間
を
大
き
く
空
け
る
な

ど
空
間
を
広
く
取
っ
て
書
く
等
々
の
ス
タ
イ
ル
を
特
徴
に
し
て
い
る
。
荘
重
な
感
じ
を
持
た
せ
る
た
め
の
書
体
の
よ
う
で
あ
る
。M

F., 

M
.

はM
onogram

m
a F

irm
atum

で
、M モ

ノ

グ

ラ

ム

onogram
m

（
装
飾
文
字
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。C

.

はC

ク
リ
ス
モ
ン

hrism
on

こ
と
で
、

C
hrism

on

は
キ
リ
ス
ト
に
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
た
め
の
符
号
で
あ
る
。
豪
華
に
装
飾
さ
れ
た
独
特
の
十
字
架
が

符
号
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。N

. T.

はN

テ
ィ
ロ
式

otae T

速

記

文

字

ironianae

︹
＝
ロ
ー
マ
時
代
に
テ
ィ
ロ
が
作
り
だ
し
た
速
記
文
字
︺
の
こ
と
で
、

速
記
用
の
文
字
が
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。SI.

はSigillum

（
印
章
）
の
略
記
で
あ
り
、S I.

は
翻
刻
対
象
文
書
の
こ

の
箇
所
に
、
印
章
が
押
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。D

.

はD
eperditum

で
、
押
さ
れ
た
印
章
な
ど
何
か
が
完
全
に
失
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
拙
稿
﹁P

lacita

に
つ
い
て
﹂
三
五
三
頁
以
下
）。

　

試
訳
中
に
あ
る
セ
ミ
コ
ロ
ン
で
カ
コ
ミ
の
付
い
て
い
る
も
の
や
二
倍
ダ
ー
シ
、
傍
線
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
試
訳
の
必
要
か
ら
、
私
が
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
そ
こ
で
改
行
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
二
）　

取
り
あ
げ
る
文
書

（
１
）A
rnulfinger N

r. 23

〔76

〕 （O
riginal. 751 vor 23. S

ept. / 22.O
kt., vielleicht sogar vor dem

 20. Juni

）

要
旨
：
尊
き
人
で
あ
る
宮
宰
ピ
ピ
ン
は
、
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
のF

フ
ル
ラ
ド

ulrad
大
修
道
院
長
の
願
い
に
よ
り
、
時
間
の
経
過
の
な
か
で
当
該

の
修
道
院
の
手
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
、
当
該
修
道
院
へ
の
そ
の
帰
属
が
ピ
ピ
ン
の
使
者
のC

hlodio

とG
uichingo

に
よ
っ



（　
　
　
　

）

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

一
七

一
三
〇
五

て
確
認
さ
れ
た
財
産
全
て
に
つ
い
て
確

B
estätigungsurkunde

認
証
書
を
交
付
し
た
。
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
そ
し
てF

フ
ァ
マ
ー
ル

am
ars, B

ブ
ラ
バ
ン

rabant, B

ブ
リ

rie, M

ミ
ュ
ル
シ
エ

ulcien, 

B

ボ

ー

ヴ

ェ

eauvais, C

シ
ャ
ン
ブ
リ
ウ
ァ

ham
bliois, V

ヴ
ク
サ
ン

exin, M

マ
ド
リ
ー

adrie, T

タ
ル
ー

alou, V

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

そ
し
てA

ア
ミ
ア
ン

m
iens

と
い
う
諸
地
区
に
あ
る
こ
れ
ら
財
産
は
判
決
に
よ
っ
て
聖

D

ド

ニ

enis
︹
修
道
院
︺
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
ピ
ピ
ン
は
︹
自
ら
の
︺
祈

G
ebetsbitte念

を
財
産
回
復
と
結
び
あ
わ
せ
た
。 

 

七
五
一
年
九
月
二
三
日
／
一
〇
月
二
二
日
、
加
う
る
に

 

お
そ
ら
く
六
月
二
〇
日
以
前　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

試
訳

（C
.

）
君
主
た
ち
に
よ
る
最
上
の
統
治
、
最
大
の
保
護
と
は
、
聖
職
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
神
の
教
会
全
て
の
利
益
の
た
め
に
何
が
熱
望
さ
れ

て
い
る
か
に
つ
い
て
聡
明
に
見
と
お
し
そ
し
て
正
し
く
且
つ
た
め
に
な
る
よ
う
に
神
の
教
会
全
て
に
善
行
を
拒
ま
ず
、
神
の
た
め
に
と
熟
考

さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
神
の
御
名
に
お
い
て
実
行
に
移
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
（Sum

m
a cura et m

axim
a sollicitudo debet esse 

principum
 ut ea quae a sacerdotibus pro oportunitate ecclesiarum

 D
ei fuerint postulata solerter perspicere et congrua 

vel oportuna eis beneficia non denegare sed ea quae pro D
ei sunt intuitu ad effectum

 in D
ei nom

ene m
ancipare

）。
さ

て
、
尊
き
人

－

宮
宰
ピ
ピ
ン
は
全
て
の
司
教
た
ち
、
大
修
道
院
長
た
ち
、
太
公
た
ち
、
伯

com
es

た
ち
、
ドd

o
m

e
s

t
i

c
u

s

メ
ス
テ
ィ
ク
ス
た
ち
、
グg

r
a

f
i

o

ラ
フ
ィ
オ
た

ち
、
ヴv

e
g

a
r

i
u

s

ィ
カ
リ
ウ
ス
、
ケc

e
n

t
e

n
a

r
i

u
s

ン
テ
ナ
ー
リ
ウ
ス
た
ち
に
あ
る
い
は
四
方
に
出
か
け
て
い
る
余
の
全
て
の
使
者
た
ち
に
（om

nes m
issos 

nostros discurrentes

）
あ
る
い
は
い
ず
こ
で
あ
れ
裁
判
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
全
て
の
者
た
ち
に
（quacum

que iudiciaria 

potestate preditis

）︹
知
ら
し
め
る
︺。
汝
ら
の
良
き
勤
務
と
卓
越
さ
が
知
る
ご
と
く
（C

ognuscat utilitas seu m
agnitudo 

vestra

）、
余
の
守
護
者
で
あ
る
偉
大
な
御
方

－

殉
教
者
の
聖D

ド

ニ

enis

の
私
財
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
御
方
が
そ
こ
に
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給

う
聖
堂
の
高
貴
な
人F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
は
そ
の
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
僧
侶
た
ち
、
代
理
人
た
ち
︹
＝
原
告
︺
を
通
し
て
当
該
の
聖



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

一
八

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
〇
六

D
ド

ニ

enis

修
道
院
の
あ
ち
こ
ち
の
ヴv

i
l

l
a

ィ
ラ
に
関
係
し
て
訴
え
を
し
て
（m

issa peticione

）
余
に
申
し
立
て
を
し
（nobis suggessit

）、
長
期

に
亘
っ
て
、
国
王
た
ち
の
寄
進
に
よ
り
ま
た
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
あ
る
い
は
神
を
恐
れ
る
人
び
と
や
敬
う
べ
き
人
び
と
に
よ
り
譲
与

さ
れ
あ
る
い
は
贈
与
さ
れ
て
き
た
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の
あ
れ
こ
れ
の
財
産
が
よ
こ
し
ま
な
あ
る
い
は
悪
し
き
人
び
と
︹
＝
被
告
︺
に
よ

っ
て
並
は
ず
れ
た
貪
欲
さ
や
悪
い
性
癖
の
故
に
あ
る
い
は
修
道
院
の
職
務
担
当
者
の
怠
慢
の
せ
い
で
あ
る
い
は
判
決
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
で

（a pravis seu m
alis hom

inibus per iniqua cupiditate seu m
alo ingenio vel tepiditate abbatorum

 vel neglecto iudicum

）

聖D

ド

ニ

enis

の
聖
堂
か
ら
略
奪
さ
れ
あ
る
い
は
奪
わ
れ
た
と
申
し
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
僧
侶

た
ち
あ
る
い
は
代
理
人
た
ち
︹
＝
原
告
︺
は
当
該
の
財
産
に
係
る
国
王
た
ち
の
証

p
recep

tion
es書

や
そ
の
ほ
か
の
複
数
の
証
書
（reliqua strum

enta 

cartarum

）
を
手
に
余
の
宮
廷
に
い
る
余
や
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
（proceres

）
あ
る
い
は
余
の
太
公
た
ち
の
面
前
に
途
方
も
な
く
大
変

な
あ
れ
こ
れ
の
苦
労
の
末
に
（per plures vicibus

）
来
て
、
審
理
の
た
め
に
、
当
該
財
産
を
不
法
に
所
持
し
て
い
る
多
く
の
人
び
と
︹
＝

被
告
︺
と
共
に
余
に
近
づ
き
余
の
面
前
に
立
っ
た
、
そ
し
て
余
は
殉
教
者
聖D

ド

ニ

enis

へ
の
畏
敬
の
念
か
ら
あ
る
い
は
神
の
愛
の
た
め
に
そ
れ

ら
の
証
書
を
注
意
深
く
読
む
こ
と
を
求
め
、
か
く
し
て
、
余
は
、
余
の
あ
る
い
は
余
の
宮
中
伯
の
︹
も
と
に
あ
る
︺
偉
大
な
紳
士
た
ち
や
あ

る
い
は
そ
の
ほ
か
法
の
教
師
た
ち
（reliqui legis doctores

）
が
判
決
し
た
（iudicaverunt

）
ご
と
く
、
何い
づ
こ処
に
つ
い
て
も
聖D

ド

ニ

enis

修

道
院
の
僧
侶
た
ち
︹
＝
原
告
︺
の
権
利
に
つ
き
確
か
だ
と
確
認
し
（ubicum

que eorum
 iusticia invinim

us sicut proceres nostri 

seu com
itis palacii nostri vel reliqui legis doctores iudicaverunt

）、
聖D

ド

ニ

enis

の
聖

c
a

s
a堂

に
よ
る
用
益
の
た
め
に
（pro 

conpendio

）
聖D

ド

ニ

enis

の
灯
明
と
し
て
、
︱
︱
あ
る
い
は
聖D

ド

ニ

enis
聖
堂
の
兄
弟
た
ち
の
生
計
、
貧
者
た
ち
や
巡
礼
者
た
ち
に
対
す
る
援

助
の
た
め
に
、
当
該
財
産
を
、
余
が
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
僧
侶
た
ち
︹
＝
原
告
︺
の
権
利
に
つ
き
確
認
し
た
際
に
余
が
表
明
し
た
ご
と
く
、

余
は
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
僧
侶
た
ち
︹
＝
原
告
︺
に
戻
し
た
、
そ
し
て
、
余
は
、
余
の
使

m
is

s
u

s者
で
あ
るV

uichingo

︹
＝G

uichingo

︺
と

C
hlodio

を
か
の
複
数
の
証
書
を
持
た
せ
て
（cum

 ipsa strum
enta

）、
聖D

ド

ニ

enis
修
道
院
の
僧
侶
た
ち
︹
＝
原
告
︺
の
訴
え
に
関
係
し



（　
　
　
　

）

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

一
九

一
三
〇
七

て
（ad eorum

 peticione

）、異
な
る
地
域
圏
に
（per diversos pagos

）、余
等
が
何い
づ
こ処

に
つ
い
て
も
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
僧
侶
た
ち
︹
＝

原
告
︺
の
権
利
に
つ
き
確
か
だ
と
確
認
し
た
そ
の
こ
と
を
、
︱
︱
あ
る
い
は
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
僧
侶
た
ち
や
代
理
人
た
ち
︹
＝
原
告
︺
が

正
当
な
複
数
の
証
書
（legitim

a strum
enta

）
に
基
づ
い
て
訴
え
を
起
こ
し
た
そ
の
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
は
か
の
財
産
の

所
有
権
を
授
与
さ
れ
た
（exinde vestita fuerat

）；

あ
る
い
は
敬
う
べ
き
人
び
と
そ
し
て
神
を
恐
れ
る
人
び
と
か
ら
当
該
財
産
を
与
え

ら
れ
贈
与
さ
れ
た；
そ
し
て
聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
は
正
当
且
つ
適
正
に
法
に
基
づ
き
か
の
財
産
の
所
有
権
を
授
与
さ
れ
た
（per lege exinde 

vestita fuerat

）；
そ
し
て
そ
の
後
に
か
の
財
産
は
不
当
な
手
段
で
聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
か
ら
略
奪
さ
れ
た
の
で
あ
り
、︹
か
の
財
産
を
︺
聖

D

ド

ニ

enis

聖
堂
に
返
還
す
べ
き
だ
、
と
す
る
そ
の
こ
と
を
問
い
糺
し
あ
る
い
は
十
分
に
調
査
す
る
た
め
に
（ad hoc inquirendum

 vel 

investigandum

）
派
遣
し
た
、
か
く
し
て
使
者
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
行
っ
た
。
異
な
る
地
域
圏
︹
の
そ
れ
ぞ
れ
︺
で
名
の
あ
げ
ら
れ
た
あ

ち
こ
ち
の
場
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
：F
フ
ァ
マ
ー
ル

am
ars

地

p
a

g
u

s

域
圏
に
あ
る
、
偉
大
な
御
方

－

か
つ
て
の
国
王
ヒC

h
i

d
e

b
e

r
t

ル
デ
ベ
ル
ト
が
証

p
recep

tio書
を
用
い
て
聖

D

ド

ニ

enis

の
聖
堂
に
譲
与
し
た
、C

ruce

と
呼
ば
れ
て
い
る
小
修
道
院；

同
じ
くB

ブ
ラ
バ
ン

rabant

地
域
圏
に
あ
る
、Scancia

そ
し
てC

am
brione

と
呼
ば
れ
て
い
る
︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
場
所；
同
じ
くB
ブ
リ

rie 

地
域
圏
に
あ
る
、L

inariolas

と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所；

M

ミ
ュ
ル
シ
エ

ulcien

と
呼
ば
れ

て
い
る
地
域
圏
に
あ
る
、N

artiliaco

そ
し
てC

oconiaco

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
場
所；

同
じ
くB

ボ

ー

ヴ

ェ

eauvais

地
域
圏

に
あ
る
、P

attitouillare, M
asciaco, Saciaco, A

nsinouillare, T
heodegariouillare, A

m
bricocurte, E

broaldocurte, G
ellis

と
呼

ば
れ
て
い
る
︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
場
所；

同
じ
くC

シ
ャ
ン
ブ
リ
ウ
ァ

ham
bliois

地
域
圏
に
あ
る
、B

odornello

と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所；

同
じ
くV

ヴ
ク
サ
ン

exin

地

域
圏
に
あ
る
上か
み

のB
acivo

と
下し
も

のB
acivo

；

同
じ
く L

ラa M

マ
ド
リ
ー

adrie
地
域
圏
に
あ
るV

inias, G
am

apium

とN
iventis, V

illanova, 

R
osbacio, Sigrancio, B

eranecurte
；

同
じ
くT

タ
ル
ー

alou

地
域
圏
に
あ
る
、P

ictus, M
acerias, V

ernum
, F

iscera, P
ocio, B

odalcha, 

B
rittenevalle, A

rtiliaco, A
gusta, R

ausedo, C
risonarias, V

uariaco

と
呼
ば
れ
て
い
る
︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
場
所；

同
じ
くV

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

地

域
圏
に
あ
る
、M

arca, N
ialcha, N

ialchis, A
visnas, R

odeno, R
odalcha, Sodicolas, V

idriaco, H
orona, A

rcas

と
呼
ば
れ
て
い
る
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八

︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
場
所；

A

ア
ミ
ア
ン

m
iens

地
域
圏
に
あ
る
、P

isciaco

そ
し
てA

dsulto

と
呼
ば
れ
て
い
る
︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
場
所
、
そ
し
て
さ

ら
に
異
な
る
地
域
圏
に
あ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
名
前
を
あ
げ
る
必
要
の
な
い
、
聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
が
所
有
権
を
現
在
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
大
小
の
場
所；

か
く
し
て
、
使
者
ら
に
よ
っ
て
確
か
だ
と
確
認
さ
れ
た
如
く
あ
る
い
は
十
分
に
調
査
さ
れ
た

如
く
（sicut ab ipsis inventum

 vel investigatum
 fuit

）、当
該
の
財
産
を
、聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
の
聖
職
者
た
ち
あ
る
い
は
代
理
人
た
ち
︹
＝

原
告
︺
は
聖D

ド

ニ

enis
聖
堂
の
あ
れ
こ
れ
の
持
ち
分
と
し
て
（partibus sancti D

iunisii

）
受
け
取
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
以
後
今
日
か
ら
聖

D

ド

ニ

enis

聖
堂
あ
る
い
は
当
該
の
聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
の
聖
職
者
た
ち
や
代
理
人
た
ち
︹
＝
原
告
︺
は
未
来
永
劫
（eorum

 aevis et futuris 

tem
poribus

）︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
所
有
し
、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
も
の
と
す
る
（habeant evindecatas atque elidegatas

）。

そ
の
こ
と
の
故
に
、
先
のF

フ

ル

ラ

ド
ulradus

大
修
道
院
長
あ
る
い
は
、
当
該
の
聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
で
生
活
を
し
て
い
る
あ
る
い
は
生
涯
を
送
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
か
の
聖
職
者
た
ち
は
、
余
が
当
該
の
こ
と
で
余
の
署
名
で
認
証
し
た
余
の
証
書
（preceptione 

nostra m
anu nostra firm

ata

）
を
以
てF
フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
ら
に
保
証
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
請
い
求
め
た
、
か
く
し
て
余
は
そ
の

こ
と
を
行
っ
た
、
而
し
こ
うし
て
知
ら
れ
て
い
る
如
くF
フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
等
は
当
該
財
産
を
法
と
余
の
宮
廷
に
お
け
る
判
決
に
基
づ
き
所
有

し
あ
る
い
は
取
り
戻
し
た
（per legem

 et iusticiam
 in palacio nostro evindegaverunt vel reciperunt

）、
ま
たF

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修

道
院
長
と
同
じ
く
そ
の
後
継
者
た
ち
は
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
（om

ni tem
pore

）、
上
記
の
如
く
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
に
よ
る
用
益
の
た

め
に
、
灯
明
の
た
め
に
あ
る
い
は
聖
職
者
た
ち
の
衣
服
（vestim

enta m
onachorum

）
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
生
計
手
段
あ
る
い
は
貧

者
た
ち
や
巡
礼
者
た
ち
に
対
す
る
援
助
の
た
め
に
︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
所
有
し
、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
も
の
と
す
る
（habeant 

evindegatas atque elidegatas

）、
そ
し
て
ま
たF

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
た
ち
に
と
っ
て
、
余
や
余
の
息
子
た
ち
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ク
人

の
王
国
の
安
泰
の
た
め
に
昼
も
夜
も
不
断
に
祈
願
し
あ
る
い
は
主
の
慈
悲
を
懇
願
す
る
こ
と
は
常
に
以
前
に
も
ま
さ
っ
て
喜
び
で
あ
る
だ
ろ

う
、
ま
た
、F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
た
ち
は
、
彼
ら
︹
＝F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
た
ち
︺
が
余
に
約
束
し
た
よ
う
に
、
ミ
サ
に
お
い
て
同
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六
巻
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二
一

一
三
〇
九

じ
く
礼
拝
に
お
い
て
聖D

ド

ニ

enis

の
聖
体
安
置
所
で
（ad sepulchrum

）
彼
ら
が
祈
祷
を
す
る
際
に
毎
日
余
の
名
を
唱
え
る
べ
き
で
あ
る；

さ
ら
に
、余
が
こ
の
の
ち
も
彼
ら
の
権
利
に
つ
き
確
か
だ
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、余
は
そ
の
権
利
を
彼
ら
に
進
ん
で
（libente 

anim
o

）
戻
す
こ
と
を
欲
す
る
。F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
た
ち
が
請
い
求
め
た
余
の
こ
のa ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス

uctoritas

（
国
王
証
書
）
あ
る
い
はp プ
レ
セ
プ
テ
ィ
オ
ー

receptio

（
国
王
証
書
）
が
聖D

ド

ニ

enis

聖
堂
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
そ
し
て
未
来
永
劫
損
な
わ
れ
ず
に
あ
る
い
は
確
固
不
動
で
あ
り
続
け
る
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
余
は
余
の
署
名
に
よ
り
下
所
に
認
証
し
そ
し
て
余
の
印
章
付
き
指
輪
に
よ
り
押
印
を
し
た
。（S. I

）

署
名　
＋　
尊
き
人

－

宮
宰
ピ
ピ
ン
に
よ
る
。

解
説

　
【
文
書
の
性
格
】
確
認
証
書
か
判
決
証
書
か
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
【
形
式
な
ど
】
パ
リ
の
国
立
古
文
書
館
所
蔵
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
。
署
名
の
た
め
だ
け
の
行
が
お
か
れ
て
い
る
。
署
名
は
、
本
文
と
同
じ
筆
跡

で
あ
る
が
、
や
や
大
き
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。
押
印
さ
れ
た
印
章
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
日
付
は
書
か
れ
て
い
な
い
。K

書

記

局

anzlei

に
よ
る
署
名
は
な
い
（A

ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger, S. 114

）。

　

既
述
の
よ
う
に
（
一
五
頁
）、A

ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger

の
編
者H
ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

は
、H

ヒ
ュ
ブ
ナ
ー

übner

と
は
異
な
り
、
本
文
書
を
判
決
証
書
︱
︱
い
わ
ゆ
る

P

プ
ラ
キ
タ

lacita

︱
︱
に
加
え
て
い
な
い
。
私
は
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita
﹂
で
は
、H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

の
こ
の
分
類
に
素
直
に
従
い
（
三
八
頁
）、
そ
こ
で
の

試
訳
に
加
え
て
い
な
い
。

　

H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

は
、
本
文
書
を
判
決
証
書
で
は
な
い
と
す
る
理
由
を
直
接
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
示
唆
は
与
え
て
く
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
本
試
訳
に
先
立
ち
翻
訳
し
て
お
い
た
、H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

の
手
に
な
る
文
書
要
旨
の
な
か
で
、B

確

認

証

書

estätigungsurkunde

と
い
う
用
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、A

ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger

に
お
け
るH

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich
の
本
文
書
解
説
の
な
か
の
次
の
指
摘
で
あ
る
。﹁
本
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同
志
社
法
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六
六
巻
五
号�

二
二

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
一
〇

文
書
は
、
カ
ー
ル
大
帝
が
︹
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
︺
処
分
をB

確

認

estätigung

し
拡
大
を
す
る
た
め
の
模
範
︹
の
文
型
︺
と
し
て
役
立
っ
て

い
る
⋮
⋮
。
カ
ー
ル
大
帝
のB

確

認

estätigung

は）
₂₆
（

、
模
範
︹
に
し
た
本
文
書
︺
の
用
語
法
や
テ
キ
ス
ト
表
現
を
ま
る
ご
と
ま
ね
た
も
の
で
は
な

い
が
、︹
伝
承
さ
れ
て
い
る
本
文
書
の
︺
Ｂ
よ
り
も
Ａ
に
近
い
形
式
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
る
﹂（S. 114

～115

：
本
稿
で
試
訳
し
た

の
は
Ａ
）。

　

H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

は
こ
の
よ
う
に
本
文
書
を
確
認
証
書
だ
と
考
え
て
い
る
。
で
は
、
確
認
証
書
と
判
決
証
書
と
は
ど
う
違
う
の
か
。H

ヒ
ュ
ブ
ナ
ー

übner

が

こ
の
文
書
を
裁

G
e

r
ic

h
t

s
u

r
k

u
n

d
e

判
関
係
文
書
に
分
類
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　
【
開
廷
地
】
裁
判
が
行
わ
れ
た
か
否
か
不
明
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
参
考
ま
で
に
い
え
ば
、
宮
宰
で
あ
っ
た
時
代
に
、
ピ
ピ
ン
三
世

が
開
廷
し
て
い
る
場
所
はV

enum
︹V
ベ
ー
ル

aires-s

シ
ュ
ル

u
r-M

マ
ル
ヌ

arne

︺、A
ttiniaco

︹A

ア
テ
ィ
ニ
ー

ttigny

︺
で
あ
る）
₂₇
（

。

　
【
文
書
作
成
地
、
交
付
地
】
不
明
。

　
【
係
争
対
象
所
在
地
】
①F

フ
ァ
マ
ー
ル

am
ars

地
域
圏　

C
ruce

︹C

ク
ロ
ワ

roix-C

カ
ル
ロ
ー

aluyau

：
地
図
Ⅲ

－

１
︺
︱
︱C

ク
ロ
ワ

roix-C

カ
ル
ロ
ー

aluyau

は
、
直
線
距
離
で
パ

リ
か
ら
一
五
二
㎞
程
の
所
で
あ
る
。
以
下
、﹁
⋮
⋮
㎞
程
の
所
﹂
と
い
う
場
合
の
起
算
点
は
パ
リ
で
あ
る
。

　

②B

ブ
ラ
バ
ン

rabant

地
域
圏　

Scancia

︹E

エ
コ
ー
サ
ン
ヌ

caussines
＼B
ベ
ル
ギ
ー

elgien

か
？
：
地
図
Ⅲ

－

２
︺、C

am
brione

︹C

カ
ム
ブ
ロ
ン

am
bron- -S

サ

ン

aint- -V

ヴ
ァ
ン
サ
ン

incent

＼

B

ベ
ル
ギ
ー

elgien

：
地
図
Ⅲ

－
３
︺
︱
︱E

エ
コ
ー
サ
ン
ヌ

caussines

は
二
〇
七
㎞
程
、C
カ
ム
ブ
ロ
ン

am
bron-S

サ

ン

aint-V

ヴ
ァ
ン
サ
ン

incent

は
一
九
九
㎞
程
の
所
。

　

③B

ブ
リ

rie 

地
域
圏　

L
inariolas

︹L

リ
ニ
ュ
ロ
ル

ignerolles

：
地
図
Ⅲ

－

４
︺
︱
︱L

リ
ニ
ュ
ロ
ル

ignerolles

は
五
六
㎞
程
の
所
。

　

④M

ミ
ュ
ル
シ
エ

ulcien

地
域
圏　

N
artiliaco

︹N

ナ
ス
ィ
ズ
ィ

atizy

：
地
図
Ⅲ

－

５
︺、C

oconiaco

︹C

シ
ョ
コ
ナ
ン

hoconin ?

）
₂₈
（

：
地
図
Ⅲ

－

６；
C

コ

ワ

ニ

oigny ?

：
地
図
Ⅲ

－

５
のN

ナ
ス
ィ
ズ
ィ

atizy

か
ら
西
北
西
の
方
向
で
一
四
㎞
ほ
ど
の
所
︺
︱
︱N

ナ
ス
ィ
ズ
ィ

atizy
は
三
一
㎞
程
の
所
。C

シ
ョ
コ
ナ
ン

hoconin

は
三
五
㎞
程
の
所
。

　

⑤B

ボ

ー

ヴ

ェ

eauvais

地
域
圏　

P
attitouillare

︹
不
明
︺、M

asciaco

︹M

メ
ッ
シ
ー

essy ?
：
地
図
Ⅲ

－

７
︺、Saciaco

︹S

サ
シ
ー

acy-le

ル-G

グ
ラ
ン

rand ?

：
地
図
Ⅲ

－

８；
S

サ
シ
ー

acy- l

ルe-p

プ
テ
ィ

etit ?

：
地
図
Ⅲ

－

９
︺、A

nsinouillare

︹A

ア
ン
ソ
ヴ
ィ
エ

nsauvillers
：
地
図
Ⅲ

－

10
︺、T

heodegariouillare
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︹T
チ
ュ
リ
ー

hury-s

ス

ous-C

ク
レ
ル
モ
ン

lerm
ont ?

：
地
図
Ⅲ

－

11
︺、A

m
bricocurte

︹E

エ
ヴ
リ
ク
ー
ル

vricourt ?

：
地
図
Ⅲ

－

12；
A

ア
ヴ
リ
ク
ー
ル

vricourt ?

：
地
図
Ⅲ

－

13
︺、

E
broaldocurte

︹V

ヴ
ロ
ク
ー
ル

rocourt ?

：
地
図
Ⅲ

－

14；
E

エ
ヴ
リ
ク
ー
ル

vricourt ?

：
地
図
Ⅲ

－
12
︺、G

ellis

︹J

ジ
ョ
ー

aux

：
地
図
Ⅲ

－

15
︺
︱
︱M

メ
ッ
シ
ー

essy

は
四
五

㎞
程
の
所
。S

サ
シ
ー

acy-l

ルe-G

グ
ラ
ン

rand

は
五
二
㎞
程
の
所
。S

サ
シ
ー

acy-l

ルe-p

プ
テ
ィ

etit

は
五
五
㎞
程
の
所
。A

ア
ン
ソ
ヴ
ィ
エ

nsauvillers

は
七
二
㎞
程
の
所
。

T

チ
ュ
リ
ー

hury-s

ス

ous-C
ク
レ
ル
モ
ン

lerm
ont

は
五
二
㎞
程
の
所
。E

エ
ヴ
リ
ク
ー
ル

vricourt

は
八
〇
㎞
程
の
所
。A

ア
ヴ
リ
ク
ー
ル

vricourt

は
八
六
㎞
程
の
所
。V

ヴ
ロ
ク
ー
ル

rocourt

は
七
四
㎞
程
の

所
。J

ジ
ョ
ー

aux

は
六
一
㎞
程
の
所
。

　

⑥C

シ
ャ
ン
ブ
リ
ウ
ァ

ham
bliois

地
域
圏　

B
odornello

︹B

ボ
ル
ネ
ル

ornel

：
地
図
Ⅲ

－

16
︺
︱
︱B

ボ
ル
ネ
ル

ornel

は
三
二
㎞
程
の
所
。

　

⑦V

ヴ
ク
サ
ン

exin

地
域
圏　

B
acivo superiore

︹B

ベ

ズ

ezu-l

ラa-F

フ
ォ
レ

oret

：
地
図
Ⅲ

－

17
︺、B

acivo subteriore

︹B

ベ

ズ

ezu-l

ルe-L

ロ

ン

ong

：
地
図
Ⅲ

－

18
︺
）
₂₉
（

︱
︱B

ベ

ズ

ezu-l

ラa-F

フ
ォ
レ

oret

は
七
三
㎞
程
の
所
。B

ベ

ズ

ezu-l

ルe-L

ロ

ン

ong

は
六
二
㎞
程
の
所
。

　

⑧L

ラa M

マ
ド
リ
ー

adrie

地
域
圏　

V
inias 

︹L
レ

es V
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ

ignes 

：E

ウ
ー
ル

ure-e

エt-L

ロ
ア
ー
ル

o
ir

県
の
か
︿
地
図
Ⅲ

－

19
﹀；

S

セ
ー
ヌ

eine-e

エt-O

オ
ワ
ー
ズ

ise

県
の
か
︿
地
図
Ⅲ

－

20
、
地
図
Ⅲ

－

21
﹀︺）
₃₀
（

、G
am

apium

︹G
ガ

ン

ベ

am
bais ?

：
地
図
Ⅲ

－

22；
L

ラa G

ガ
マ
シ
ュ
リ
ー

am
acherie ?

：
地
図
Ⅲ

－

23
︺、N

iventis

︹
不
明
︺、

V
illanova

︹V

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
ー

illeneuve-e

ア
ン

n-C

シ
ュ
ヴ
リ

hevrie ?

：
地
図
Ⅲ

－

24
︺、R

osbacio

︹R

ル
ベ
ッ
ツ

ebetz

か
？
：
地
図
Ⅲ

－

25
︺、Sigrancio

︹S

ス

ラ

ン

erans ?

：
地
図

Ⅲ

－

26
︺、B

eranecurte

︹B

ブ
リ
ナ
ン
ク
ー
ル

rignancourt ?

：
地
図
Ⅲ

－

27；
B

ブ
レ
ク
ー
ル

récourt ?

：
地
図
Ⅲ

－

28
︺
︱
︱L

レ

es V

ヴ
ィ
ー
ニ
ュ

ignes

は
、E

ウ
ー
ル

ure-e

エt-L

ロ
ア
ー
ル

o
ir

県

所
在
の
場
合
に
は
八
一
㎞
程
の
所
、S

セ
ー
ヌ

eine-e

エt-O

オ
ワ
ー
ズ

ise

県
の
地
図
Ⅲ

－

20
は
三
八
㎞
程
の
所
、
地
図
Ⅲ

－

21
は
四
四
㎞
程
の
所
。G

ガ

ン

ベ

am
bais

は
四
四
㎞
程
の
所
。L

ラa G

ガ
マ
シ
ュ
リ
ー

am
acherie

は
五
二
㎞
程
の
所
。V
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
ー

illeneuve-e

ア
ン

n-C

シ
ュ
ヴ
リ

hevrie

は
五
六
㎞
程
の
所
。R

ル
ベ
ッ
ツ

ebetz

は
五
一
㎞
程
の
所
。

S

ス

ラ

ン

erans

は
四
九
㎞
程
の
所
。B

ブ
リ
ナ
ン
ク
ー
ル

rignancourt

は
三
九
㎞
程
の
所
。B
ブ
レ
ク
ー
ル

récourt

は
六
二
㎞
程
の
所
。

　

⑨T

タ
ル
ー

alou

地
域
圏　

P
ictus

︹
不
明
︺、M

acerias

︹
不
明
︺）
₃₁
（

、V
ernum

︹
本
稿
七
六
頁
︻
追
記
︼
参
照
︺、F

iscera

︹F

フ
ェ
ス
ク

esques

：
地
図

Ⅲ

－
29
︺、P

ocio

︹L

ラa B

ボ

ス

osse ?

：
地
図
Ⅲ

－

30
︺、B

odalcha 

︹B

ブ
ア
フ
ル

ouafles : 

地
図
Ⅲ

－

38
に
重
な
る
︺）
₃₂
（

、 B
rittenevalle

︹B

ベ
ル
ヌ
ヴ
ァ
ル

erneval-l

ルe-G

グ
ラ
ン

rand

：
地
図
Ⅲ

－

31
︺、A

rtiliaco

︹
不
明
︺、 A

gusta

︹O

ウ
ス
ト

ust-M

マ
レ
ス
ト

arest

：
地
図
Ⅲ

－

32
︺、R

ausedo

︹R

ロ
ゼ
ー

osay

：
地
図
Ⅲ
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同
志
社
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六
六
巻
五
号�

二
四

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
一
二

－

33
︺、C

risonarias

︹L

ラa C

ク
レ
ッ
ソ
ニ
エ
ー
ル

ressonière

：
地
図
Ⅲ

－

34
︺、V

uariaco

︹
不
明
︺
︱
︱F

フ
ェ
ス
ク

esques

は
一
〇
九
㎞
程
の
所
。L

ラa B

ボ

ス

osse

は
一

一
三
㎞
程
の
所
。B

ブ
ア
フ
ル

ouafles

は
七
二
㎞
程
の
所
。B

ベ
ル
ヌ
ヴ
ァ
ル

erneval-l

ルe-G

グ
ラ
ン

rand

は
一
三
三
㎞
程
の
所
。O

ウ
ス
ト

ust-M

マ
レ
ス
ト

arest

は
一
三
二
㎞
程
の
所
。

R

ロ
ゼ
ー

osay
は
一
一
二
㎞
程
の
所
。L

ラa C

ク
レ
ッ
ソ
ニ
エ
ー
ル

ressonière

は
一
三
五
㎞
程
の
所
。

　

⑩V

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

地
域
圏　

M
arca

︹M

マ

ル

ク

arques ?

：
地
図
Ⅲ

－
35
︺、N

ialcha

︹
不
明
︺、 N

ialchis

︹
不
明
︺、A

visnas

︹A

ア

vesnes-C

シ

ョ

ソ

ワ
haussoy ?

：
地
図
Ⅲ

－

36；
B

ベ

ル

elle-A

ア

vesnes ?

：
地
図
Ⅲ

－

37
︺、R

odeno

︹V

ヴ

ュ

ieux-R

ル
ー
ア
ン

ouen-s

シ
ュ
ル

u
r-B

ブ
ル
ス
ル

resla ?

：
地
図

－

38
︺、

R
odalcha

︹B

ブ
ア
フ
ル

ouafles
：
地
図
Ⅲ

－

38
に
重
な
る
︺、Sodicolas

︹S

ソ

ト

ル

ー

ottoleux ?

：
地
図
Ⅲ

－

38
に
重
な
る）
₃₃
（

；
S

ス

ー

oues ?

：
地
図
Ⅲ

－

39
︺、

V
idriaco

︹W ヴ
ィ
リ
ー

iry-a

オ
ー

u
-M

モ

ン

ont
：
地
図
Ⅲ

－

40
︺、H

orona

︹H

オ
ル
ノ
ワ

ornoy-l

ルe-B

ブ
ー
ル

ourg

：
地
図
Ⅲ

－

41
︺、A

rcas

︹A ア
ル
ギ
ュ
エ
ル

rguel

：
地
図
Ⅲ

－

42
︺
︱

︱M

マ

ル

ク

arques

は
一
〇
二
㎞
程
の
所
。N
ノ
ー
フ
ル

eaufles-S

サ

ン

aint-M

マ
ル
タ
ン

artin

は
六
〇
㎞
程
の
所
。A

ア

vesnes-C

シ

ョ

ソ

ワ

haussoy

は
一
一
〇
㎞
程
の
所
。

B

ベ

ル

elle-A

ア

vesnes

は
一
二
九
㎞
程
の
所
。V

ヴ

ュ

ieux-R

ル
ー
ア
ン

ouen-s

シ
ュ
ル

u
r-B

ブ
ル
ス
ル

resla

は
一
〇
五
㎞
程
の
所
。S

ス

ー

oues

は
一
一
二
㎞
程
の
所
。

W

ヴ
ィ
リ
ー

iry-a

オ
ー

u
-M

モ

ン

ont

は
一
一
六
㎞
程
の
所
。H

オ
ル
ノ
ワ
ornoy-l

ルe-B

ブ
ー
ル

ourg

は
一
〇
二
㎞
程
の
所
。A ア
ル
ギ
ュ
エ
ル

rguel

は
一
〇
五
㎞
程
の
所
。

　

⑪A

ア
ミ
ア
ン

m
iens

地
域
圏　

P
isciaco

︹P

ピ
シ
ー

issy

：
地
図
Ⅲ

－

43
︺、A

dsulto

︹S

ス

ー

eux

：
地
図
Ⅲ

－

44
︺
︱
︱P

ピ
シ
ー

issy

は
一
〇
二
㎞
程
の
所
。

S

ス

ー

eux

は
一
〇
三
㎞
程
の
所
。

　
【
そ
の
他
】
次
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。﹁
法
の
教
師
た
ち
（legis doctor

）﹂、﹁
法
と
判
決
に
基
づ
き
（per legem

 et iusticiam

）﹂。

（
２
）　D

. karol. I N
r. 1 

〔77

〕（K
opie 752 M

ärz 1

）

要
旨
：︹
小
︺
ピ
ピ
ン
は
、聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
のF

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
がG

islem
ar

に
対
決
し
てA

 
ア
ヴ
ゼ

vezé v

ヴ
ィ
ラ

illa

や
そ
の
他
の
財
産
を
︹
小
︺

ピ
ピ
ン
の
面
前
で
判
決
に
よ
っ
て
勝
ち
取
っ
た
こ
と
を
証
書
で
証
明
し
た
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
五
二
年
三
月
一
日　

V
erm

eria

︹V

ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー

erberie

︺
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ピ
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世
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カ
ー
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マ
ン
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国
王
文
書
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み
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訴
訟
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か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

二
五

一
三
一
三

試
訳

フ
ラ
ン
ク
人
の
王
ピ
ピ
ン　

尊
き
人
。
余
が
神
の
御
名
に
お
い
てV

erm
eria

︹V

ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー

erberie

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
で
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち

あ
る
い
は
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
そ
し
て
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（recta iudicia

）︹
そ
の
訴
え
に
︺
決
定

を
下
す
べ
く
い
る
時
、
そ
こ
に
、
余
の
守
護
者
で
あ
る
偉
大
な
御
方D

ド

ニ

enis

の
私
財
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
御
方
が
そ
こ
に
ご
遺
骸
で
安
ら

い
給
う
聖
堂
の
高
貴
な
人F
フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
来
て
、G

islem
arus

︹
＝
被
告
︺
と
い
う
名
前
の
あ
る
者
を
訴
え

（interpellabat

）、Cenom
annico

︹L

ルe M

マ

ン

ans, S

サ
ル
ト

arthe ?

︺）
₃₄
（

地

p
a

g
u

s

域
圏
あ
る
い
はO

xim
ensi

︹E

エ

ク

ム

xm
es ?; M

モ

ン

ソ

ー

onceaux-a

オ
ー

u
- P

ペ
ル
シ
ュ

erche ?

︺
）
₃₅
（

︹
地

域
圏
︺
に
あ
るA

baciacus

︹A
ア
ヴ
ゼ

vezé

︺
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
聖D

ド

ニ

enis

のv

ヴ
ィ
ラ

illa

と
、M

atriacensi

︹L

ラa M

マ
ド
リ
ー

adrie

︺
地
域
圏
のSibriaco 

︹C

シ
ヴ
リ
ー

ivry-l

ラa-F

フ
ォ
レ

orêt

︺
）
₃₆
（

に
あ
る
、G

islem
arus

︹
＝
被
告
︺
の
母
親
で
、L

oba

と
い
う
名
前
の
女
性
が
彼
女
︹
＝L

oba

︺
の
死
後
寄
進
証
書

（testam
entum

）
に
よ
り
先
の
聖D

ド

ニ

enis
の
聖
堂
に
譲
渡
し
た
︹
か
の
地

p
o

rc
io所

を
︺、
︱
︱L

oba

と
い
う
名
前
の
女
性
が
そ
の
ヴ
ィ
ラ
に
つ

き
聖D

ド

ニ

enis

の
代
理
人
た
ち
と
共
に
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
国
王
の
面
前
に
立
っ
た
寄
進
者
で
あ
っ
た
か
の
地
所
を
、
︱
︱
こ
れ
ら
財
産
を
、
同

G
islem

arus

︹
＝
被
告
︺
が
そ
の
あ
と
に
不
法
、
不
正
に
略
奪
し
た
（post hec m

alo ordine retinebat et iniuste

）、
と
い
う
理
由
で

返
還
請
求
を
し
た
（repetens

）。
他
方
、
同G

islem
arus

︹
＝
被
告
︺
は
直
ち
に
出
廷
し
た
、
そ
し
て
、
何
ひ
と
つ
否
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
（Ipse vero G

islem
arus in presenti astabat, unde nullatenus potuit denegare

）、︱
︱
か
く
し
てG

islem
arus

︹
＝

被
告
︺
は
、
彼
︹
＝
被
告
︺
の
母
親
のL

oba

がC
enom

annico
︹L
ルe M

マ

ン

ans, S

サ
ル
ト

arthe ?

︺
地
域
圏
に
あ
る
先
に
名
前
の
あ
げ
ら
れ
た

A
baciacus

︹A

ア
ヴ
ゼ

vezé

︺
を
何
ひ
と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
（cum

 om
ni integritate

）、
そ
し
て
ま
た
、M

atriacensi

︹L

ラa M

マ
ド
リ
ー

adrie

︺
地
域

圏
のSibriaco

︹C

シ
ヴ
リ
ー

ivry-l

ラa-F

フ
ォ
レ

orêt

︺
に
あ
る
か
の
地
所
を
何
ひ
と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
聖D

ド

ニ

enis

の
聖
堂
に
所
有
引
渡
し
に
よ
り
（m

anu 

potestativa

：durch B
esitzübertragung ; by livery seisin

）
譲
与
し
た
こ
と
を
直
ち
に
認
め
た
。
そ
し
て
直
ぐ
に
聖D

ド

ニ

enis

の
聖
堂



（　
　
　
　

）

同
志
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二
六

ピ
ピ
ン
三
世
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マ
ン
の
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文
書
に
み
る
訴
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の
か
た
ち

一
三
一
四

のF
フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
彼
︹
＝
被
告
︺
のv

ヴ
ァ
デ
ィ
ウ
ム

adium

を
手
渡
す
こ
と
に
よ
り
先
述
のA

baciacus

︹A

ア
ヴ
ゼ

vezé

︺
と

Sibriaco

︹C

シ
ヴ
リ
ー

ivry-l

ラa-F

フ
ォ
レ

orêt

︺
の
︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
、
︱
︱
す
な
わ
ち
、
い
ず
こ
の
地
で
あ
れ
、
す
で
に
名
前
の
出
た
、
彼

︹
＝
被
告
︺
の
母
親L

oba

が
聖D

ド

ニ

enis

の
聖
堂
に
譲
与
し
た
全
て
の
物
、
そ
れ
ら
ヴ
ィ
ラ
で
所
持
し
て
い
た
全
て
の
物
に
つ
き
所
有
を
回

復
さ
せ
た
（revestisse

）
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る；

そ
の
後
（postea

）
に
、G

islem
arus

︹
＝
被
告
︺
は
彼
︹
＝
被
告
︺
の
棒
を
用
い

て
聖D

ド

ニ

enis

の
聖
堂
のF
フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
前
で
そ
こ
︹
＝
当
該
の
財
産
︺
か
ら
完
全
に
立
ち
退
い
た
と
表
明
し
た
（per 

suam
 festucam

 se exinde in om
nibus contra ipsum

 abbatem
 F

ulradum
 in causa sancti D

yonisii dixit esse exitum

）。
そ

こ
で
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
あ
る
い
は
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
、
︱
︱
そ
れ
はM

ilo, R
otgarius, C

heim
gaudus, 

C
rothardus, G

erichardus, A
utgarus

そ
し
て
余
の
宮
中
伯W

ibertus

あ
る
い
は
そ
の
他
多
く
の
人
び
と
で
あ
る
が
︱
︱
、
同

G
islem

arus

︹
＝
被
告
︺
は
直
ち
に
出
廷
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ひ
と
つ
釈
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
判
決
を
下
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ

P
ro

p
te

re
a

れ
ば
、
余
は
、
本
件
訴
訟
が
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
あ
る
い
は
為
し
終
え
ら
れ
た
（hec causa sic acta vel 

perpetrata fuit

）
が
故
に
、
同F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
と
そ
の
後
継
者
た
ち
は
先
に
名
前
の
あ
げ
ら
れ
たA

baciacus

︹A

ア
ヴ
ゼ

vezé

︺
とM

atriacensi

︹L

ラa M

マ
ド
リ
ー

adrie

︺
地
域
圏
のSibriaco

︹C

シ
ヴ
リ
ー

ivry-l

ラa-F

フ
ォ
レ

orêt

︺
の
︹
そ
れ
ぞ
れ
の
︺
あ
ち
こ
ち
の
ヴ
ィ
ラ
を
何
ひ

と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
そ
し
て
そ
れ
ら
ヴ
ィ
ラ
に
合
わ
さ
っ
て
い
る
物
全
て
あ
る
い
は
付
属
し
て
い
る
物
全
て
と
共
に
、
そ
し
て
ま
た
︹
漠

然
と
し
て
い
て
︺
特
定
で
き
な
い
物
を
元
の
ま
ま
、
︱
︱
す
な
わ
ち
、
あ
ち
あ
ち
こ
ち
の
土
地
、
そ
の
土
地
の
上
に
立
っ
て
い
る
あ
れ
こ
れ

の
住
居
（
建
物
）、
小
作
人
た
ち
、
マ
ン
キ
ピ
ア
た
ち
、
あ
ち
こ
ち
の
ブ
ド
ウ
畑
、
あ
ち
こ
ち
の
森
、
あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地
、
あ
ち
こ
ち

の
牧
草
地
、
あ
ち
こ
ち
の
水
源
、︹
河
川
湖
沼
等
︺
水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
、
あ
ち
こ
ち
の
川
、
あ
れ
こ
れ
結
び
つ
い
て
い
る
物
あ
る
い

は
つ
な
が
っ
て
い
る
物
、
あ
ち
こ
ち
の
製
粉
所
、
飼
育
番
た
ち
付
の
雌
雄
の
︹
家
畜
の
︺
群
れ
と
一
緒
に
（id est una cum

 terris 

dom
ibus superpositis accolabus m

ancipiis vineis silvis cam
pis pratis pascuis aquis aquarum

ve decursibus iunctis vel 
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subiunctis farinariis gregibus cum
 pastoribus utriusque generis et sexus

）
︱
︱
、
言
い
換
え
る
な
らJoba

が
彼
女
︹
＝

Joba
︺
の
死
後
寄
進
証
書
に
よ
り
聖D

ド

ニ

enis

の
聖
堂
に
譲
与
し
た
全
て
の
物
を
、
か
つ
ま
たL

oba

が
余
の
先
任
者
で
あ
る
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
国

王
や
ま
た
同F
フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
先
任
者H

ugonem

の
面
前
で
︹
譲
渡
し
た
︺
寄
進
者
で
あ
っ
た
か
の
全
て
の
物
を
、

調
べ
ら
れ
た
当
該
の
死
後
寄
進
証
書
に
基
づ
き
、
同G

islem
arus

︹
＝
被
告
︺
に
対
抗
し
て
所
有
し
、
そ
の
所
有
権
を
防
禦
す
る
よ
う

（inspectis ipsis testam
entis contra ipsum

 G
islem

arum
 habeat evindicatas atque elidigatas

）、
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
、
本
財

産
を
原
因
と
し
て
、
お
さ
ま
り
の
つ
け
ら
れ
た
訴
訟
が
両
当
事
者
の
間
で
く
り
返
さ
れ
ぬ
よ
う
（sit inter eos in postm

odum
 ex hac 

re om
ni tem

pore sopita causatio

）、
余
は
命
ず
る
（iubem

us

）。

　

余
の
統
治
の
一
年
目
三
月
一
日
に
授
与
さ
れ
た
、V

erm
eria

︹V

ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー

erberie

︺
に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
【
文
書
の
性
格
】
判
決
証
書
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
【
形
式
な
ど
】
パ
リ
の
国

N
a

t
io立

古

n
a

l
a

r
c

h
i

v

文
書
館
所
蔵
の
一
二
世
紀
末
か
一
三
世
紀
初
め
のC

カ
ル
テ
ュ
レ
ー
ル

hartular

所
収
。C

カ
ル
テ
ュ
レ
ー
ル

hartular

（cartulare

）
と
は
、

修
道
院
な
ど
特
定
の
機
関
の
文
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
証
書
や
時
に
は
そ
れ
以
外
の
文
書
類
が
そ
こ
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る

手
写
本
（
稀
に
は
巻
物
）
の
こ
と
で
あ
る
（R

. C
. van C

aenegem
, K

urze Q
uellenkunde des W

esteuropäischen M
ittelalters, 

1962, S. 71

）。

　
【
開
廷
地
】V

erm
eria

︹V

ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー

erberie

：
地
図
Ⅱ

－

４
︺。
パ
リ
か
ら
北
東
へ
四
〇
㎞
程
の
所
。

　
【
文
書
作
成
地
、
交
付
地
】V

erm
eria

︹V

ヴ
ェ
ル
ブ
リ
ー

erberie

︺。
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【
係
争
対
象
所
在
地
】
①C

enom
annico

︹L

ルe M

マ

ン

ans, S

サ
ル
ト

arthe ?

︺
地p

a
g

u
s

域
圏
あ
る
い
はO

xim
ensi

︹E

エ

ク

ム

xm
es ?；

M

モ

ン

ソ

ー

onceaux-a

オ
ー

u
- 

P

ペ
ル
シ
ュ

erche ?

︺︹
地

p
a

g
u

s

域
圏
︺
のA

baciacus

︹A

ア
ヴ
ゼ

vezé

：
地
図
Ⅲ

－

45
︺。A

ア
ヴ
ゼ

vezé

は
パ
リ
か
ら
南
西
へ
一
二
三
㎞
程
の
所
。
②M

atriacensi

︹L

ラa M

マ
ド
リ
ー

adrie
︺
地

p
a

g
u

s

域
圏
のSibriaco ︹C

シ
ヴ
リ
ー

ivry-l

ラa-F

フ
ォ
レ

orêt

：
地
図
Ⅲ

－

46
︺。C

シ
ヴ
リ
ー

ivry-l

ラa-F

フ
ォ
レ

orêt

は
パ
リ
か
ら
西
へ
四
九
㎞
程
の
所
。

　（
３
）　D

. karol. I N
r. 6 

〔79

〕（O
riginal, 753 Juli 8

）

要
旨
：︹
小
︺
ピ
ピ
ン
は
、
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
た
め
に
、︹
小
︺
ピ
ピ
ン
の
面
前
で
裁
判
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
た
パ
リ
市
に
お
け
る
市い
ち
関

税
（M

arktzoll

）︹
の
権
利
︺
を
確
認
す
る
。 

七
五
三
年
七
月
八
日

試
訳

（C
.

）xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王
ピ
ピ
ン　

尊
き
人 xxx 

現
在
お
よ
び
将
来
の
太

d
u

公x

た
ち
、
コ

c
o

m
e

s

メ
ス
た
ち
、
グg

r
a

f
i

o

ラ
フ
ィ
オ
た
ち
、

ドd
o

m
e

s
t

i
c

u
s

メ
ス
テ
ィ
ク
ス
た
ち
、
ヴv

i
c

a
r

i
u

s

ィ
カ
リ
ウ
ス
た
ち
、
ケc

e
n

t
e

n
a

r
i

u
s

ン
テ
ナ
ー
リ
ウ
ス
た
ち
あ
る
い
は
余
の
役

a
g

e
n

s人
た
ち
の
全
て
に
、
余
の
宮
廷
か
ら
い
ず
こ

の
地
へ
で
あ
れ
出
か
け
て
行
く
使

m
issu

s者
た
ち
の
全
て
に
。
さ
て
、
汝
ら
の
良
き
勤
務
と
卓
越
さ
が
知
る
ご
と
く
（Igitur cognoscat utilitas 

seu m
agnitudo vestra

）、
余
の
守
護
者
で
あ
る
偉
大
な
御
方D
ド

ニ

enis

の
私
財
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
御
方
が
仲
間
と
一
緒
に
そ
こ
に
ご

遺
骸
で
安
ら
い
給
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
そ
し
てF

フ

ル

ラ

ド

ulradus
大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
聖
職
者
た
ち
の
大
き
な
一
団
と
そ
こ
で
共
に

暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
そ
し
て
ま
た
主
に
お
仕
え
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
聖
堂
の
︹
そ
の
︺
高
貴
な
人

F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺︹
と
聖D

ド

ニ

enis

の
僧
侶
た
ち
︺
は
訴
え
を
し
て
（m

issa peticione

）、
長
き
に
亘
り
、
先
の
国
王
た

ち
で
あ
る
偉
大
な
御
方D

タ
ゴ
ベ
ル
ト

agobert

そ
し
てC

ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス

hlodw
ig

さ
ら
に
は
か
つ
て
の
国
王
た
ち
で
あ
るC

ヒ
ル
デ
リ
ヒ

hilderich

、T

テ

ウ

デ

リ

ヒ

heuderich

、C

ク
ロ
タ
ー
ル

hlothar

ま
たC

ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト

hildebert

そ
し
て
余
の
叔
父
で
宮
宰
のG

グ
リ
モ
ア
ル
ド

rim
oald

、
︱
︱
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
以
前
に
、
パ
リ
地

p
a

g
u

s

域
圏
に
お
け
る
、
こ
の
パ
リ
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地
域
圏
に
あ
る
聖D

ド

ニ

enis

の
か
の
祝
祭
日
︹
＝
十
月
九
日
︺
に
、︹
ア
ン
グ
ロ
︺
サ
ク
ソ
ン
人
や
フ
リ
ー
セ
ン
人
の
︹
商
人
た
ち
全
て
の
、︺

あ
る
い
は
い
ず
こ
の
地
域
圏
あ
る
い
は
地
方
か
ら
で
あ
れ
そ
こ
こ
こ
の
他
の
諸
族
の
商
人
た
ち
全
て
の
︹
納
め
る
︺
関
税
を
、︹
す
な
わ
ち
︺

殉
教
者
聖D
ド

ニ

enis

の
祝
祭
日
に
、そ
の
市い
ち

や
同
じ
く
そ
の
パ
リ
市し
（civitas

）
に
お
い
て
か
か
る
場
所
か
ら
あ
る
い
は
あ
ち
こ
ち
の
ヴ
ィ
ラ
、

畑
地
の
そ
こ
か
し
こ
で
、
そ
の
場
所
や
同
じ
く
他
の
い
ず
こ
か
の
場
所
で
（tam

 ibidem
 quam

 et aliubi

）
取
引
を
す
る
た
め
に
あ
る
い

は
多
く
の
商
品
を
動
き
回
ら
せ
る
た
め
に
あ
る
い
は
桟
橋
や
あ
ち
こ
ち
の
川
沿
い
で
ブ
ド
ウ
酒
を
買
い
集
め
る
た
め
に
聖D

ド

ニ

enis

の
か
の
祝

祭
日
に
合
わ
せ
て
来
た
商
人
た
ち
全
て
の
︹
納
め
る
︺、
そ
れ
ら
取
引
場
所
か
ら
の
か
の
関
税
を
何
ひ
と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
聖D

ド

ニ

enis

に

譲
与
し
た
あ
る
い
は
︹
そ
の
こ
と
を
︺
確
認
し
た
、と
余
に
申
し
立
て
た
（suggesserunt

）；

そ
し
て
、F フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺

は
先
の
国
王
た
ち
の
国

p
ra

e
c

e王
証

p
cio

n
es書

あ
る
い
は
確

co
n

firm認
証

atio
n

e
s書
を
読
む
た
め
に
す
ぐ
に
差
し
出
し
た
。
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の
代
理
人
た
ち
が
次
つ
ぎ
に

か
の
判
決
に
よ
り
偉
大
な
御
方
で
あ
る
国
王C

ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト

hildebert

や
余
の
叔
父
で
尊
き
人
で
あ
る
宮
宰G

グ
リ
モ
ア
ル
ド

rim
oald

か
ら
獲
得
し
、
読
む
た
め
に
余

に
差
し
出
し
た
そ
れ
ら
の
国
王
証
書
、
国
王
確
認
証
書
は
読
ま
れ
、
通
読
さ
れ
た
（R

electas et percursas ipsas precepciones seu 

et confirm
aciones vel illo iudicio evindicato dom

no H
iltberto rege et avunculo nostro G

rim
oaldo m

aiorum
 dom

o, quem
 

agentes sancti D
ionisii super agentes inlustri viro G

rim
oaldo m

aiorum
 dom

o evindicaverunt, ipsum
 nobis obtullerunt 

ad relegendum

）。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、
同F

フ

ル

ラ

ド

ulradus
大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
は
、
か
の
市い
ち
に
係
る
、
あ
ち
こ
ち
の
ヴ
ィ
ラ
、
畑
地

の
そ
こ
か
し
こ
に
お
い
て
商
人
た
ち
の
︹
納
め
る
︺
全
て
の
か
の
関
税
はi ユ
ー
デ
ク
ス

udex

の
立
ち
入
り
な
し
に
（absque iudicis introitum

）
聖

D

ド

ニ

enis

の
聖
堂
に
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
申
し
立
て
、
あ
る
い
は
聖D

ド

ニ

enis

の
僧
侶
た
ち
も
そ
の
こ
と
を
申
し
述
べ
た
。
そ
し
て
、

F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
と
聖D

ド

ニ

enis

の
僧
侶
た
ち
は
、何
年
か
前
、K カ
ー
ル

arl

︹M

マ
ル
テ
ル

artell

︺
が
︹
こ
の
世
か
ら
︺
引
き
離
さ
れ
た
時
、

︹K カ
ー
ル
ｌ

arl M

マ
ル
テ
ル

artell

の
二
番
目
の
妻
︺Sw

anahild

が
欲
を
だ
し
パ
リ
伯G

airefredus

が
策
謀
を
め
ぐ
ら
せ
、
二
人
は
合
意
を
し
て
、
か
の
商

人
た
ち
あ
る
い
は
商
売
人
た
ち
に（ad illos necuciantes vel m

arcadantes

）︹
人
頭
︺税
と
し
て
自
由
人
一
人
に
つ
き（unum

quem
que 
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hom
inem

 ingenuum

）
四
デ
ナ
リ
ウ
ス
を
支
払
う
こ
と
を
さ
せ
そ
し
て
そ
の
税
を
不
法
に
自
分
た
ち
の
た
め
に
奪
い
取
っ
た
、
と
申
し
述

べ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
パ
リ
伯G

airehardus

︹
＝
被
告
︺
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
で
手
に
入
れ
て
い
た
か

か
る
税
を
慣
習
を
口
実
に
し
て
（per consuetudinem

）
そ
う
し
た
自
由
人
た
ち
か
ら
取
り
立
て
た
、
そ
し
て
、
か
の
市い
ち

に
来
た
、
い
ず

れ
の
部
族
（natio
）
の
出
の
自
由
人
で
あ
れ
、
そ
の
者
た
ち
が
自
由
人
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
自
由
人
一
人
に
つ
き
、
一
ひ
と
り
あ
た
ま

人
頭
四
デ
ナ
リ

ウ
ス
を
徴
収
し
た
（dinarius quattuor de eorum

 capite exactabant

）；

も
し
あ
る
者
が
︹
、供と
も

の
︺
奴
隷
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、︹
主

人
で
あ
る
︺
自
由
人
は
そ
の
者
が
︹
供と
も
の
︺
奴
隷
で
あ
る
こ
と
を
一
緒
に
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
か
の
自
由
人
た
ち

は
誓
約
を
し
て
誓
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
の
故
に
、︹
一
デ
ナ
リ
ウ
ス
多
い
︺
五
デ
ナ
リ
ウ
ス
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（et si 

servus erat, tunc coniurare debebat, quod servus fuisset, et ipsi hom
ines, quando ipso sacram

ento iurabant, quinque 

dinarius pro hoc donabant.

）。
そ
し
て
、
か
か
る
聖D

ド

ニ

enis

の
代
理
人
た
ち
あ
る
い
はF

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
あ
る
い
は
か
の
僧
侶

た
ち
は
、
か
の
市い
ち

は
こ
の
よ
う
な
慣
習
を
口
実
に
し
て
侵
害
さ
れ
あ
る
い
は
︹
商
人
た
ち
か
ら
︺
遠
ざ
け
ら
れ
（quod per talem

 

consuetudinem
 ille m

arcadus fuisset em
inuatus vel abstractus

）；

そ
し
て
、
こ
の
市い
ち
に
来
る
こ
と
を
習
わ
し
に
し
て
い
た
か
の

商
人
た
ち
あ
る
い
は
あ
れ
こ
れ
の
部
族
の
者
全
て
（om

nes naciones

）
が
こ
の
事
が
原
因
で
（pro hac causa

）
こ
の
市い
ち
か
ら
い
な
く

な
り
そ
し
て
か
の
関
税
は
か
か
る
神
の
聖
所
（casa dei
）
か
ら
減
少
さ
せ
ら
れ
あ
る
い
は
取
り
去
ら
れ
た
（erat m

inuatus vel 

abstractus

）、
と
申
し
述
べ
た
。
そ
し
て
、
同G

airehardus
︹
＝
被
告
︺
は
、
か
つ
てSw

anahild

あ
る
い
は
先
のG

airefredus

が
許

可
し
て
課
せ
ら
れ
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
以
外
に
は
、
別
の
慣
習
に
よ
っ
て
か
の
市い
ち
に
お
い
て
は
︹
関
税

を
︺
課
す
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い；

ま
た
偉
大
な
御
方
で
あ
る
国
王
が
決
め
た
よ
う
な
も
の
あ
る
い
は
長
き
に
亘
り
国
王
た
ち
の
そ
れ
ぞ

れ
の
御み
代よ
そ
の
こ
と
で
慣
習
で
あ
っ
た
よ
う
な
も
の
以
外
に
は
、
別
の
違
っ
た
や
り
方
で
そ
の
の
ち
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
欲
し
た
こ
と

は
な
か
っ
た
︱
︱
あ
る
い
は
神
の
当
該
聖
所
に
何
ひ
と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
か
の
関
税
は
引
き
渡
さ
れ
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
た
、
と
申
し
述
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六
六
巻
五
号�

三
一

一
三
一
九

べ
た
（E

t ipse G
airehardus hoc dicebat, quod alia consuetudine in ipso m

arcado non m
isisset, nisi qualem

 antea per 

em
issione Soanechyldae vel iam

 dicto G
airefredo m

issa fuisset et ibidem
 invenisset; et aliter exinde agere non volebat, 

nisi quom
odo dom

no rege placebat vel quom
odo a longum

 tem
pus tem

pora regum
 ibidem

 fuit consuetudo vel ad ipsa 

casa dei in integritate ipse telloneus fuit concessus vel conservatus.

）。
そ
し
て
余
は
、
本
件
訴
訟
が
か
よ
う
に
行
わ
れ
あ
る
い

は
な
し
終
え
ら
れ
た
こ
と
や
、F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
た
ち
が
先
の
国
王
た
ち
の
国

p
ra

e
c

e王
証

p
cio

n
es書

あ
る
い
は
確

co
n

firm認
証

a
tio

n
e

s書
を
読
む
た

め
に
差
し
出
し
た
の
を
確
認
し
た
時

dum

、
余
は
、
よ
り
多
く
の
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
、
︱
︱
そ
れ
はM

ilo, H
elm

egaudus, 

H
ild

egariu
s, C

h
roth

ard
u

s, D
rogo, B

au
gu

lfu
s, G

isleh
ariu

s, L
eu

th
fred

u
s, R

au
h

o, T
h

eu
d

ericu
s, M

agan
ariu

s, N
ith

ad
u

s, 

U
ualtharius, U

ulfarius

そ
し
て
余
の
宮
中
伯U
uicbertus

で
あ
る
が
︱
︱
、
こ
の
の
ち
、
い
か
な
る
裁
判
権
力
も
（ex iudiciaria 

potestate

）、
当
該
の
市い
ち

に
お
い
て
も
あ
ち
こ
ち
の
か
の
畑
地
で
も
桟
橋
で
も
（in ipso m

arcado nec per eorum
 agros nec 

portus

）
か
の
人
び
と
に
あ
る
い
は
か
の
商
人
た
ち
に
あ
る
い
は
誰
で
あ
れ
先
述
の
市い
ち

に
来
た
あ
れ
こ
れ
の
部
族
の
者
全
て
（om

nes 

naciones

）
に
、
︱
︱
あ
ち
こ
ち
の
か
の
ヴ
ィ
ラ
で
も
あ
れ
こ
れ
の
渡
船
場
か
ら
も
桟
橋
か
ら
も
あ
れ
こ
れ
の
四
輪
荷
馬
車
か
ら
も
あ
れ
こ

れ
の
荷
鞍
か
ら
も
（nec per villas eorum

 nec de navigia nec de portus nec de carra nec de saum
as

）
ど
の
よ
う
な
関
税
で
あ

れ
︱
︱
︹
ブ
ド
ウ
酒
樽
毎
の
︺
ブ
ド
ウ
酒
量
税
も
荷
車
税
も
橋
通
行
料
も
碇
泊
税
も
収
益
税
も
︹
畑
地
、
牧
草
地
に
対
す
る
損
害
補
償
の
た

め
の
︺
往
来
税
もm

utaticus

︹
馬
替
え
料
？
︺
も
︹
そ
の
他
︺
何
ら
か
の
税
（nec foratico nec rotatico nec pontatico nec 

portatico nec salutatico nec cispitatico nec m
utatico nec nulla exacta

）
も
、
︱
︱
ちi

b
i

d
e

m

ょ
う
ど
そ
の
時
に
こ
の
市い
ち

に
来
た
あ
れ
こ

れ
の
部
族
の
者
全
て
（om

nes naciones

）
に
、
余
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、Sw

anahild

と
パ
リ
伯G

airefredus

が
慣
習
に
基
づ
き
課

し
た
諸
税
（consuetudines

）
も
か
の
四
デ
ナ
リ
ウ
ス
も
、
︱
︱
か
の
聖
な
る
祝
祭
日
に
来
た
か
の
商
人
た
ち
に
、
同
パ
リ
地
域
圏
に
お

い
て
、
同
パ
リ
市し
に
お
い
て
当
該
地
域
か
ら
も
こ
こ
か
し
こ
か
ら
も
、
何
ら
か
の
税
（nulla exacta

）
も
負
担
も
、
汝
︹
＝G

airehardus
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二
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（
＝
被
告
）︺
ら
や
汝
ら
の
代i

u
n

i
o

r
e

s

理
人
た
ち
そ
し
て
汝
ら
の
後
継
者
た
ち
も
、
余
が
述
べ
た
よ
う
に
、
何
で
あ
れ
余
の
国
庫
が
こ
の
こ
と
で
余
の

側
で
あ
る
い
は
ま
た
余
の
全
て
の
代
理
人
の
と
こ
ろ
で
︹
受
け
取
る
こ
と
を
︺
期
待
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
除
い
て
（
⋮
⋮, nisi, 

ut dixim
us, quicquid exinde fiscus noster forsitan ad parte nostra seu et ad om

nes agentes nostros potuerat sperare, 

⋮
⋮ 

）、
敢
え
て
要
求
す
る
こ
と
も
徴
収
す
る
こ
と
を
も
し
な
い
よ
う
、
︱
︱
全
て
且
つ
い
か
な
る
も
の
も
か
の
関
税
は
神
の
聖
所
に
何
ひ

と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
与
え
ら
れ
そ
し
て
譲
与
さ
れ
あ
る
い
は
︹
本
判
決
に
基
づ
い
て
︺
所
有
さ
れ
る
（sit concessus atque indultus 

vel evindecatus

）
よ
う
判
決
を
下
し
た
、
そ
れ
故
に
、F

フ

ル

ラ

ド

ulradus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
た
ち
は
将
来
余
や
あ
る
い
は
先
の
国
王
た

ち
の
あ
れ
こ
れ
の
証

auctoritates書に
よ
り
︹
か
の
関
税
を
︺
確
認
さ
れ
あ
る
い
は
︹
判
決
に
基
づ
い
て
︺
所
有
す
る
も
の
と
す
る
、
︱
︱
︹
ま
た
︺
余

は
神
や
先
述
の
殉
教
者
聖D

ド

ニ

enis
の
た
め
に
ま
た
余
の
霊
魂
の
救
済
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
永
続
と
余
の
子
供
た
ち
、
そ
の
子
供
た
ち

の
子
孫
の
た
め
に
灯
明
と
し
て
（in lum

inaribus

）
こ
れ
を
、
︱
︱
余
の
喜
捨
と
し
て
（in nostra aelem

osina

）
こ
れ
を
、
聖D

ド

ニ

enis

の
か
の
聖
所
あ
る
い
は
僧
侶
た
ち
に
あ
る
い
は
貧
者
た
ち
や
巡
礼
者
た
ち
に
完
全
に
与
え
あ
る
い
は
確
認
し
た
が
故
に
、
そ
の
こ
と
は
、
そ

の
者
ら
が
余
の
王
国
の
永
続
あ
る
い
は
余
の
全
て
の
従

le
u

d
e

s士
た
ち
の
た
め
に
主
の
慈
悲
に
つ
き
よ
り
精
神
を
集
中
し
て
（adtencius

）
懇
願

す
る
こ
と
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
さ
そ
い
ま
た
永
遠
且
つ
久
遠
に
神
の
か
の
聖
所
に
と
っ
て
拡
大
に
（in augm

entum

）
役
立
つ
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
余
は
、
偉
大
な
御
方C

ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト

hildebert

国
王
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
国
王
た
ち
そ
し
て
余
の
叔
父
で
宮
宰
のG

グ
リ
モ
ア
ル
ド

rim
oald

の
、
調
べ

ら
れ
た
か
の
判

i
u

d
i

c
i

u
m

決
証
書
に
係
る
余
の
確

c
o

n
fir

m
a

c
io

認
証
書
が
よ
り
確
実
に
所
有
さ
れ
そ
し
て
こ
の
神
の
聖
所
の
側
で
永
久
に
保
管
さ
れ
る
よ
う
、
余
の

署
名
に
よ
り
下
所
に
お
い
て
本
証
書
に
署
名
し
余
の
印
章
付
き
指
輪
に
よ
り
下
所
に
押
印
す
る
こ
と
と
し
た
（m

anu nostra subter eam
 

decrevim
us adsignare et de anolo nostro subter sigillare

）。

　

偉
大
な
る
者

－

最
も
輝
か
し
き
国
王

－

余P
ippin

に
よ
る
署
名
（M

F.
）

　
（C

.

）
余
の
治
世
の
二
年
目
、
七
月
八
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た；
神
の
御
名
に
お
い
て
、

幸
あ
れ
。
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解
説

　
【
文
書
の
性
格
】
判
決
証
書
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
【
形
式
な
ど
】
パ
リ
の
国
立
古
文
書
館
所
蔵
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
。
文
書
の
終
わ
り
に
あ
る
自
筆
の
確
認
と
署
名
以
外
は
全
て
、H

itherius

と

い
う
人
の
手
で
書
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。H

itherius

と
い
う
名
前
は
試
訳
し
た
文
書
の
な
か
に
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
ど
う

し
てH

itherius
な
の
か
の
調
べ
は
私
に
は
で
き
て
い
な
い
。

　
【
開
廷
地
】
不
明
。A
ア
ダ
ム

dam

は
、
本
文
書
に
、
開
廷
地
も
文
書
作
成
地
、
交
付
地
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
本
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い

る
訴
訟
が
ザ
ク
セ
ン
へ
の
遠
征
途
上
で
行
わ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。A

ア
ダ
ム

dam

は
、
軍
事
行
動
中
で
あ
る
こ
と
と
訴
訟

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
は
お
互
い
に
排
除
し
あ
う
関
係
に
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る）
₃₇
（

。

　

A

ア
ダ
ム

dam

が
、
こ
の
訴
訟
が
軍
事
行
動
中
に
行
わ
れ
た
と
推
定
す
る
根
拠
の
一
つ
は
、
一
五
名
と
い
う
多
く
の
有
力
者
が
陪
席
判
決
人
と
し

て
審
理
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。A
ア
ダ
ム
dam

は
、
一
五
名
の
名
前
の
最
後
に
出
て
く
る
宮
中
伯U

uicbertus

︹
＝W

icbertus

︺
を
、

本
稿
で
二
番
目
に
試
訳
し
たD

. karol. I N
r. 1 ︹77

︺
に
出
て
く
る
宮
中
伯W

ibertus

そ
し
て
次
に
試
訳
す
るD

. karol. I N
r. 12

に
出
て

く
る
宮
中
伯U

uicbertus

と
同
一
人
物
で
あ
る
と
み
た
て
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
通
の
文
書
に
は
、
こ
こ
で
試
訳
し
た
文
書
と
は
違
っ
て
、

宮
中
伯U

uicbertus

︹W
icbertus

︺
＝W

ibertus

を
含
め
て
六
名
の
陪
席
判
決
人
し
か
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
、
軍
事
行
動
中
と
い
う

環
境
が
一
五
名
も
の
数
の
判
決
人
の
陪
席
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る）
₃₈
（

。

　

さ
ら
に
、A

ア
ダ
ム

dam

は
、
一
五
中
の
一
人H

ildegarius

は
間
違
い
な
く
ザ
ク
セ
ン
戦
役
で
落
命
し
た
ケ
ル
ン
司
教H

ildegarius

だ
、
と
考

え
て
い
る
。
こ
れ
も
、
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
【
文
書
作
成
地
、
交
付
地
】
不
明
。

　
【
係
争
対
象
所
在
地
】
パ
リ
地
域
圏
。
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【
そ
の
他
】﹁
慣
習
を
口
実
に
し
て
（per consuetudinem

）﹂
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
４
）D

. karol. I N
r. 12 

〔81

〕（O
riginal, 759 O

ctober 30. C
om

pendio

〔C
om

piègne

〕）

要
旨
：︹
小
︺
ピ
ピ
ン
は
、
聖D

ド

ニ

enis

市い
ち

に
係
る
、G

erard

伯
に
よ
っ
て
不
法
に
徴
収
さ
れ
た
あ
れ
こ
れ
の
関
税
を
、
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
の

訴
え
に
応
じ
て
、G

erhard

伯
が
国
王
裁
判
所
に
お
い
て
放
棄
し
た
こ
と
を
証
書
で
証
明
し
た
。

 

七
五
九
年
一
〇
月
三
〇
日　

 C
om

pendio

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺

試
訳

（C
.

）xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王
ピ
ピ
ン　

尊
き
人 xxx　

聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
とF

フ

ル

ラ

ド

olleradus

大
修
道
院
長
の
代
理
人
︹
＝
原
告
︺
で
あ

るA
derulfus

とR
odegarius

は
、
余
の
治
世
の
第
八
年
目
十
月
二
十
三
日C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

の
王
宮
に
、
余
が
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
そ
し

て
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（recta iudicia
）︹
そ
の
訴
え
に
︺
決
定
を
下
す
べ
く
そ
こ
に
い
る
時
、
来
て
、G

erard

伯
︹
＝
被
告
︺

は
、
聖D

ド

ニ

enis

の
か
の
ミ
サ
の
日
︹
＝
十
月
九
日
︺
か
ら
、
偉
大
な
る
御
方
で
あ
る
聖D

ド

ニ

enis

の
代
理
人
た
ち
が
昔
か
ら
い
つ
も
受
け
取

っ
て
い
た
、パ
リ
︹
市し
︺
内
で
の
、渡
船
場
や
桟
橋
か
らv ヴ
ォ
ル
ン
タ
テ
ィ
ー
ク
ス

olu
taticu

s

や）
₃₉
（

荷
車
税
を
不
法
に
︹
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
に
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
を
︺

拒
み
、
そ
れ
を
略
奪
し
た
（m

alo ordine recontendebat et retinebat

）、
とG

erard

伯
を
訴
え
た
こ
と
は
明
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

そ
のG

erard

伯
︹
＝
被
告
︺
は
彼
︹
＝G

erard

伯
︿
被
告
﹀︺
よ
り
も
前
に
伯
で
あ
っ
た
、
彼
︹
＝G

erard

伯
︿
被
告
﹀︺
の
前
任
者
た

ち
が
そ
の
よ
う
に
略
奪
し
て
い
た
場
合
は
さ
て
お
き
、
そ
れ
と
は
別
に
か
の
関
税
を
︹
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
に
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
を
︺
拒
絶

し
た
こ
と
は
な
い
、
と
答
弁
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の
先
の
代
理
人
︹
＝
原
告
︺
た
ち
はG

erard

伯
︹
＝
被
告
︺

に
対
し
て
、
国
王D

タ
ゴ
ベ
ル
ト

agobert

は
パ
リ
地

p
a

g
u

s

域
圏
に
お
い
て
か
の
市い
ち
を
た
て
そ
し
て
そ
の
市い
ち
を
全
て
の
関
税
と
も
ど
も
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
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ー
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ン
の
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王
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の
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同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

三
五

一
三
二
三

の
側
に
寄
贈
し
寄
進
し
た
（delegasset ac firm

asset

）、
と
反
駁
し
そ
し
て
国
王D

タ
ゴ
ベ
ル
ト

agobert

の
国
王
証
書
を
差
し
出
し
た
（contra 

eum
 intendebant et ostendebant praeceptum

 D
agoberti regis

）。
か
の
偉
大
な
御
方

－

国
王
ピ
ピ
ン
は
、
彼
︹
＝
国
王
ピ
ピ
ン
︺

が
幼
い
王
子
で
あ
っ
た
頃
か
ら
、
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の
側
で
か
の
あ
れ
こ
れ
の
関
税
を
所
有
し
そ
し
て
得
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
、
と
確
認
し
た
（adfirm

abat

）。
し
か
し
な
が
らG

erard

伯
︹
＝
被
告
︺
は
そ
の
こ
と
を
決
し
て
認
め
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
、
彼
ら
は

︹
＝
被
告
と
原
告
た
ち
の
こ
と
か
？
︺、
法
で
定
め
ら
れ
た
︹
数
の
︺
夜
の
︹
過
ぎ
た
︺
の
ち
（ad noctes legitim

as

）
再
度
こ
の
宮
廷
に

共
に
集
ま
り
、
先
述
の
偉
大
な
御
方
ピ
ピ
ン
の
面
前
で
、
法
が
教
え
る
が
ご
と
く
（sicut lex edocebat

）、
か
か
る
訴
え
を
終
結
さ
せ
る

べ
く
、
そ
の
よ
う
に
裁
判
期
日
を
決
め
た
（tunc talem

 placitum
 statuerunt

）。
そ
れ
故
に
、
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の
先
述
の
代
理

人
（m

issi

）
でa

防

護

職

dvocatus

のA
drulfus

とR
odegarius

︹
＝
原
告
︺
は
取
り
決
め
ら
れ
た
裁
判
期
日

－

十
月
二
十
九
日
に
来
た
し
、
証

人
た
ち
︱
︱
す
な
わ
ち
、
パ
リ
︹
市し
︺
に
お
い
て
あ
れ
こ
れ
の
関
税
を
全
て
そ
の
ど
れ
も
欠
け
る
こ
と
な
く
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
側
に
受

け
取
っ
た
証
人
た
ち
（testes

）
が
出
廷
し
た
。
そ
こ
で
、U

uido, R
aulco, M

ilo, H
elm

guaudus, R
othardus, G

isleharius

あ
る
い
は

そ
の
ほ
か
の
も
っ
と
よ
り
多
く
の
人
び
と
あ
る
い
は
余
の
宮
中
伯U

uicbertus

か
ら
、
原
告
た
ち
に
対
し
て
、
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の

代
理
人
や
先
述
のa

防

護

職

dvocatus

︹
＝
原
告
︺
は
当
該
の
︹
＝
関
税
に
係
る
︺
件
に
つ
い
て
（de praesenti

）
執
り
行
っ
て
き
た
こ
と
が
明

ら
か
な
事
柄
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（hoc com

probare debuissent

）、
と
の
判
決
が
下
さ
れ
た
（iudicatum

 fuit

）。
か
の

G
erard

伯
︹
＝
被
告
︺
は
、
法
が
そ
う
で
あ
る
（quom

odo lex erat

）
の
と
は
異
な
る
こ
と
を
︱
︱
そ
し
て
ま
た
偉
大
な
る
国
王
と
そ

こ
に
い
る
、国
王
の
誠
実
の
士
た
ち
の
決
定
し
た
こ
と
に
違た
が

う
こ
と
を
行
う
つ
も
り
は
な
い
、と
答
弁
し
た
。
そ
の
故
に
、同G

erard

伯
︹
＝

被
告
︺
は
、
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の
代
理
人
︹
＝
原
告
︺
等
の
面
前
で
あ
れ
こ
れ
の
関
税
を
放
棄
し
た
（U

nde et ipse G
erardus ex 

praedictos teloneos se exitum
 dixit coram

 eis

）。
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の
代
理
人
︹
＝
原
告
︺
等
が
本
件
を
原
因
と
す
る
判
決
証

書
（notitia ex hoc facto

）
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
︱
︱
今
日
か
ら
ず
っ
と
聖D

ド

ニ

enis

︹
修
道
院
︺
の
側
が
か
の
関
税
に
関
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訴
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か
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一
三
二
四

係
し
て
安
全
で
あ
り
且
つ
平
穏
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
者
︹
＝
原
告
︺
等
に
は
利
益
に
か
な
い
ま
た
必
要
な
こ
と
で
あ
る
、
そ

し
て
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
静
め
ら
れ
消
し
去
ら
れ
た
訴
訟
が
両
当
事
者
の
間
で
︹
再
び
︺
起
き
ぬ
よ
う
に
（sit inter ipsos in 

postm
odum

 om
ni tem

pore quieta et subita causatio

）。

　

xxx 

最
も
輝
か
し
き
偉
大
な
者

－

国
王
ピ
ピ
ン
に
よ
る
署
名
（M

.

） xxx

　
（C

.

）xxx E
ius

は
命
ぜ
ら
れ
て
確
認
し
署
名
し
た xxx

（SR
. 

）（SI. D
.

）

　

先
に
記し
る
さ
れ
た
年
︹
＝
余
の
治
世
の
第
八
年
目
︺
十
月
三
十
日
に
授
与
さ
れ
た；

神
の
御
名
に
お
い
て　

幸
あ
れ
。

解
説　

　
【
文
書
の
性
格
】
判
決
証
書
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
【
形
式
な
ど
】パ
リ
の
国
立
文
書
館
所
蔵
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
。E

ius

だ
け
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
拙
稿﹁
国
王P

lacita

﹂（
五
三
頁
）

で
﹁
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
と
訳
し
て
い
たP

receptum

を
本
稿
で
は
国
王
証
書
と
訳
し
た
。

　
【
開
廷
地
】C

om
pendio

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅱ

－

５
︺。
パ
リ
か
ら
北
北
東
へ
60
㎞
ほ
ど
の
所
。

　
【
文
書
作
成
地
、
交
付
地
】C

om
pendio

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅱ

－

５
︺

　
【
係
争
対
象
所
在
地
】
パ
リ
市し

（
５
）　D
. karol. I N

r. 51

〔82

〕（K
opie , 770 M

ai. B
rocm

agad
〔B
ブ
リ
ュ
マ
ト

rum
ath

〕）

要
旨
：
カ
ー
ル
マ
ン
は
、
宮
中
伯C

hrodoin

に
、
彼
か
ら
不
法
に
奪
わ
れ
たB

enuzfelt

の
森
を
自
由
所
有
地
と
し
て
返
還
し
た
。

 

七
七
〇
年
五
月　

B
rocm

agad

︹B

ブ
リ
ュ
マ
ト

rum
ath

︺ 
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試
訳 

 
 

 
 

 
 

 
神
の
恩
寵
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
で
あ
る
カ
ー
ル
マ
ン　

尊
き
人
。
も
し
、
余
が
、
余
の
た
め
に
と
同
じ
く
余
の
父
の
た
め
に
と
今
日
ま

で
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
誠
実
を
尽
く
し
臣
下
た
る
真ま
こ
と実

の
義
務
を
果
た
し
て
き
た
誠
実
の
士
た
ち
に
寄
り
添
い
、
余
の
耳
に
届
い
た
彼

ら
︹
＝
誠
実
の
士
た
ち
︺
の
あ
れ
こ
れ
の
願
い
を
︹
快
く
聞
き
届
け
た
︺
な
ら
ば
、
余
は
王
に
相
応
し
い
慈
悲
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま

た
余
の
誠
実
の
士
た
ち
の
心
を
励
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
、
い
ま
余
の
大
い
な
る
恵
み
深
い
支
配
下
に
い
る
彼
ら
︹
＝
誠
実
の
士

た
ち
︺
の
心
が
余
の
こ
う
し
た
あ
れ
こ
れ
の
尽
力
の
傍
ら
で
日
に
日
に
喜
び
を
増
し
て
い
る
し
ま
た
構
え
の
よ
り
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

こ
と
は
余
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
神
︹
の
ご
加
護
︺
に
よ
り
余
の
支
配
の
仁
愛
に
貢
献
し
て
い
る
（clem

entiam
 regni 

deo adiuvante nostri

）、
余
の
誠
実
の
士
で
あ
る
宮
中
伯

－

尊
き
人C

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
は
、
慈
悲
深
き
神
に
す
が
り
、
神
に
よ
り

任
ぜ
ら
れ
た
か
つ
て
の
国
王
た
ち
で
あ
る
余
の
祖
先
た
ち
が
一
連
の
証
書
に
よ
っ
て（per strum

enta seriem
 cartarum

）Chrodoin

︹
＝

原
告
︺
の
一
族
（genealogia

）
に
あ
る
い
はC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
の
あ
と
に
続
く
子
孫
に
（subsequente ipsius progenie

）、
彼

ら
︹
＝
国
王
た
ち
︺
の
署
名
に
よ
り
法
律
上
有
効
と
さ
れ
た
彼
ら
︹
＝
国
王
た
ち
︺
の
そ
れ
ぞ
れ
の
証
書
あ
る
い
は
国
王
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ

の
確
認
証
書
に
よ
っ
て
（per eorum

 auctoritates eorum
que m

anus roboratas vel confirm
ationes

）
そ
し
て
法
に
従
い
王
権
に

基
づ
い
て
（in iure eorum

 potestative

）、
未
開
のA

rdinna

に
在
る
ケ
ン
テ
ナB

elslango

︹（B

バ
ス

as-

）B

ベ

レ

ン

ellain

︺
の
な
か
の 

B
enutzfelt

︹B ビ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト

insfeld

︺
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
に
在
る
（in loco que dicitur B

enutzfelt infra centina B
elslango infra vasta 

A
rdinna

）
あ
る
森
に
つ
き
与
え
る
こ
と
を
承
認
し
且
つ
確
認
し
た
こ
と
に
つ
き；

そ
し
て
ま
たC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
は
国
王
た
ち
の
そ

れ
ぞ
れ
の
か
か
る
森
に
つ
い
て
の
寄
進
証
書
（cessionis

）
を
余
が
臨
席
す
る
な
か
読
む
た
め
に
差
し
出
し
、a 国
王
財
産
管
理
役
人
た
ち

c
to

re
s

が
不
当
に
こ
の

森
を
一
方
的
に
略
奪
し
た
の
だ
が
、
最
も
輝
か
し
い
国
王

－

余
の
父
︹
小
︺
ピ
ピ
ン
は
先
のC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
に
あ
る
い
は

C
hrodoin

︹
＝
原
告
︺
の
嫡
出
の
子

gam
aladiones

孫
た
ち
に
こ
の
森
を
手
袋
を
は
め
た
手
に
よ
っ
て
戻
し
た
（m

anu vestita fecisset

）
こ
と
に
つ
き
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か
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二
六

申
し
立
て
を
し
、
余
の
知
る
と
こ
ろ
と
し
た
。
而
し
こ
うし
て
本
件
に
つ
き
余
の
面
前
で
審
理
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
余
は
、
真
実
を
愛
す
る
信
頼

で
き
る
人
び
と
や
国
王
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
確
認
証
書
に
よ
っ
てC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
やC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
の
嫡
出
の
子

gam
aladiones

孫
た
ち

の
権
利
を
確
認
し
た
が
故
に
（D

um
 de hac causa sic ante nos fuit ratio deducta et suam

 vel suis gam
aladionis tam

 per 

veraces hom
ines quam

que per confirm
ationis regum

 cognovim
us iusticiam

）、
余
はC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
等
にB

enutzfelt

︹B ビ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト

insfeld

︺
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
︹
に
在
る
森
︺
に
つ
き
そ
し
て
ま
た
当
該
の
ヴ
ィ
ラ
に
在
る
か
の
泉

fontana

に
つ
き
返
還
す
る
、
か
く
し
て

C
hrodoin

︹
＝
原
告
︺
等
は
こ
の
の
ち
現
在
余
に
帰
属
し
て
い
る
各
自
の
持
ち
分
を
所
有
す
べ
き
で
あ
る；

余
のa 国
王
財
産
管
理
役
人
た
ち

c
to

re
s

は
か
つ
て

C
hrodoin

︹
＝
原
告
︺
やC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
の
嫡
出
の
子

gam
aladiones

孫
た
ち
に
か
か
る
森
を
返
還
す
る
こ
と
を
不
正
に
拒
ん
で
い
た
、
ま
た
、

こ
の
森
の
な
か
に
は
、
余
の
役

iu
d

e
x人

た
ち
が
余
の
側
か
ら
不
当
にC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
等
に
返
還
を
拒
ん
で
い
た
か
の
泉

fontana

か
ら
の
、
周
辺

の
あ
ち
こ
ち
の
所
を
貫
い
て
流
れ
る
一
本
の
水
路
が
あ
る
。
余
は
、C

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
等
が
、
今
日
か
ら
、
余
に
帰
属
し
て
い
た
い

ま
述
べ
た
諸
所
か
ら
な
る
か
の
森
に
つ
き
か
の
泉
か
ら
流
れ
る
水
路
と
共
に
余
の
治
世
下
並
び
に
将
来
に
亘
り
︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
所
有

し
、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
べ
き
（habere debeant evindicata atque elidicata

）
こ
と
を
命
ず
る
、
か
く
し
て
余
の
い
か
な
る
公
の

役

iu
d

e
x人

も
余
の
側
の
た
め
に
か
の
森
に
つ
き
か
の
水
路
の
両
側
で
、
あ
ち
こ
ち
の
森
に
お
い
て
と
同
様
に
あ
ち
こ
ち
の
土
地
、
あ
ち
こ
ち
の
畑

地
、
あ
ち
こ
ち
の
道
路
、︹
利
用
可
能
な
︺
あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地
、
あ
ち
こ
ち
の
牧
草
地
、
あ
ち
こ
ち
の
牧
場
、
あ
ち
こ
ち
の
水
源
、︹
河

川
沼
湖
等
︺
水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
、
あ
ち
こ
ち
の
川
、
あ
れ
こ
れ
の
隣
接
物
、
あ
れ
こ
れ
の
付
属
物
の
な
か
で
い
つ
い
か
な
る
時
で
あ

れ
奪
い
去
る
こ
と
も
減
少
す
る
こ
と
も
略
奪
す
る
こ
と
も
し
て
は
な
ら
な
い
、︱
︱C

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
あ
る
い
はC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺

の
嫡
出
の
子

gam
aladiones

孫
た
ち
あ
る
い
は
そ
の
ま
た
子
孫
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
は
ま
る
ご
と
何
ひ
と
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
（om

nia et ex om
nibus sub 

integritate

）、
余
が
い
ま
述
べ
た
如
く
、︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
所
有
し
、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
べ
き
あ
る
（debeat 

habere......evindicatum
 atque elidigatum

）、
︱
︱
ま
たC

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
等
は
︹
そ
こ
で
︺
為
さ
ん
と
欲
す
る
こ
と
は
何
で
あ
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一
三
二
七

れ
余
の
証

auctritas書
に
基
づ
い
て
行
い
、
所
持
し
所
有
し
（teneant atque possideant

）、
彼
ら
︹
＝C

hrodoin

（
原
告
）
た
ち
︺
の
子
孫
た

ち
に
︹
そ
の
子
孫
た
ち
が
︺
所
有
す
る
た
め
に
遺
す
も
の
と
す
る
、
︱
︱
︹
す
な
わ
ち
、︺
余
が
述
べ
た
如
く
、C

hrodoin

︹
＝
原
告
︺
は

余
の
証

auctritas書
に
基
づ
い
て
か
の
森
な
ど
に
つ
き
欲
す
る
こ
と
は
何
で
あ
れ
す
る
、
自
由
な
且
つ
最
も
確
実
な
権
限
を
万
事
に
お
い
て
有
す
る
も

の
と
す
る
（quicquid exinde voluerint, ex nostra auctoritate liberam

 et firm
issim

am
 in om

nibus habeant potestatem
 

faciendi

）。
余
の
こ
の
証

auctritas書
が
よ
り
確
実
に
所
有
さ
れ
る
よ
う
に
あ
る
い
は
時
を
超
え
て（per tem

pora

）よ
り
よ
く
保
管
さ
れ
る
よ
う
に
、

余
の
手
ず
か
ら
の
署
名
に
よ
り
下
所
に
お
い
て
本
証
書
を
法
律
上
有
効
な
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
余
の
印
章
付
き
指
輪
に
よ
り
押
印
す
る
こ

と
を
命
じ
た
（m

anu nostra propria subter eam
 decrevim

us roborare et de anulo nostro iussim
us sigillare

）。

　

最
も
輝
か
し
き
国
王
カ
ー
ル
マ
ン
の
署
名
（M

.

）

　

M
ainarius

が
確
認
し
た
。

　

余
の
治
世
の
二
年
目
五
月
に
授
与
さ
れ
た；

B
rum

ath

に
あ
る
国
王
の
宮
廷
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た；

神
の
御
名
に
お
い
て　

幸
あ
れ

　

ア
ー
メ
ン

解
説　

　
【
文
書
の
性
格
】
判
決
証
書
か
否
か
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　
【
形
式
な
ど
】
トT

r
i

e
r

リ
ー
ア
市
立
図
書
館
所
蔵
の
プP

r
ü

m

リ
ュ
ム
修
道
院C
カ
ル
テ
ュ
レ
ー
ル

hartular

所
収
で
、
一
二
世
紀
の
写
本
。

　
【
開
廷
地
】
テ
キ
ス
ト
中
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
文
書
作
成
地
や
交
付
地
と
同
じ
か
？

　
【
文
書
作
成
地
、
交
付
地
】B

rocm
agad

︹B

ブ
リ
ュ
マ
ト

rum
ath

：
地
図
Ⅱ

－

６
︺。
パ
リ
か
ら
東
へ
三
七
六
㎞
程
の
所
。

　
【
係
争
対
象
所
在
地
】 Benetzvelt

︹B ビ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト

insfeld

：
地
図
Ⅱ

－

７
︺。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
所
在
。
パ
リ
か
ら
北
東
へ
三
〇
〇
㎞
程
の
所
。
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確
認
証
書
か
そ
れ
と
も
判
決
証
書
か
―
―A

rnulfinger N
r. 23

の
場
合

（
一
）　

確
認
証
書
と
は

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
（
本
稿
二
二
頁
）、A

ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger

の
編
者H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

は
試
訳
（
１
）A

rnulfinger N
r. 23 

を
確
認
証
書
だ
、
と
考

え
て
い
る
。H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

が
一
つ
の
文
書
を
確
認
証
書
だ
と
判
断
す
る
標
識
が
い
か
な
る
も
の
か
は
、
い
ま
の
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
私
が

知
る
確
認
証
書
は
、
主
に
は
、
ボ
ー
デ
ン
湖
南
岸
に
近
い
ス
イ
ス
北
東
部
に
位
置
す
る
聖
ガ
レ
ン
（Sanct G

allen

）
市
に
あ
る
聖
ガ
レ
ン

修
道
院
に
伝
わ
る
文
書
集）
₄₀
（

所
収
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
文
書
集
の
な
か
の
確
認
証
書
に
は
訴
訟
形
式
の
も
の
は
な
い
。
全
て
、
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
が
過
去
に
獲
得
し
た
諸
権
利
、
諸
権
限
を
、

聖
ガ
レ
ン
修
道
院
側
か
ら
の
求
め
で
、
そ
の
ま
ま
、
新
た
な
時
点
で
確
認
す
る
形
式
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
書
式
の
典
型
的
な
例
を
、

聖
ガ
レ
ン
修
道
院
文
例
集
の
な
か
に
み
る
こ
と
が
で
き
る）
₄₁
（

。
文
例
で
あ
る
の
で
、
人
名
等
は
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
空
白
に
必
要
事
項

を
記
入
す
れ
ば
完
成
さ
れ
た
文
書
に
な
る
と
い
う
の
が
、
文
例
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
紹
介
す
る
文
例
は
、
八
九
〇
～
九
二
〇
年
に
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
七
五
一
年
に
作
成
さ
れ
たA

rnulfinger N
r. 23

よ
り

は
か
な
り
あ
と
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
認
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
で
、
ま
た
そ
の
行
為
を
文
字
で
表
し
た
文
書
形
式
が
ど
の

よ
う
な
も
の
か
を
知
る
確
実
な
手
が
か
り
の
一
つ
を
与
え
て
く
れ
る
。
文
例
は
、
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
が
、
あ
る
国
王
か
ら
す
で
に
獲
得
し
て

い
る
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト）
₄₂
（

等
々
の
諸
特
権
を
、
新
た
な
時
点
で
新
た
な
国
王
が
改
め
て
確
認
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
の
文
例）
₄₃
（

で
あ
る
。

　
　

 　
﹁
父
と
子
と
聖
霊
の
御
名
に
お
い
て
。
神
の
恩
寵
に
よ
る
皇
帝
︿N

.

：
某
﹀。
殉
教
者
聖
︿ N

.

：
某
﹀
の
栄
誉
を
讃
え
て
建
立
さ
れ

し
︿N

.

：
某
﹀
と
呼
ば
れ
る
修
道
院
の
、
最
も
敬
う
べ
き
人

－

︿ N
.

：
某
﹀
大
修
道
院
長
が
、
当
該
の
修
道
院
が
古
来
国
王
た
ち
に
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由
来
す
る
権
限
と
特
権
、
︱
︱
す
な
わ
ち
当
該
修
道
院
の
兄
弟
た
ち
は
大
修
道
院
長
を
相
互
に
選
挙
す
る
、
兄
弟
た
ち
は
国
王
以
外
の

誰
に
も
服
従
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
、
教
会
の
規
律
に
関
わ
る
場
合
：
つ
ま
り
叙
品
を
受
け
た
り
、
万
が
一
カ
ノ
ン
法
の
定
め
に
反
し

て
何
か
罪
が
犯
さ
れ
た
な
ら
ば
こ
れ
を
正
す
と
い
う
が
ご
と
き
教
会
の
規
律
に
関
わ
る
場
合
に
の
み
、
兄
弟
た
ち
は
彼
ら
︹
＝
兄
弟
た

ち
︺
の
司
教
に
敬
意
を
払
う）
₄₄
（

、と
い
う
権
限
と
特
権
を
所
有
し
て
い
た
、と
の
内
容
か
ら
な
る
、余
の
、最
も
輝
か
し
き
父

－

皇
帝
︿H

l.

：

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
［
国
王
］﹀
の
あ
る
国
王
証
書
を
余
に
差
し
出
し
た
が
故
に
、
そ
の
こ
と
が
余
の
全
て
の
誠
実
の
士
た
ち
に
知
ら
さ
れ

る；

あ
る
奸
計
、
い
や
む
し
ろ
詐
取
に
よ
っ
て
、
余
の
祖
父
の
︿ N

. R
. M

.

：
某
国
王
陛
下
﹀
の
面
前
で
、
当
該
の
教
会
の
司
教
が
当

該
修
道
院
を
支
配
下
に
お
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
続
い
た
そ
の
あ
と
、
国
王
で
あ
り
ま
た
余
の
父
で
あ
る
︱
神
聖
な
思
い
出
で
あ
り
最

も
敬
虔
で
あ
る
︿H

.

：
上
記H

l

に
同
じ
か
？
﹀
の
先
の
国
王
証
書
に
は
、
当
該
の
国
王
が
王
権
に
発
す
る
国
王
証
書
に
よ
っ
て
当
該

修
道
院
に
一
層
確
固
た
る
も
の
と
し
て
特
権
を
、
当
該
修
道
院
が
か
つ
て
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
承
認
し

た
、と
の
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
、余
は
、か
か
る︹
余
の
父
の
︺指

constitutio令
を
余
の
国
王
証
書
に
よ
り
更
新
す
る（renovare

）

こ
と
を
当
該
の
大
修
道
院
長
の
代

in
tercesso

r

理
人
た
ち
に
よ
り
請
わ
れ
た
の
で
、
余
は
、
当
該
の
聖
所
は
余
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
保
護
の
下
に

置
か
れ
、
余
以
外
の
者
た
ち
の
支
配
か
ら
永
久
に
解
放
さ
れ
そ
し
て
司
教
も
伯
も
こ
れ
ら
の
者
の
使
者
た
ち
も
当
該
の
修
道
院
の
所
有

地
に
お
い
て
当
該
の
修
道
院
の
大
修
道
院
長
の
依
頼
や
同
意
な
し
に
裁
判
集
会
を
召
集
し
た
り
あ
る
い
は
宿
泊
供
応
を
受
け
る
権
利

を
行
使
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
ず
は
た
ま
た
も
し
あ
る
時
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
い
は
出
兵
の
緊
急
な
必
要
性
が
そ
の
こ
と
に
駆
り

立
て
た
と
し
て
も
数
多
く
の
人
び
と
あ
る
い
は
軍
隊
と
一
緒
に
当
該
の
修
道
院
に
敢
え
て
来
て
は
な
ら
ず
、
聖
所
を
訪
れ
る
の
に
相
応

し
い
よ
う
に
慎
み
深
く
礼
儀
正
し
く
来
る
よ
う
命
じ
そ
し
て
指
令
し
た
（praecipim

us atque constituim
us, ut idem

 sacer 

locus, nostrae im
m

unitatis tuitioni subiectus, a ceterorum
 hom

inum
 dom

inatione in perpetuum
 sit absolutus, et 

n
u

llu
s ep

iscop
u

s, n
u

llu
s com

es n
ec eoru

m
 m

issu
s in

 eiu
sd

em
 m

on
asterii p

ossession
ibu

s absqu
e p

etition
e vel 
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consensu abbatis ipsius concilium
 congregare vel m

ansiones sibi parare vel ad ipsum
 m

onasterium
, si quando eum

 

rationalis causa sive necessitas itineris pertraxerit, cum
 m

ultitudine hom
inum

 vel exercitu venire praesum
at, sed 

m
odeste et decenter, sicut sancta loca decet adire.

）。
上
級
のi ユ
ー
デ
ク
ス

udex

も
あ
る
い
は
下
級
のi ユ
ー
デ
ク
ス

udex

も
、
当
該
の
修
道
院
が

現
在
正
当
に
所
有
し
て
い
る
は
た
ま
た
こ
の
の
ち
獲
得
す
る
あ
る
い
は
受
け
取
る
当
該
修
道
院
の
所
有
物
か
ら
何
で
あ
れ
、
公
の
裁
判

集
会
を
経
る
こ
と
な
し
に
（sine publico m

allo

）
自
分
の
権
利
に
属
す
る
も
の
と
敢
え
て
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
暴

力
で
略
奪
し
た
り
は
た
ま
た
奴
隷
で
あ
れ
自
由
人
で
あ
れ
当
該
聖
所
の
人
び
と
を
あ
る
不
正
な
訴

concilium訟
に
応
じ
さ
せ
た
り
あ
る
い
は
緊

急
な
必
要
事
に
従
事
さ
せ
た
り
は
た
ま
た
罰

f
r

e
d

u
s

令
金
あ
る
い
は
駅

parafredus馬
を
要
求
し
た
り
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
余
やi ユ
ー
デ
ク
ス

udex

ら
へ
の
あ
る

い
は
あ
る
誰
か
へ
の
税

titulus

を
、
当
該
修
道
院
に
属
す
る
全
て
の
所
で
、
も
し
よ
し
ん
ば
事
情
が
そ
の
よ
う
に
要
求
す
る
と
し
て
も
、
余
の

指
令
な
し
に
（absque nostra, si tam

en ita res postualverit, iussione

）
敢
え
て
課
し
て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
現
在
大
修
道
院

長
で
あ
る
者
あ
る
い
は
そ
の
後
継
者
が
神
に
召
さ
れ
て
こ
の
世
か
ら
去
っ
た
時
に
は
い
つ
で
も
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
に
従
い
そ

し
て
好
意
か
ら
の
余
の
贈
り
物
に
よ
り
当
該
修
道
院
を
指
揮
す
る
の
に
適
し
て
い
る
そ
う
い
う
者
た
ち
が
︹
当
該
修
道
院
の
︺
人
び
と

の
な
か
で
見
い
だ
さ
れ
る
限
り
、
神
の
思
し
召
し
と
余
の
国
王
証
書
を
以
て
、
一
致
し
た
且
つ
有
益
な
合
意
に
基
づ
い
て
、
大
修
道
院

長
を
、
︱
︱
何
人
も
何
か
の
原
因
で
拒
否
し
た
り
見
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
大
修
道
院
長
を
自
分
自
身
に
選
挙

す
る
も
の
と
す
る
。
か
く
し
て
、︹
投
票
数
の
︺
上
位
の
者
ら
、
中
位
の
者
ら
、
さ
ら
に
下
位
の
者
ら
は
、
余
が
こ
の
者
ら
を
と
お
し

て
︹
当
該
修
道
院
の
︺
そ
の
他
全
て
の
者
た
ち
の
意
思
を
知
り
、
選
出
さ
れ
た
者
を
当
該
修
道
院
の
大
修
道
院
長
に
就
け
、
そ
の
者
の

霊
的
な
指
揮
の
も
と
で
館
や
か
たに
皆
一
緒
に
逗
留
し
て
余
の
王
国
の
繁
栄
と
全
教
会
の
平p

a
x安

を
成
就
す
る
こ
と
に
祈
り
に
専
心
す
る
こ
と

で
取
り
組
む
た
め
に
、
か
の
選
出
さ
れ
た
者
を
余
の
臨
席
す
る
所
へ
連
れ
て
く
る
も
の
と
す
る
。；

も
し
あ
れ
こ
れ
の
不
平
や
あ
れ
こ

れ
の
反
駁
︹
の
あ
る
こ
と
︺
が
明
ら
か
に
な
る
と
し
て
も
、
カ
ペ
ラ
ヌ
ス
た
ち
や
司
教
た
ち
の
う
ち
の
誰
か
が
あ
る
い
は
余
の
臣

vassallus下
た
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ち
の
誰
か
が
そ
の
者
ら
の
我
意
を
抑
え
る
そ
う
い
う
者
を
そ
の
者
ら
に
配
置
す
る
が
故
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
も
し
そ
の
者
ら
が
︹
意

見
が
︺
異
な
っ
て
い
る
の
を
改
め
る
こ
と
を
欲
し
な
い
と
し
て
も
、︹
配
置
さ
れ
た
者
は
、︺
余
の
国
王
証
書
の
本
文
に
従
い
、
不
平
、

反
駁
を
皆
こ
と
ご
と
く
︹
、
吹
く
︺
全
て
の
風
の
な
か
に
ま
き
散
ら
す
が
故
に
、
余
は
疑
う
こ
と
な
く
こ
の
こ
と
を
指
令
す
る
の
で
あ

る
（h

oc p
rocu

l d
u

bio scien
tes, qu

ia , si qu
eru

losi au
t con

trad
ictores in

ven
ti fu

erin
t, aliqu

em
 d

e cap
ellan

is au
t 

episcopis seu vasallis m
eis talem

 eis superim
ponam

, qui aut eorum
 contum

aciam
 edom

et, aut, si etiam
 sic corrigi 

noluerint, quod absit, ex m
eo illos praecepto ad exem

plum
 cunctorum

 in om
nem

 ventum
 dispergat

）﹂。

　

こ
の
試
訳
に
よ
れ
ば
、
確
認
の
意
味
は
、
傍
線
を
引
い
た
用
語
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、﹁
更
新
す
る
﹂
こ
と
で
あ
る
。
試
訳
の
な
か
で

付
け
た
注
（
44
）
で
具
体
的
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
司
教
は
、
聖
ガ
レ
ン
市
か
ら
北
西
へ
三
〇
㎞
程
の
所
に
あ
る
コC

o
n

s
t

a
n

z

ン
ス
タ
ン
ツ
の
司
教

で
あ
る
。
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
は
、
当
時
の
激
動
す
る
政
治
状
況
の
な
か
で
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

　

カ
ー
ル
大
帝
は
、
七
八
〇
年
に
、
当
時
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
シ

S
i

d
o

n
i

u
s

ド
ニ
ウ
ス
と
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
大
道
院
長
ヨ

J
o

h
a

n
n

e
s

ハ
ネ
ス
が
過
去
に
締
結
し

た
協
定
︱
︱
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
と
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
の
間
の
支
配

－

服
属
関
係
を
含
む
協
定
を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
。
本
文
書
は
次
の

よ
う
に
書
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　
﹁
神
の
恩
寵
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
で
あ
り
且
つ
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
の
王
で
あ
る
そ
し
て
ロ
ー
マ
人
の
保
護
者
で
あ
る
カ
ー
ル　

現
在
お
よ
び
将
来
の
全
て
の
司

p
on

tifex教
と
余
の
偉
大
な
紳

proceres士
た
ち
に
。
そ
の
こ
と
は
全
て
か
の
者
た
ち
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
信
じ
る

人
た
ち
に
よ
っ
て
神
の
愛
の
力
ぞ
え
を
え
て
考
え
抜
か
れ
た
、
か
の
者
た
ち
の
︹
間
の
︺
協
定
に
つ
い
て
は
、
余
が
く
り
返
し
同
意
を

与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
（In consensu eorum

 nos ire frequenter oportet 
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二

atquae constabilem
 perm

anere

）﹂）
₄₅
（

。

　

本
文
書
で
は
、
確
認
に
関
係
し
て
、﹁
く
り
返
し
同
意
を
与
え
る
﹂
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
カ
ー
ル
大
帝
の
子
の

ルL
u

d
w

i
g

ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
（
在
位
八
一
四
～
八
四
〇
年
）
は
、
カ
ー
ル
大
帝
が
確
認
し
た
こ
の
協
定
を
、
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
の
求
め
に
応
じ
て
、

八
一
五
年
に
再
び
確
認
し
て
い
る
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
こ
の
文
書
で
は
、﹁
確
認
す
る
﹂
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
と
し
て
、

confirm
are

が
使
わ
れ
て
い
る）
₄₆
（

。
 　

聖
ガ
レ
ン
修
道
院
は
こ
の
の
ち
八
一
八
年
に
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
か
ら
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を
授
与
さ
れ
る
な
ど
す
る
。
そ
の
あ
と
、

八
五
四
年
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
息
子
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ 

ド
イ
ツ
人
王
（
在
位
八
四
三
～
八
七
六
年
）
の
時
代
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司

教
と
の
間
の
い
わ
ゆ
る
﹁
ウ
ル
ム
協
定
﹂
に
よ
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
、
独
立
す
る）
₄₇
（

。
そ
し
て
、
同
じ
く
八
五
四

年
に
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ 

ド
イ
ツ
人
王
は
、
こ
の
独
立
を
前
提
に
し
て
、
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
が
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
な
ど
か
ら
こ
れ
ま
で

に
授
与
さ
れ
た
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
等
々
の
諸
特
権
を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
。　

　

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ 

ド
イ
ツ
人
王
は
、
こ
の
確
認
証
書
の
な
か
で）
₄₈
（

、﹁supra nom
inata constitutio et confirm

atio predicti augusti et 

genitoris nostri H
ludow

ici

（
上
述
の
皇
帝
で
余
の
父
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
、
先
に
挙
げ
た
国
王
命
令
と
確
認
証
書
に
よ
り
⋮
⋮
）﹂﹁super 

eandem
 confirm

ationem
 nostram

 etiam
 jungerem

us auctoritatem

（
余
は
、
当
該
確
認
証
書
に
重
ね
て
、
ま
た
さ
ら
に
余
の
国

王
命
令
を
付
け
加
え
る
⋮
⋮
）﹂
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
。
先
の
動
詞confirm

are

の
名
詞
形
のconfirm

atio

が
、
こ
こ
で
は
、﹁
確

認
証
書
﹂
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
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（
二
）　A

rnulfinger N
r. 23

は
確
認
証
書
か

（
１
）
文
書
構
成
の
特
徴

　

本
文
書
の
叙
述
内
容
は
、
大
き
く
三
つ
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
区
切
り
は
、
所
有
財
産
を
不
法
に
奪
わ
れ
た
と
い
う
、
聖

D

ド

ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
の
主
張
を
認
め
て
、
略
奪
さ
れ
た
所
有
財
産
を
戻
す
、
と
い
う
判
決
が
下
る
ま
で
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
二
の
区
切
り
に
は
、
︱
︱
判
決
が
出
さ
れ
た
あ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
︱
︱
、
係
争
対
象
に
な
っ
て
い
る
複
数
の
土
地
に
、
原
告
が
提
出

し
た
証
拠
文
書
を
も
た
せ
て
、
国
王
が
使
者
た
ち
を
派
遣
し
、
原
告
主
張
の
と
お
り
で
あ
る
か
否
か
を
調
査
さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
使
者
た

ち
が
原
告
主
張
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
け
て
、
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺

が
係
争
対
象
地
の
所
有
権
者
で
あ
る
と
の
判
断
が
改
め
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
の
区
切
り
に
は
、
原
告
が
、
原
告
の
か
く
認
め
ら
れ
た
権
利
を
、
国
王
署
名
の
あ
る
国
王
証
書
で
保
証
す
る
よ
う
求
め
た
こ
と
、
国

王
が
求
め
に
応
じ
て
国
王
証
書
を
作
成
、
交
付
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
お
返
し
と
し
て
、
原
告
た
ち
が
ミ
サ
を
行
う
際
に
は
国
王
の
名
を

唱
え
る
よ
う
、
国
王
が
原
告
に
約
束
さ
せ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

文
書
の
こ
の
よ
う
な
組
み
立
て
は
、
本
稿
で
試
訳
し
た
他
の
四
通
の
文
書
や
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
試
訳
し
た
ど

の
文
書
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
他
の
文
書
は
勝
訴
者
に
請
わ
れ
て
作
成
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
し
、
ミ

サ
に
際
し
て
国
王
の
名
前
を
唱
え
さ
せ
る
約
束
が
文
書
の
最
後
を
締
め
括
っ
て
も
い
な
い
。

（
２
）
確
認
証
書
で
あ
る

　

前
節
で
試
訳
し
た
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
関
係
﹁
確
認
証
書
﹂
文
例
は
、
確
認
証
書
と
は
、
請
う
者
が
い
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
請
わ
れ
た
者
が
請
う
者
の
願
い
に
応
え
る
こ
と
は
い
わ
ば
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、﹁
神
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の
僕
し
も
べた
ち
の
願
い
﹂
を
か
な
え
て
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
に
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
を
八
一
八
年
に
授
与
し
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
は
、
そ
の

見
返
り
と
し
て
、﹁
余
と
余
の
妻
お
よ
び
余
の
子
孫
の
た
め
に
、
さ
ら
に
神
に
よ
り
授
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
支
配
権
の
永
続
の
た
め
に
⋮
⋮

主
の
慈
悲
を
も
と
め
る
﹂
こ
と
を
喜
び
と
す
る
よ
う
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
の
修
道
士
た
ち
に
指
示
し
て
い
る）
₄₉
（

。A
rnulfinger N

r. 23

の
第
三

の
区
切
り
の
叙
述
の
最
後
で
、
国
王
が
ミ
サ
の
際
に
国
王
の
名
を
唱
え
る
こ
と
を
原
告
に
約
束
さ
せ
て
い
る
の
は
、
請
わ
れ
た
者
と
請
う
者

と
の
間
の
こ
の
よ
う
な
互
恵
関
係
の
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
お
も
う
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、A

rnulfinger N
r. 23

は
、
訴
訟
を
踏
ま
え
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
確
認
に
係
る
証
書
で
あ
っ
て
、
訴
訟
の
記
録
を

目
的
に
し
た
文
書
で
は
な
い
、
と
理
解
し
て
お
く
の
が
無
難
で
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。

（
３
）
訴
訟
、
現
地
調
査
はA

rnulfinger N
r. 23

作
成
に
先
行
し
て
行
わ
れ
た
の
か

　

第
一
区
切
り
の
叙
述
の
な
か
で
、聖D

ド

ニ

enis
修
道
院
︹
＝
原
告
︺
は
、か
つ
て
下
さ
れ
た
﹁
判
決
を
無
視
﹂
し
て
財
産
侵
害
が
な
さ
れ
た
、

と
申
し
立
て
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖D

ド

ニ

enis
修
道
院
︹
＝
原
告
︺
と
被
告
と
の
間
に
は
、
以
前
に
も
紛
争
が
起
き
、
訴
訟
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。A

rnulfinger N
r. 23

を
素
直
に
読
め
ば
、
解
決
済
み
の
か
つ
て
の
紛
争
が
再
燃
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
七
五

一
年
の
時
点
で
、
改
め
てA

rnulfinger N
r. 23

が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

現
地
調
査
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
の
区
切
り
で
、
聖D

ド

ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
が
提
出
し
た
複
数
の
文
書
を
根
拠
に

し
て
原
告
の
権
利
を
確
認
し
、
略
奪
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
原
告
に
戻
す
、
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、

屋
上
屋
を
重
ね
る
よ
う
に
、
原
告
の
権
利
確
認
の
た
め
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
拙
稿
﹁
中
世
初
期
﹂

に
お
い
て
、
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
に
係
る
文
書
で
あ
る
が
、
原
告
の
主
張
を
確
認
す
る
た
め
に
現
地
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い

る
判
決
証
書
を
紹
介
し
た
。
こ
の
調
査
は
判
決
が
下
さ
れ
る
前
に
行
わ
れ
て
い
る
（
四
五
～
四
七
頁
）。
調
査
対
象
地
は
一
か
所
で
あ
る
。
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調
査
に
は
、﹁
多
く
の
貴
顕
の
人
士
た
ち
﹂
が
参
加
し
て
い
る
︹
傍
線
は
岩
野
に
よ
る
︺。

　

そ
れ
に
対
し
てA

rnulfinger N
r. 23

の
場
合
、
調
査
対
象
地
は
、
地
図
Ⅲ
に
み
る
ご
と
く
、
実
に
一
一
の
地
域
圏
に
分
散
し
て
存
在
す

る
四
八
か
所
で
あ
る
。
第
一
の
区
切
り
の
叙
述
の
な
か
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
王
の
も
と
に
訴
訟
の
た
め
に
来
る
だ
け
で
﹁
大
変
な

あ
れ
こ
れ
の
苦
労
﹂
を
す
る
、
そ
う
い
う
時
代
に
行
わ
れ
る
調
査
で
あ
る
。
別
に
調
査
補
助
者
が
い
る
に
し
て
も
、
国
王
が
任
命
し
た
調
査

責
任
者
は
わ
ず
か
に
二
名
で
あ
る
。

　

第
一
の
区
切
り
か
ら
第
三
の
区
切
り
へ
と
つ
な
が
る
、Arnulfinger N

r. 23

の
筋
立
て
を
、私
は
無
理
な
く
の
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

あ
た
か
も
か
つ
て
の
紛
争
が
再
燃
し
た
か
の
ご
と
く
記
述
さ
れ
て
い
る
今
回
の
訴
訟
は
、
実
は
、
か
つ
て
の
訴
訟
を
い
ま
に
再
現
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ま
た
、
現
地
調
査
の
記
述
も
、
な
ん
ら
か
の
脈
絡
の
な
か
で
か
つ
て
行
わ
れ
た
現
地
調
査
の
記
録

を
再
録
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、A

rnulfinger N
r. 23

は
、
か
つ
て
の
紛
争

－

判
決
等
々
や
現

地
調
査
に
係
る
証
書
を
、
紛
争
が
い
ま
再
燃
し
た
か
の
ご
と
き
体
裁
を
装
う
形
式
で
組
み
合
わ
せ
て
作
成
し
た
確
認
文
書
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
確
か
に
い
え
る
こ
と
は
、
か
つ
て
起
き
た
紛
争
、
下
さ
れ

た
判
決
、
行
わ
れ
た
現
地
調
査
を
、
い
ま
と
い
う
時
点
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
さ
せ
る
手
法
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
、
次
節
に
紹
介
す
る
、
カ
ー
ル
大
帝
の
文
書
で
あ
る
。

（
三
）　

カ
ー
ル
大
帝
はA

rnulfinger N
r. 23

を
確
認
し
て
い
る

　

A
rnulfinger N

r. 23

は
、そ
れ
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
二
四
年
後
の
七
七
五
年
に
、カ
ー
ル
大
帝
の
国
王
証
書）
₅₀
（

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

カ
ー
ル
大
帝
の
こ
の
文
書
の
刊
本
上
の
全
行
数
は
五
九
行
で
、
そ
の
う
ち
の
お
よ
そ
五
一
行
が
、A

rnulfinger N
r. 23

の
記
述
と
ほ
ぼ
同
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じ
で
あ
る
。

　

大
き
な
違
い
は
、
以
下
の
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
書
き
出
し
で
あ
る
。
カ
ー
ル
大
帝
の
文
書
の
交
付
者
は
カ
ー
ル
大
帝
で
あ
る
の
で
、
文

書
の
書
き
出
し
は
、﹁
神
の
恩
寵
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
人
と
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
の
王
で
あ
る
カ
ー
ル
﹂、
に
な
っ
て
い
る
。
二
つ
目
の
違
い
は
、

署
名
や
交
付
年
月
日
な
ど
に
係
る
、
文
書
最
後
の
以
下
の
記
述
で
あ
る
。﹁xxx

署
名
（M

F.

）
最
も
輝
か
し
い
国
王
で
あ
る
カ
ー
ル
の xxx

／
（C

.

）xxx H
itherius

に
代
わ
っ
てU

uigbaldus

が
承
認
し
た
そ
し
てxxx

（SR
. N

T.: H
itherius

に
代
わ
っ
てU

uigbaldus

が
承

認
し
そ
し
て
署
名
し
た
）。（SI. D

）
／ ︹
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
け
る
︺
余
の
治
世
の
七
年
目
そ
し
て
︹
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
王
国
に
お
け
る
余
の

治
世
の
︺二
年
目
六
月
二
六
日
に
授
与
さ
れ
た；

Q

キ
イ
ジ
ー

uierzy

に
あ
る
国

p
a

la
tio

 p
u

b
lic

o

王
の
宮
廷
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た；

神
の
御
名
に
お
い
て　

幸
あ
れ
﹂。

　

三
番
目
の
違
い
は
、
高
貴
な
人F
フ

ル

ラ

ド

ulradus

（
出
生
年
不
明
～
七
八
四
年
）
大
修
道
院
長
が
、
カ
ー
ル
大
帝
に
、﹁
偉
大
な
御
方
で
あ
り
余

の
父
で
あ
る
、
か
つ
て
の
国
王
ピ
ピ
ン
の
国
王
証
書
（praeceptio

）
を
差
し
出
し
た
﹂、
と
い
う
記
述
の
存
在
で
あ
る
。

　

以
上
の
違
い
は
全
て
文
書
交
付
者
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
、
あ
っ
て
当
然
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
を
別
に
す
る
と
、
叙
述
や
登

場
人
物
名
、
地
名
も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
文
書
は
、A

ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger N
r. 23

の
文
面
の
出
だ
し

と
最
後
を
書
き
換
え
た
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
、
と
考
え
る）
₅₁
（

。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
カ
ー
ル
大
帝
が
請
わ

れ
た
の
は
二
四
年
前
に
交
付
さ
れ
た
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
諸
権
利
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
確
認
す
る
こ
と

－

更
新
す
る
こ
と
で
し
か
な

か
っ
た
か
ら
だ
、
と
、
私
は
お
も
う
。　

　

パ
リ
の
国
立
古
文
書
館
所
蔵
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
で
あ
る
、
カ
ー
ル
大
帝
の
こ
の
文
書
、
す
な
わ
ち
か
つ
て
交
付
さ
れ
た
文
書
の
内
容
を

複
写
し
た
よ
う
な
こ
の
文
書
は
、
一
方
で
、
諸
権
利
や
諸
特
権
を
確
認
す
る
と
い
う
行
為
が
当
時
い
か
に
重
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
か
を
示
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う）
₅₂
（

。



（　
　
　
　

）

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

四
九

一
三
三
七

七　

D
. karol. I N

r. 51

は
判
決
証
書
か

（
一
）　

判
決
証
書
で
あ
る
こ
と
の
一
般
的
指
標

（
１
）
文
章
表
現
上
の
こ
と

　

D
. karol. I N

r. 51
が
判
決
証
書
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、判
決
証
書
に
分
類
す
る
一
般
的
指
標
を
ま
ず
整
理
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
い
う
﹁
一
般
的
﹂
と
は
、
判
決
証
書
に
分
類
さ
れ
て
い
る
文
書
で
、
私
が
こ
れ
ま
で
試
訳
し
て
き
た
も
の
に
共
通
に
認
め
ら
れ
る
も

の
、
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
指
標
と
し
て
、
私
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
訴
え
の
内
容
と
訴
訟
経
過
を
記
し

て
い
る
判
決
証
書
の
な
か
の
、
判
決
を
下
す
件
く
だ
り
の
表
現
形
式
で
あ
る
。

　
【
国
王
判
決
証
書
の
場
合
】
拙
稿
﹁
国
王P
lacita

﹂
に
お
い
て
試
訳
し
た
一
六
通
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
う
ち
一
一
通
で
は
、﹁
余
は
、
宮

中
伯
が
証
言
し
た
如
く
、
判
決
を
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
﹂、
と
い
う
表
現
形
式
が
採
ら
れ
て
い
る）
₅₃
（

。

　

残
り
五
通
の
う
ち
の
試
訳
（
１
）
︱
︱
国
王P

lacita

の
な
か
で
一
番
古
い
文
書
︱
︱
で
は
、﹁
宮
中
伯
が
証
言
し
た
如
く
﹂
と
い
う
文
言

は
な
く
、﹁
余
は
、
判
決
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
﹂、
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る）
₅₄
（

。

　

試
訳
（
７
）、（
13
）
は
、﹁
宮
中
伯
が
証
言
し
た
如
く
、
判
決
が
下
さ
れ
た
﹂
と
い
う
受
け
身
形
で
表
現
し
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
み
て
、

判
決
を
下
し
た
の
は
国
王
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

試
訳
（
16
）
は
、﹁
宮
中
伯
が
証
言
し
た
如
く
、
⋮
⋮
、
余
は
命
ず
る
﹂
と
い
う
表
現
形
式
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　

試
訳
（
８
）
は
中
間
判
決
を
記
録
し
た
文
書
で
、﹁
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
に
よ
っ
て
、
判
決
が
下
さ
れ
た
﹂
と
い
う
表
現
が
そ
こ
で
は

さ
れ
て
い
る
。

　
【
宮
宰
判
決
証
書
の
場
合
】
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
試
訳
し
た
五
通
の
宮
宰
判

P
l

a
c

i
t

a
決
証
書
の
場
合
に
は
、
以
下
の
共
通
の
表
現
形
式
が
認
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め
ら
れ
る
。﹁
余
は
、
⋮
⋮
の
故
に
⋮
⋮
、
判
決
を
下
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
⋮
⋮
﹂（
三
通
）、﹁
余
は
、
⋮
⋮
の
故
に
⋮
⋮
、
判
決
を

下
す
こ
と
を
決
定
し
た
⋮
⋮
﹂（
一
通
）﹁
余
は
、
⋮
⋮
の
故
に
⋮
⋮
、
判
決
を
下
し
た
⋮
⋮
﹂（
一
通
）。

（
２
）
文
書
の
締
め
括
り
か
た

　

国
王
や
宮
宰
の
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
締
め
括
り
の
箇
所
で
は
、
表
現
の
さ
れ
方
は
多
様
で
あ
る
が
し
か
し
共
通
し
て
、
勝
訴
者
の
諸
権
利
の
確
認

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
権
利
確
認
に
続
い
て
、
判
決
で
認
め
ら
れ
た
諸
権
利
を
勝
訴
者
は
防
禦
す
る
よ
う
に
、
と
の
あ
る
い
は
同
じ
事
案

で
二
度
と
訴
訟
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
の
命
令
、
あ
る
い
は
将
来
に
亘
り
勝
訴
者
の
保
証
人
に
な
る
よ
う
に
と
の
も
し

く
は
判
決
を
履
行
せ
よ
と
の
敗
訴
者
に
対
す
る
命
令
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い）
₅₅
（

。

（
３
）
ま
と
め

　

以
上
（
１
）（
２
）
の
整
理
か
ら
、
私
が
判

P
l

a
c

i
t

a
決
証
書
の
一
般
的
指
標
と
し
て
考
え
る
の
は
、
訴
え
が
あ
り
、
そ
の
訴
え
の
対
象
で
あ
る
係

争
事
案
に
つ
い
て
権
限
の
あ
る
者
に
よ
っ
て
法
的
判
断）
₅₆
（

が
下
さ
れ
た
あ
る
い
は
命
令
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
、
訴
訟
経
過
の
再
現
に
係
る
文

言
が
当
該
文
書
の
構
成
の
要
の
位
置
を
占
め
て
い
る
か
否
か
、
と
、
文
書
の
締
め
括
り
の
と
こ
ろ
で
、
勝
訴
者
の
権
利
確
認
が
行
わ
れ
て
い

る
か
否
か
、
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
前
章
で
取
り
あ
げ
たA

rnulfinger N
r. 23

も
こ
の
一
般
的
指
標
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、H

ハ
イ
ド
リ
ヒ

eidrich

に
従
い
、
前
章
（
二
）（
２
）
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
私
も
本
文
書
を
確
認
証
書
だ
と
判
断
し
た
。

そ
の
理
由
を
別
の
言
い
方
で
く
り
返
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、A

rnulfinger N
r. 23

の
文
書
構
成
の
要
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
、
当
該

文
書
が
勝
訴
者
に
請
わ
れ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
の
故
に
勝
訴
者
と
国
王
と
の
間
に
互
恵
の
関
係
が
つ
く
ら
れ
た
こ
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と
を
伝
え
る
、
文
書
締
め
括
り
の
記
述
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

S
ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
カ
ー
ル
大
帝
以
後
の
時
代
に
は
訴
訟
を
踏
ま
え
た
確
認
文
書
が
存
在
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る）
₅₇
（

。
こ
の
指
摘
を

一
つ
の
示
唆
と
受
け
と
る
な
ら
ば
、
カ
ー
ル
大
帝
の
父
で
あ
る
ピ
ピ
ン
三
世
の
宮
宰
時
代
の
文
書A

rnulfinger N
r. 23

は
、
過
去
の
訴
訟

を
現
在
の
訴
訟
に
仮
装
す
る
か
た
ち
で
踏
ま
え
た
確
認
証
書
だ
、
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
に
お
も
う
。

（
二
）　

判
決
証
書
の
一
般
的
指
標
とD

. karol. I N
r. 51

（
１
）
文
書
の
内
容

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
論
文
の
本
文
、
注
やP

プ
ラ
キ
タ

lacita

一
覧
表
の
な
か
でD

. karol. I N
r. 51

を
取
り
あ
げ
て
い
な
い
。
文
書
に
精
通
し
た

研
究
者
で
あ
る
か
ら
、
見
落
と
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
何
か
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
の
私
は
、S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

の
作
品

の
な
か
で
そ
の
理
由
に
た
ど
り
つ
け
て
い
な
い
。

　

結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、D
. karol. I N

r. 51

は
判
決
証
書
だ
、
と
私
は
考
え
る
。
前
節
で
整
理
し
た
一
般
的
指
標
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

原
告
は
宮
中
伯C

hrodoin

で
、
被
告
は
国
王
財
産
管
理
役
人
で
あ
る
。
原
告
が
訴
え
を
起
こ
し
て
申
し
立
て
た
の
は
、
あ
る
所
の
森
が

被
告
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
告
は
、
以
前
の
国
王
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
た
確
認
証
書
等
々
を
証
拠
と
し
て
差
し
出

し
て
い
る
。
こ
の
証
拠
に
基
づ
い
て
国
王
の
面
前
で
審
理
が
行
わ
れ
、
原
告
の
権
利
が
確
認
さ
れ
る
。
国
王
は
、
こ
の
確
認
を
受
け
て
、
原

告
に
係
争
地
を
返
還
し
て
い
る
。
文
書
は
、
こ
の
返
還
に
つ
い
て
の
記
述
後
、
原
告
の
当
該
の
森
に
係
る
権
利
確
認
に
多
く
の
文
字
数

－

行

数
を
割
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、
そ
れ
ら
諸
権
利
を
将
来
に
亘
り
防
御
す
る
よ
う
原
告
に
命
じ
る
記
述
が
続
い
て
い
る
。
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（
２
）
拙
稿
「
国
王P

lacita

」「
宮
宰P

lacita

」
の
な
か
の
判
決
証
書
と
の
違
い

　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
検
討
し
た
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
は
な
く
て
、D

. karol. I N
r. 51

に
あ
る
の
はC

コ
ロ
ボ
ラ
ー
テ
ィ
オ

orroboratio

と
国

王
の
署
名
で
あ
る
。C

コ
ロ
ボ
ラ
ー
テ
ィ
オ

orroboratio

と
は
、
文
書T

本

文

ext

の）
₅₈
（

最
後
の
記
述
の
こ
と
で
、＂
文
書
の
信
頼
性
を
将
来
に
亘
っ
て
保
証
す
る
た
め
に

国
王
自
ら
署
名
し
、
国
王
の
印
章
を
押
印
さ
せ
る
＂、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
る
。

　

こ
の
違
い
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
、A

ア
レ
ン
ガ

renga

で
あ
る
。S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂﹁
宮
宰

P
lacita

﹂
が
検
討
対
象
に
し
た
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
特
徴
と
し
て
、
国
王
署
名
、C

コ
ロ
ボ
ラ
ー
テ
ィ
オ

orroboratio

と
共
に
、A

ア
レ
ン
ガ

renga

が
存
在

し
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（S. 9, 11

）。A

ア
レ
ン
ガ

renga

と
は
、
文
書T

本

文

ext

の
な
か
の
、
本
題
に
入
る
前
の
修
辞
的
意
味
合
い
を
も
つ
記
述
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
王
で
あ
る
こ
と
の
責
務
や
統
治
者
と
し
て
の
理
念
な
ど
に
関
連
づ
け
な
が
ら
文
書
を
交
付
す
る
意
義
、
一
般

的
理
由
が
語
ら
れ
る
。D

. karol. I N
r. 51

の
文
書T

本

文

ext

に
は
、A

ア
レ
ン
ガ

renga

と
思
え
る
文
言
が
あ
る
。

　

次
に
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂﹁
宮
宰P

lacita

﹂
中
の
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
あ
っ
て
、D

. karol. I N
r. 51

に
な
い
の
は
、﹁
判
決
を
下
し
た
﹂
と

い
う
表
現
で
あ
る）
₅₉
（

。D
. karol. I N

r. 51

に
お
け
る
関
連
記
述
の
最
後
は
、
以
下
の
よ
う
に
、﹁
返
還
す
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
。﹁
而
し
こ
うし
て
本

件
に
つ
き
余
の
面
前
で
審
理
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
余
は
、︹
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
文
書
に
よ
っ
て
、
原
告
の
︺
権
利
を
確
認
し
た
が

故
に
⋮
⋮
余
は
︹
、
原
告
︺
にB

enutzfelt

︹B ビ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト

insfeld
︺
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
︹
に
在
る
森
︺
に
つ
き
そ
し
て
ま
た
同
ヴ
ィ
ラ
に
在
る
か

の
泉

fontana

に
つ
き
返
還
す
る
﹂。P

プ
ラ
キ
タ

lacita

は
訴
訟
の
全
過
程
を
記
録
し
た
文
書
で
あ
る
か
ら
、﹁
判
決
を
下
し
た
﹂
と
い
う
文
言
が
な
い
の
は
、

お
さ
ま
り
具
合
が
悪
い
。
こ
の
点
に
は
、
あ
と
で
︹
本
稿
六
六
頁
︺
ま
た
ふ
れ
る
。

（
３
）A

renga

に
つ
い
て

　
︻
拙
稿
﹁
国
王
と
宮
宰
のP

lacita

﹂
の
場
合
︼A

ア
レ
ン
ガ

renga

に
関
係
し
て
、
私
は
、
拙
稿
﹁P

lacita

に
つ
い
て
﹂
の
な
か
で
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
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ピ
ピ
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三
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と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
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る
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の
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ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

五
三

一
三
四
一

グ
時
代
の
判P

l
a

c
i

t
a

決
証
書
に
はA

ア
レ
ン
ガ

renga

は
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
うS

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
の
一
文
を
引
用
し
た
あ
と
で
、
し
か
し
、

B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

は
そ
れ
ら
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
見
ら
れ
る
﹁
決
ま
り
文
句
風
導
入
句
（form
elhafter E

inleitungssatz

）﹂
をA

ア
レ
ン
ガ

renga

に
重
ね
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
（
三
六
一
頁
）。

　

A

ア
レ
ン
ガ

renga
の
文
章
表
現
に
は
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
は
ほ
か
の
国
王
文
書
と
比
べ
る
と
作
り
が
粗
雑
で

あ
る
と
い
う
（
拙
稿
﹁P

lacita

に
つ
い
て
﹂
三
六
三
頁
以
下
）。
し
た
が
っ
て
、
表
現
が
簡
素
で
あ
る
に
し
て
も
、A

ア
レ
ン
ガ

renga

本
来
の
趣
旨

が
伝
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
、﹁
準
﹂A

ア
レ
ン
ガ

renga

と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
決
ま
っ
た
語
句
を
含
ん
だ
ほ

ぼ
定
型
の
表
現
形
式
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
古
文
書
学
は
、
そ
れ
を
、A

ア
レ
ン
ガ

renga

と
は
呼
ば
な
い
の
か
。B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

の
先
の
指
摘
は
、
こ

の
よ
う
な
疑
問
を
私
に
い
だ
か
せ
た
。
以
下
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

①
﹁
⋮
⋮
。
何
人
か
が
余
の
宮
廷
に
あ
れ
こ
れ
の
訴
訟
（iurgia

）
を
起
こ
す
た
び
に
ま
た
訴
訟
を
起
こ
し
た
際
、
余
そ
し
て
余
や
諸
教

会
の
誠
実
の
士
た
ち
あ
る
い
は
司
祭
た
ち
が
全
て
の
事
の
訴
訟
（negocia

）
の
た
め
に
来
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

訴
え
（questio

）
が
こ
の
の
ち
蒸
し
返
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
の
は
明
白
な
こ
と
だ
、
と
言
え
る
よ
う
に
、
余
に
対
し
て
、

神
の
御
名
に
お
い
て
、
法
に
従
い
（iuxta legum
）、
厳
格
な
判
決
（severitas

）
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、

⋮
⋮
﹂（
拙
稿
﹁
国
王P
lacita

﹂
二
二
頁
：
試
訳
︹
６
︺）。

　

②
﹁
⋮
⋮
。
公
正
（iustitia

）
が
合
致
し
な
い
判
決
（sententia

）
が
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
者
に
有
利
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
無
い

よ
う
に
、
審
理
を
通
し
て
（exam

inatione

）
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
を
入
念
に
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
⋮
⋮
﹂（
拙
稿
﹁
宮
宰

P
lacita

﹂
一
六
頁
：
試
訳
︹
２
︺）。

　

③
﹁
⋮
⋮
。
主
が
王
国
統
治
を
委
ね
て
い
る
者
は
、
す
べ
て
の
訴
訟
（cunctorum

）
に
つ
き
審
理
を
し
て
、
陳
述
や
反
論
を
通
し
て
当

事
者
間
で
や
り
取
り
が
な
さ
れ
・
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
い
に
理
解
を
深
め
事
件
の
難
問
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
で
は



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

五
四

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
四
二

公
正
が
極
め
て
明
る
く
輝
き
、
そ
の
状
況
の
も
と
合
意
の
歩
み
が
始
ま
り
・
か
く
し
て
良
き
判
決
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
注
意
深
く
調
べ
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
（Igitur

）、
⋮
⋮
﹂（
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
二
四
頁
：
試
訳
︹
４
︺）。

　

④
﹁
⋮
⋮
。
余
が
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、L

usarca

︹L

ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
で
、
キ
リ
ス
ト
の
下
に
あ
る
使
徒
の
後
継
者

た
ち
（apostolicis viris

）
で
あ
り
余
の
父
た
ち
で
あ
る
司
教
のSygofridus

と
︹
⋮
⋮
以
下
、
一
〇
人
の
人
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
︺、

あ
る
い
は
尊
き
人
で
余
の
宮
中
伯
のM

arso

と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
そ
し
て
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（ricto iudicio

）

そ
の
訴
え
に
決
定
を
下
す
べ
く
い
る
時
、
⋮
⋮
﹂（
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
四
頁
：
試
訳
︹
９
︺）
な
ど）
₆₀
（

。

　

⑤
﹁
⋮
⋮
。
余
と
余
の
偉
大
な
紳
士
（procers

）
た
ち
が
い
る
時
⋮
⋮
﹂（
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
一
〇
頁
：
試
訳
︹
１
︺）
な
ど）
₆₁
（

。

　

そ
の
他
、⑤
の
記
述
す
ら
な
く
、直
ち
に
本
題
に
入
っ
て
い
る
の
は
、拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
中
の
試
訳
（
10
）（
17
）
で
あ
る
（
三
四
頁
）。

　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
で
は
一
六
通
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
は
五
通
、
合
計
で
二
一
通
の
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
を
試
訳
し
た
。
そ
の
う
ち
、

①
②
③
に
該
当
す
る
の
は
各
一
通
、
④
に
つ
い
て
は
九
通
、
⑤
に
つ
い
て
は
七
通
、
完
全
無
記
載
は
二
通
で
あ
る
。
二
一
通
中
一
二
通
を
数

え
る
①
②
③
④
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
、A

ア
レ
ン
ガ

renga
な
い
し
﹁
準
﹂A

ア
レ
ン
ガ

renga

の
存
在
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
【
本
稿
試
訳
の
判
決
証
書
の
場
合
】S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
がP
プ
ラ
キ
タ

lacita

に
分
類
し
て
い
る
本
稿
中
試
訳
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
（
２
）（
３
）（
４
）
の
う
ち
、

（
２
）（
４
）
の
二
通
は
先
の
③
に
該
当
す
る
。
試
訳
（
３
）
に
は
、
文
字
通
りA

ア
レ
ン
ガ

renga

は
存
在
し
な
い
。

　

本
章
で
問
題
に
し
て
い
るD

. karol. I N
r. 51

の
文
書T

本

文

ext
の
書
き
だ
し
は
以
下
で
あ
り
、
先
の
②
に
重
な
る
丁
寧
な
叙
述
で
あ
る
よ

う
に
お
も
う
。

　
　

 　
﹁
⋮
⋮
。
も
し
、
余
が
、
余
の
た
め
に
ま
た
同
じ
く
余
の
父
の
た
め
に
今
日
ま
で
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
誠
実
を
尽
く
し
臣
下
た

る
真ま
こ
と実
の
義
務
を
果
た
し
て
き
た
誠
実
の
士
た
ち
に
寄
り
添
い
、
余
の
耳
に
届
い
た
彼
ら
︹
＝
誠
実
の
士
た
ち
︺
の
あ
れ
こ
れ
の
願
い



（　
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ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

五
五

一
三
四
三

を
︹
快
く
聞
き
届
け
た
︺
な
ら
ば
、
余
は
王
に
相
応
し
い
慈
悲
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
た
余
の
誠
実
の
士
た
ち
の
心
を
励
ま
し
て

い
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
、
い
ま
余
の
大
い
な
る
恵
み
深
い
支
配
下
に
い
る
彼
ら
︹
＝
誠
実
の
士
た
ち
︺
の
心
が
余
の
こ
う
し
た
あ
れ

こ
れ
の
尽
力
の
傍
ら
で
日
に
日
に
喜
び
を
増
し
て
い
る
し
ま
た
構
え
の
よ
り
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
余
の
知
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
⋮
⋮
﹂。

（
４
）C

orroboratio
と
国
王
の
署
名
に
つ
い
て

　

本
稿
で
試
訳
し
た
文
書
五
通
の
う
ち
、S ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
がP

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
分
類
し
て
い
る
試
訳
（
２
）（
３
）（
４
）
の
な
か
の
（
３
）
に
は
、

C

コ
ロ
ボ
ラ
ー
テ
ィ
オ

orroboratio

も
国
王
の
署
名
も
あ
る
。
試
訳
（
４
）
に
は
、
国
王
の
署
名
だ
け
が
あ
る
。
試
訳
（
２
）
に
は
、C

コ
ロ
ボ
ラ
ー
テ
ィ
オ

orroboratio

も
国
王
の

署
名
も
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
の
は
、S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、C

コ
ロ
ボ
ラ
ー
テ
ィ
オ

orroboratio

や
国
王
署
名
の
有
無
を
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

か
否
か
の
判
断

基
準
に
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
５
）
ま
と
め
―
―D

. karol. I N
r. 51

は
判
決
証
書
で
あ
る

　

以
上
の
検
討
か
ら
い
え
る
の
は
、
国
王
や
宮
宰
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita
で
あ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
最
後
ま
で
残
る
の
は
、
つ
ま
り
は
、﹁
訴
訟
の
全

経
過
を
書
き
記
す
方
式
﹂＂
と
い
う
点
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
二
章
でP

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
定
義
を
紹
介
し

た
︹
五
～
六
頁
︺
際
に
、＂
私
に
理
解
し
や
す
い
の
はR

enate K
lauser / O

tto M
eyer

の
定
義
で
あ
る
＂、
と
述
べ
た
こ
と
が
単
な
る
直

観
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、A

ア
レ
ン
ガ

renga
、C
コ
ロ
ボ
ラ
ー
テ
ィ
オ

orroboratio

の
有
無
は
、R

enate K
lauser / O

tto M
eyer

の
定
義
が
い
う
と
こ
ろ
の
、﹁
程
度
の
問
題
﹂
で
し
か
な
い
、﹁
外
見
上
の
特
徴
に
み
ら
れ
る
差
異
﹂
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、D

. karol. I N
r. 51

は
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
だ
、
と
考
え
る
。
た
だ
ひ
と
つ
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
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同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

五
六

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
四
四

う
に
︹
五
二
頁
︺、﹁
判
決
を
下
し
た
﹂﹁
命
じ
る
﹂
と
い
う
文
言
が
文
書
の
な
か
に
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
︹
本
稿
六
六
頁
で
再
論
︺。

（
６
）
補　

足

　
︻A

pprecatio
に
つ
い
て
︼
書
式
に
関
係
し
て
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
に
お
い
て
実
際
に
検
討
対
象
に
し
た
一
六
通
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書

に
は
存
在
す
る
が
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
試
訳
し
た
五
通
の
宮
宰
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
全
て
に
存
在
し
な
い
、
と
確
実
に
い
え
る
も
の
は
、

A

ア
プ
レ
カ
テ
ィ
オ

pprecatio

で
あ
る
（
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
三
九
頁
）。A

ア
プ
レ
カ
テ
ィ
オ

pprecatio

と
は
、
文
書
末
文
に
書
か
れ
て
い
る
挨
拶
︱
︱
例
え
ば
、﹁
神
の

御
名
に
お
い
て 

幸
あ
れ 

ア
ー
メ
ン
（in dei nom

ine feliciter. A
m

en

）﹂
で
あ
る
。

　

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
初
代
国
王
ピ
ピ
ン
三
世
が
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
に
お
け
る
宮
宰
で
あ
っ
た
時
代
の
、
本
稿
で
試
訳
し
たA

rnulfinger N
r. 

23

に
もA

ア
プ
レ
カ
テ
ィ
オ

pprecatio

は
み
あ
た
ら
な
い
。

　

ピ
ピ
ン
三
世
が
宮
宰
で
あ
っ
た
時
の
文
書
に
は
存
在
し
な
い
こ
のA

ア
プ
レ
カ
テ
ィ
オ

pprecatio

が
、
ピ
ピ
ン
三
世
が
国
王
の
座
に
就
い
て
か
ら
の
文
書

に
は
全
て
存
在
し
て
い
る
。
本
稿
試
訳
（
２
）
の
﹁
幸
あ
れ
（feliciter

）﹂、
試
訳
（
３
）（
４
）
の
﹁
神
の
御
名
に
お
い
て 

幸
あ
れ
（in 

dei nom
ine feliciter

）﹂
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
ピ
ピ
ン
三
世
の
宮
宰
時
代
の
文
書
のA

rnulfinger N
r. 23

を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
、
先

に
紹
介
し
た
︹
四
七
～
四
九
頁
︺
カ
ー
ル
大
帝
の
文
書
の
文
末
に
も
、﹁
神
の
御
名
に
お
い
て 

幸
あ
れ
（dei nom

ine feliciter

）﹂
と
書
か

れ
て
い
る
。

　

国
王
カ
ー
ル
マ
ン
の
文
書

－

本
稿
試
訳
（
４
）
の
場
合
は
、﹁
神
の
御
名
に
お
い
て 

幸
あ
れ 

ア
ー
メ
ン
（in dei nom

ine feliciter. 

A
m

en

）﹂
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
私
が
み
た
限
り
で
の
文
書
で
は
、A

ア
プ
レ
カ
テ
ィ
オ

pprecatio

はP

プ
ラ
キ
タ

lacita
を
含
む
国
王
文
書
に
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
【
署
名
に
つ
い
て
】
そ
れ
に
対
し
て
、
国
王
文
書
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
国
王
署
名
が
必
ず
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、



（　
　
　
　

）

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

五
七

一
三
四
五

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
に
お
い
て
実
際
に
試
訳
し
た
一
六
通
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
全
て
に
国
王
署
名
は
存
在
し
て
い
な
い
。

　

拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
中
の
試
訳
（
１
）
＝
カ
ー
ル 

マ
ル
テ
ル
の
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
は
署
名
は
存
在
し
て
い
な
い
。
同
試
訳
（
２
）
＝
宮
宰

カ
ー
ル
マ
ン
の
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
は
、
宮
宰
署
名
が
在
る
。
同
試
訳
（
３
）
～
（
５
）
＝
宮
宰
ピ
ピ
ン
三
世
の
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
は
、
宮
宰
署
名
は
存

在
し
な
い
。

　

本
稿
で
試
訳
し
た
、
ピ
ピ
ン
三
世
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
全
三
通
中
交
付
年
の
一
番
古
い
試
訳
（
２
）
に
は
、
国
王
署
名
は
存
在
し
な
い
。
し

か
し
、（
３
）（
４
）
に
は
国
王
署
名
が
在
る
。
本
稿
試
訳
（
５
）
の
国
王
カ
ー
ル
マ
ン
の
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
も
、
国
王
署
名
は
在
る
。
本
稿
試
訳

（
１
）
＝
ピ
ピ
ン
三
世
が
宮
宰
時
代
の
確
認
証
書
に
は
、
宮
宰
ピ
ピ
ン
三
世
の
署
名
が
在
る
。

　

以
上
の
整
理
は
、
ま
た
、
先
のR

enate K
lauser / O

tto M
eyer

のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
定
義
の
な
か
の
、﹁
君
主
の
個
人
署
名
﹂
の
有
無
と
い

う
違
い
は
﹁
程
度
の
問
題
﹂
で
し
か
な
い
、
と
い
う
指
摘
を
例
証
し
て
い
る
。

八　

„V
erschw

inden
“ der Placita

と
は

（
一
）　Stieldorf

の
見
解
に
つ
い
て

　

私
は
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
の
な
か
で
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
、﹁P

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
﹃
姿
を
消
し
た
（V

erschw
inden

）﹄﹂、
と
、

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
た
。﹁
誤
読
し
て
い
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、

Stieldorf

が
﹃
姿
を
消
し
た
﹄
と
考
え
て
い
る
の
は
、﹃P

falzgrafenzeugnis
（
宮
中
伯
の
証
言
）﹄
も
し
く
は
こ
の
﹃P

falzgrafenzeugnis

（
宮
中
伯
の
証
言
）﹄
に
象
徴
さ
れ
る
、﹃
名
ば
か
り
の
国
王
﹄
で
あ
る
。
つ
ま
り
、Stieldorf

は
、
そ
の
用
語
法
に
そ
も
そ
も
疑
問
が
出
さ

れ
て
い
るP

lacita

に
、さ
ら
に
、虚
飾
の
王
権
と
い
う
特
別
な
意
味
を
す
べ
り
込
ま
せ
て
い
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、九
世
紀
に
お
け
る
、



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

五
八

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
四
六

権
威
づ
け
ら
れ
た
強
い
王
権
の
復
活
と
い
う
特
別
の
意
味
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
私
は
現
時
点
で
は
そ
う
理
解
し
て
い
る
﹂（
四
九
頁
）。

　

こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
コ
メ
ン
ト
に
な
っ
て
い
な
い
。
論
点
の
か
み
合
せ
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。P

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代

に
姿
を
消
す
の
は
学
界
で
は
常
識
化
し
て
い
て
、
な
ぜ
姿
を
消
す
の
か
が
関
心
事
に
な
っ
て
い
る
（Stieldorf, S. 1 ff.

）。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
﹁
姿
を
消
す
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、﹁
裁
判
経
過
を
正
確
に
再
現
す
る
﹂
こ
と
を
文
書
構
成
の
要

に
し
て
い
る
国
王
文
書
、
︱
︱
私
が
先
に
整
理
し
た
︹
本
稿
五
〇
～
五
一
頁
︺
一
般
的
指
標
を
も
つ
国
王
文
書
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
二
）　Placita

が
「
姿
を
消
し
た
」
あ
と

（
１
）P

lacita

とD
iplom

e

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
巻
末
に
、
三
つ
の
表
を
掲
載
し
て
い
る
。
第
一
表
の
表
題
は“P

la
cita

 d
er m

erow
in

gisch
en

 K
ön

ige, d
er 

ka
rolin

gisch
en

 H
a

u
sm

eier u
n

d
 H

errsch
er” 

（
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
国
王
た
ち
、
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
宮
宰
た
ち
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝

の
君
主
た
ち
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

） 

、
第
二
表
の
表
題
は“D

ip
lom

e K
a

rls d
es G

roß
en

, d
ie a

u
f G

erich
tsverfa

h
ren

 beru
h

en
”

（
訴
訟
手

続
を
踏
ま
え
た
、
カ
ー
ル
大
帝
のD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

）
で
あ
る
（S. 23
～24

）。
こ
の
二
つ
の
表
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
﹁
姿
を
消
し

た
﹂
あ
と
の
後
釜
は
、
文
書
形
式
を
異
に
す
るD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
一
表
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
は
、
カ
ー
ル
大
帝
の
そ
れ
が
五
通
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
表
は
、
同
じ
カ
ー
ル
大
帝
のD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

だ
け
を
五
通
載

せ
て
い
る
。第
一
表
と
第
二
表
の
違
い
の
意
味
は
以
下
で
あ
る
。︱
︱P

プ
ラ
キ
タ

lacita
の
文
書
構
成
の
要
が
訴
訟
経
過
の
記
述
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

と
総
称
さ
れ
て
い
る
文
書
構
成
の
要
は
文
書
交
付
者
に
よ
る
、
確
認
等
々
の
法
的
行
為
の
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
法
律
行

為
の
原
因
が
た
ま
た
ま
訴
訟
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
の
経
過
や
判
決
内
容
が
そ
こ
に
書
き
こ
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。



（　
　
　
　

）

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

五
九

一
三
四
七

　
D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

と
は
、
国
王
あ
る
い
は
皇
帝
の
あ
る
種
の
文
書
の
名
称
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
発
明
品
で
は
な
く
、
メ
ロ
ヴ

ィ
ン
グ
時
代
に
お
い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
よ
う
に
、
訴
訟
に
の
み
関
係
す
る
文
書
で
も
な
い
。

　

古
く
は
、
学
界
に
お
い
て
、
国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita

もD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

の
な
か
の
一
つ
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は

国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita
の
独
自
性
が
明
確
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
出
さ
れ
、
両
者
を
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。

B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
考
え
方
の
草
分
け
はP

ペ
ー
タ
ー

eter C

ク
ラ
ッ
セ
ン

lassen

で
あ
る）
₆₂
（

。

　
﹁D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

と
は
、
皇
帝

－

国
王
文
書
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
狭
義
で
は
、
そ
の
確

R
ech

tskraft

定
力
が
永
続
的
な
価
値
を
も
ち
続
け
る
、
あ
る
種
の
文

書
の
た
め
の
名
称
で
あ
る
、
そ
し
て
、
そ
の
永
続
的
な
価
値
を
証
明
す
る
た
め
に
、
ひ
と
は
、D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

を
い
つ
で
も
引
っ
ぱ
り
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

は
、
権

d
isp

o
sitive-rech

tsetzen
d

e

利
設
定
的
文
書
で
あ
る
と
同
時
に
証
明
文
書
な
の
で
あ
る
﹂（C

lavis, S. 63

）。

　

P

プ
ラ
キ
タ

lacita

とD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

を
別
物
と
し
て
考
え
る
の
が
、
こ
の
間
の
学
界
の
通
説
的
見
解
に
な
っ
て
い
る
。B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

は
、﹁P

プ
ラ
キ
タ

lacita

は
、

D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

の
特
別
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
発
展
し
た
の
だ
、
と
い
う
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂、
と
述
べ
、
そ
の
由
来
が
非
国

王
文
書
に
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
（S. 105

）。

 （
２
）D

iplom
e

の
な
か
の
訴
訟
に
係
る
記
述

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
が
あ
げ
て
い
る
、
カ
ー
ル
大
帝
のD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

は
、D

. karol. I N
r. 180, 203, 205, 211, 218

で
あ
る
。S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、﹁
訴
訟
手
続
を
踏
ま
え
た
﹂
文
書
群
に
こ
れ
ら
を
分
類
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
記
載
内
容
は
複
雑
で
あ
る
。

N
r. 180

は
直
近
の
判
決
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
寄
進
に
係
る
文
書
、N

r. 203
は
か
つ
て
訴
訟
の
対
象
に
な
り
は
し
た
が
、
い
ま
で
は
国
庫

の
財
産
と
し
て
あ
る
い
は
国
庫
に
納
め
ら
れ
る
べ
き
賠
償
金
と
し
て
決
着
が
つ
い
て
い
る
、
そ
の
財
産
と
賠
償
金
を
か
つ
て
の
敗
訴
者
に
寄

進
す
る
こ
と
に
係
る
文
書
、N

r. 205

は
か
つ
て
訴
訟
に
よ
り
あ
る
者
か
ら
国
庫
に
没
収
さ
れ
た
財
産
の
寄
進
に
係
る
文
書
、N

r. 211

は
カ



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

六
〇

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
四
八

ー
ル
大
帝
が
自
分
の
面
前
で
争
わ
れ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
自
ら
の
判
断
で
一
方
的
に
和
解
さ
せ
た
と
推
測
で
き
る
文
書
、N

r. 218

は
か

つ
て
国
庫
に
没
収
さ
れ
た
財
産
の
寄
進
に
係
る
文
書
で
あ
る
。

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
が
い
う
よ
う
に
、﹁
訴
訟
手
続
を
踏
ま
え
た
﹂と
い
う
文
言
が
こ
れ
ら
の
文
書
を
つ
な
ぐ
共
通
項
に
な
り
え
て
い
る
の
か
。

次
作
で
こ
の
点
を
検
討
し
た
い
。

（
３
）
一
つ
の
疑
問
―
―
何
と
何
を
比
較
す
る
の
か

　

以
上
、P プ
ラ
キ
タ

lacita

が
﹁
姿
を
消
し
た
﹂
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
整
理
し
て
み
た
。﹁
姿
を
消
し
た
﹂P

プ
ラ
キ
タ

lacita

と
は
、く
り
返
し
に
な
る
が
、

あ
く
ま
で
も
国
王
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

で
あ
る
。P

プ
ラ
キ
タ

lacita

と
い
え
ば
、
国
王
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

以
外
存
在
し
な
い
か
の
ご
と
く
語
ら
れ
て
い
る
の
が
、
学

界
の
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
、
こ
の
状
況
に
疑
問
を
も
つ
。

　

P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
共
通
し
て
い
え
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
裁
判
経
過
を
正
確
に
再
現
す
る
、
と
い
う
そ
の
文
書
形
式
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

文
書
形
式
に
は
、S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
宮
宰
も
関
係
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
文
書
形
式
に
関
係
し
て
い
る
の
は
、

国
王
や
宮
宰
だ
け
な
の
か
。
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
私
人
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
は
皆
無
な
の
か
。B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

が
、
非
国
王
文
書
に
つ
い
て

の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
（S. 8

）、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
六
世
紀
末
に
で
き
た
﹁
ア
ン
ジ
ェ
書
式
例
集
（F

orm
ulae 

A
ndecavenes

）﹂
や
そ
の
他
の
﹁
書
式
例
集
﹂
中
の
文
書
ひ
な
型
とP
プ
ラ
キ
タ

lacita

の
文
書
形
式
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。

　

P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
特
徴
的
な
文
書
形
式
を
国
王
か
ら
解
放
し
、
紛
争
や
訴
訟
に
係
る
記
録
形
式
の
一
つ
と
し
て
捉
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、＂
国
王
＂
が
、
で
は
な
く
て
、＂
時
代
＂
が
な
ぜ
こ
の
文
書
形
式
を
必
要
と
し
た
の
か
、
と
い
う
広
い
視

野
を
研
究
の
な
か
に
も
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
私
は
お
も
う
。
国
王P
プ
ラ
キ
タ

lacita

の
出
自
に
つ
い
て
の
、B

ベ
ル
グ
マ
ン

ergm
ann

の
関
心
は
（S. 

105

）、
私
の
こ
の
思
い
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か）
₆₃
（

。
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ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

六
一

一
三
四
九

　
P

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
文
書
形
式
だ
け
に
着
目
し
た
場
合
、
そ
れ
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
本
当
に
﹁
姿
を
消
し
た
﹂
の
か
。
カ
ー
ル
大
帝
の
先
の

D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

が
、
訴
訟
手
続
や
判
決
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
前
提
に
立
つ
と
し
て
、
で
は
、
そ
のD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

作
成
の
た
め

の
情
報
源
と
な
っ
た
判
決
書
の
文
書
形
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。裁
判
経
過
を
正
確
に
再
現
す
る
形
式
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

国
王
が
直
接
に
関
係
す
るP

プ
ラ
キ
タ

lacita

は
﹁
姿
を
消
し
た
﹂
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、例
え
ば
、カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
国
王
役
人
た
ち
等
々

が
関
係
し
た
訴
訟
関
係
文
書
の
形
式
に
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
。
国
王
が
関
与
し
たP

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
姿
を
消
す
こ
と
と
、
文
書
形
式
ま
で
含
め
て
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
諸
要
素
全
て
が
ま
る
ご
と
姿
を
消
す
の
と
で
は
、
そ
の
意
味
合
い
が
か
な
り

異
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P
プ
ラ
キ
タ

lacita

と
の
比
較
で
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
国
王D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
疑
問
が
あ

る
。﹁
姿
を
消
し
た
﹂
国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita
に
代
わ
るD

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

に
対
応
す
る
文
書
形
式
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、

︱
︱
そ
の
文
書
形
式
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
発
明
品
で
あ
る
、
と
い
い
切
れ
る
の
か
。
宮
宰
の
も
の
で
は
あ
る
が
そ
し
て
ま
た
も
う
眼
前
に

カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
が
き
て
い
る
と
い
う
時
点
の
も
の
で
は
あ
る
が
、＂
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
本
稿
試
訳
（
１
）A

rnulfinger N
r. 23

は
判

決
を
取
り
込
ん
だ
確
認
証
書
だ
＂、
と
い
う
、
私
の
先
の
仮
説
が
成
り
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
疑
問
は
そ
の
根
拠
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

問
題
の
文
書
形
式
が
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
述
べ
て
み
た
。P

プ
ラ
キ
タ

lacita

を
も
っ
ぱ
ら
国
王
文
書
に
特
化
し
て
い
る
た
め
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
国
王
権
力

に
焦
点
を
あ
て
た
国
制
史
の
観
点
に
特
化
し
て
捉
え
て
い
る
た
め
に
、古
文
書
学
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
は
ず
の
、

文
書
形
式
そ
の
も
の
の
も
つ
独
自
の
歴
史
的
意
義
が
み
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
⋮
⋮
、
こ
れ
が
、
私
の
疑
問
の
根
本
で
あ
る
。
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同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

六
二

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
五
〇

九　

国
王 Placita

が„V
erschw

inden

“し
た
理
由

（
一
）　Stieldorf

論
文
か
ら

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
﹁
姿
を
消
し
た
﹂
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
﹁
い
ま
だ
満
足
の
い
く
説
明
は
さ
れ
て
い
な
い
﹂、

と
述
べ
た
あ
と
、
関
連
す
る
学
説
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
（S. 4

～6

）。　

　
︻
古
文
書
学
の
立
場
か
ら
の
も
の
︼
①
文
書
伝
承
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
が
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
（
在
位
八
一
四
～

八
四
〇
年；

八
一
三
年
、
父
カ
ー
ル
大
帝
と
の
共
同
統
治
）
の
前
後
にP

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
存
在
に
関
係
し
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
そ
の
統
治
時

代
に
お
け
るP

プ
ラ
キ
タ

lacita

の
﹁
消
失
﹂
を
も
た
ら
し
た
（G

eorges Tessier

）。
②
古
文
書
学
上
の
書
式
が
別
の
書
式
に
代
え
ら
れ
た
（R

obert-

H
enri B

autier

）。

　
︻
訴
訟
実
務
の
変
化
︼
①
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
君
主
に
、
訴
訟
に
関
係
す
る
時
間
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、

裁
判
実
務
の
あ
り
方
が
多
様
に
変
化
し
た
。
国
王
か
ら
そ
の
権
限
を
委
ね
ら
れ
た
も
の
た
ち
に
よ
る
審
理
の
あ
と
に
、
国
王
は
判
決
を
下
す

よ
う
に
な
っ
た
（T

heodor Sickel

）。
②
九
世
紀
初
め
以
降
証
明
さ
れ
る
宮
中
伯
の
下
で
の
訴
訟
や
八
〇
〇
年
以
降
高
ま
っ
た
、
国
王
使

者
（
巡
察
使
）
の
裁
判
権
の
意
味
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
（Jürgen W

eitzel

）。
③
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
お
い
て
は
、
裁
判
長
で

あ
る
国
王
は
陪
席
判
決
人
た
ち
と
協
力
、
共
同
す
る
こ
と
で
し
か
訴
訟
手
続
に
関
与
で
き
な
か
っ
た
が
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、

国
王
は
、
こ
の
よ
う
なD

デ
ィ
ン
グ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

inggenossenschaft

（
会
合
型

－

役
割
分
担
型
訴
訟
）
手
続
か
ら
抜
け
だ
す
（Jürgen W

eitzel

）。

　
︻
統
治
観
や
統
治
ス
タ
イ
ル
の
変
化
︼
恩
寵
を
与
え
る
君
主
に
、
裁
判
官
に
比
べ
て
よ
り
高
い
位
置
価
値
を
与
え
る
統
治

－

君
主
観
が
、

カ
ー
ル
大
帝
や
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
時
代
に
で
き
て
く
る
（O

sam
u K

ano
））
₆₄
（

。
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ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

六
三

一
三
五
一

（
二
）　Stieldorf

の
考
え

（
１
）
二
つ
の
注
目
点　

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
姿
を
消
す
こ
と
に
関
係
し
て
、
次
の
二
点
に
注
目
し
て
い
る
。
第
一
は
、
訴
訟
手
続
に
お
け
る
変
化

で
あ
る
。
そ
の
変
化
の
結
果
、
カ
ー
ル
大
帝
の
よ
う
な
君
主
で
あ
れ
、
誰
で
あ
れ
、
裁
判
官
は
自
ら
判
決
を
下
す
権
限
を
も
つ
存
在
に
な
る
、

と
い
う
。
そ
の
意
味
は
、先
述
のD

デ
ィ
ン
グ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

inggenossenschaft

（
会
合
型
－

役
割
分
担
型
訴
訟
）
手
続
、す
な
わ
ち
陪
席
判
決
人
が
判
決
を
決
め
、

裁
判
長
で
あ
る
国
王
は
そ
の
判
決
を
宣
告
、
命
令
す
る
、
と
い
う
協
力

－

共
同
作
業
方
式
の
手
続
が
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い

は
、
国
王
な
ど
裁
判
官
は
、
陪
席
者
か
ら
助
言
を
受
け
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
判
決
を
自
ら
決
定
す
る
、
権
威
あ
る
存
在
へ
と
そ
の
地

位
を
高
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（S. 17, 18

）。

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
が
注
目
し
て
い
る
も
う
一
つ
は
、
権
威
あ
る
君
主
像

－

自
ら
判
決
を
下
す
裁
判
官
像
の
イ
メ
ー
ジ
が
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代

に
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
カ
ー
ル
大
帝
に
は
、
ダ

D
a

v
i

d

ビ
デ
王
と
い
う
、
旧
訳
聖
書
中
の
国
王
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
カ
ー
ル

大
帝
の
子
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
に
は
、
ダ

D
a

v
i

d

ビ
デ
王
の
子
ソ

S
a

l
o

m
o

n

ロ
モ
ン
王
の
イ
メ
ー
ジ
が
か
ぶ
せ
ら
れ
る
（S. 14

～16

）。

　

以
上
二
つ
の
注
目
点
の
か
ら
み
合
い
の
な
か
で
、
過
渡
期
を
へ
て
、
国
王
に
係
るP

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
﹁
姿
を
消
し
た
﹂、
と
い
う
の
が

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
の
主
張
で
あ
る
（S. 21

）。

（
２
）
ま
と
め
―
―
一
つ
の
疑
問

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
の
こ
の
考
え
の
是
非
を
論
ず
る
と
こ
ろ
ま
で
、
私
の
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
論
文
が
提
供
し
て
い
る
い
く
つ
も

の
重
要
な
情
報
を
手
が
か
り
に
し
て
、
今
後
と
も
関
係
文
書
に
向
き
合
い
た
い
。

　

そ
の
関
係
で
、
以
下
、
一
つ
の
疑
問
を
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
。P

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
姿
を
消
し
た
理
由
はD

デ
ィ
ン
グ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

inggenossenschaft

（
会
合
型



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

六
四

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

一
三
五
二

－

役
割
分
担
型
訴
訟
）
手
続
が
な
く
な
っ
た
の
と
、
国
王
な
ど
裁
判
官
の
位
置
価
値
が
高
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
。
で
は
、﹁
裁
判

経
過
を
正
確
に
再
現
す
る
﹂
こ
と
を
文
書
構
成
の
要
に
し
て
い
るP

プ
ラ
キ
タ

lacita

を
登
場
さ
せ
た
の
は
、訴
訟
手
続
がD

デ
ィ
ン
グ
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト

inggenossenschaft

（
会

合
型

－

役
割
分
担
型
訴
訟
）
手
続
で
あ
っ
た
こ
と
と
国
王
な
ど
裁
判
官
の
位
置
価
値
が
低
下
し
た
か
ら
な
の
か
。

　

国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita
を
登
場
さ
せ
た
原
因
と
そ
れ
が
姿
を
消
し
た
原
因
と
の
間
を
整
合
的
に
つ
な
ぐ
説
明
が
必
要
で
あ
る
、
と
私
は
お
も
う
。

十　

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

（
一
）　

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
に
お
け
る
国
王

－
宮
宰
訴
訟
の
か
た
ち

　

ピ
ピ
ン
三
世
、
カ
ー
ル
マ
ン
の
文
書
に
お
け
る
訴
訟
の
か
た
ち
を
、
簡
単
に
、
整
理
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
拙
稿
﹁
国
王

P
lacita

﹂﹁
宮
宰P

lacita

﹂
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　

拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
、
国
王
訴
訟
に
は
二
つ
の
か
た
ち
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
一
つ
は
、﹁P

falzgrafenzeugnis

（
宮
中
伯
の

証
言
）﹂
の
存
在
す
る
か
た
ち
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
か
た
ち
で
あ
る
（
四
五
～
四
六
頁
）。
前
者
は
国
王
の
親
臨
を

予
定
し
て
い
な
い
か
た
ち
、
後
者
は
国
王
の
親
臨
を
予
定
し
て
い
る
か
た
ち
で
あ
る
。
後
者
の
訴
訟
の
流
れ
は
、
訴
訟
統
括
者
が
国
王
か
宮

宰
か
を
除
く
と
、
以
下
の
よ
う
に
同
じ
で
あ
る
。

　　
　

 　

裁
判
の
開
始
は
訴
え
に
よ
る
︱
︱
審
理
は
、
国
王
︹
宮
宰
︺
と
陪
席
判
決
人
た
ち
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
審
理
を
統
括
す
る
の
は

国
王
︹
宮
宰
︺
で
、
審
理
の
核
心
は
証
拠
調
べ
で
あ
る
。
証
拠
調
べ
が
終
わ
る
と
、
決
定
（
＝
判
決
）
が
国
王
︹
宮
宰
︺
と
陪
席
判
決

人
た
ち
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
︱
︱
国
王
︹
宮
宰
︺
は
、
判
決
内
容
の
遵
守
を
当
事
者
に
命
じ
る
（
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
四
一
頁
）。
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そ
れ
に
対
し
て
、
国
王
の
親
臨
を
予
定
し
て
い
な
い
訴
訟
の
流
れ
は
以
下
で
あ
る
。

　
　

 　

裁
判
の
開
始
は
訴
え
に
よ
る
︱
︱
審
理
が
始
ま
る
が
、
そ
の
場
に
国
王
は
臨
席
せ
ず
、
宮
中
伯
を
含
む
陪
席
判
決
人
た
ち
に
よ
っ
て

審
理
が
進
め
ら
れ
る
。
審
理
を
統
括
す
る
の
は
宮
中
伯
で
、
審
理
の
核
心
は
証
拠
調
べ
で
あ
る
。
証
拠
調
べ
が
終
わ
る
と
、
決
定
（
＝

判
決
）
が
陪
席
判
決
人
た
ち
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
︱
︱
審
理
の
統
括
者
で
あ
る
宮
中
伯
は
、
審
理
が
規
則
に
従
っ
て
（
斯か

く
斯か

く

云し
か
じ
か云

）
行
わ
れ
た
こ
と
お
よ
び
陪
席
判
決
人
た
ち
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
決
定
（
＝
判
決
）
内
容
を
国
王
に
証
言
す
る
︱
︱
国
王
は
、
陪

席
判
決
人
た
ち
の
決
定
（
＝
判
決
）
内
容
を
国
王
に
よ
る
判
決
と
し
て
宣
告
し
、
判
決
内
容
の
遵
守
を
当
事
者
に
命
じ
る
（
拙
稿
﹁
宮

宰P
lacita

﹂
四
一
頁
）。

（
二
）　

ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
の
場
合

　

私
は
、
本
稿
試
訳
（
１
）
は
確
認
証
書
で
あ
り
、
本
稿
試
訳
（
５
）
は
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
だ
、
と
推
測
し
た
。
こ
の
推
測
を
前
提
に
し
て
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
稿
試
訳
（
５
）
と
同
（
２
）
～
（
４
）
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
﹁
訴
訟
の
か
た
ち
﹂
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

本
稿
試
訳
（
２
）
～
（
４
）
の
﹁
訴
訟
の
か
た
ち
﹂
は
、
前
節
で
整
理
し
た
な
か
の
﹁
国
王
の
親
臨
を
予
定
し
て
い
る
か
た
ち
﹂
に
重
な

る
。
本
稿
試
訳
（
２
）（
３
）
で
は
、
国
王
は
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
判
決
を
下
し
て
い
る
。
本
稿
試
訳
（
４
）
の
場
合
、＂
誠
実
の
士
た
ち

に
よ
っ
て
、
判
決
が
下
さ
れ
た
＂
と
い
う
受
身
形
の
表
現
形
式
が
採
ら
れ
て
い
て
、
本
稿
試
訳
（
２
）（
３
）
の
よ
う
に
、＂
国
王
が
誠
実
の

士
た
ち
と
共
に
判
決
を
下
し
た
＂、
と
い
う
能
動
形
の
表
現
形
式
を
採
用
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
書
は
、
本
稿
試
訳
（
２
）

（
３
）
と
同
様
に
、
国
王
と
陪
席
判
決
人
と
の
役
割
分
担
に
基
づ
く
訴
訟
手
続
で
審
理
が
行
わ
れ
た
上
で
作
成
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
、
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私
は
、
本
文
書
を
、
本
稿
試
訳
（
２
）（
３
）
と
同
じ
形
式
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
試
訳
（
２
）
～
（
４
）
の
い
ず
れ

の
文
書
に
も
、
宮
中
伯
を
含
む
誠
実
の
士
た
ち
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
試
訳
（
５
）
は
、
少
し
お
も
む
き
が
異
な
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︹
本
稿
五
二
頁
︺、
国
王
が
陪
席
判
決
人

と
共
に
判
決
を
下
し
た
、
と
い
う
文
言
が
次
の
よ
う
に
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。﹁
而
し
こ
うし

て
本
件
に
つ
き
余
の
面
前
で
審

理
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
、
余
は
、︹
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
文
書
に
よ
っ
て
、
原
告
の
︺
権
利
を
確
認
し
た
が
故
に
⋮
⋮
余
は
︹
、
原
告
︺

に
⋮
⋮
に
つ
き
返
還
す
る
﹂。

　

こ
の
引
用
文
を
読
む
限
り
、
国
王
も
審
理
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
審
理
を
と
お
し
て
、
原
告
の
権
利
が
確
認
さ
れ
た
が
故
に
、

国
王
は
係
争
地
を
原
告
に
返
還
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
文
中
の
﹁
権
利
を
確
認
し
た
﹂
と
い
う
文
言
に
、
国
王
が
陪
席
判
決
人
と

共
に
判
決
を
下
し
た
、
と
い
う
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
本
稿
試
訳
（
５
）
で
は
、
審
理
に
参
加
し
た
陪
席
判
決
人
た
ち
の
名
前
は
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
し
、
陪
席
判
決
人
た
ち
の
総
称
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
﹁
誠
実
の
士
た
ち
﹂
と
い
う
文
言
も
登
場
し
な
い
。S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、＂
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
王
政
時
代
以
来
、

訴
訟
に
お
け
る
君
主
の
比
重
を
、
訴
訟
に
参
加
し
て
い
る
他
の
判
決
人
に
対
し
て
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

が
ま
す
ま
す
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
＂、

と
述
べ
て
い
る
（S. 14

）。
本
稿
試
訳
（
５
）
は
、
そ
う
し
て
も
の
の
一
例
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

十
一　

お
わ
り
に

　

S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
国
王P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
限
定
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
先
の
述
べ
た
よ
う
に
︹
本
稿
五
八
頁
︺、＂P

プ
ラ
キ
タ

lacita

か
ら

D

デ
ィ
プ
ロ
ム

iplom
e

へ
＂
と
い
う
変
化
の
道
筋
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
先
述
の
よ
う
に
︹
本
稿
六
一
頁
︺、
私
はP

プ
ラ
キ
タ

lacita

を
国
王
や
あ
る
い
は
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国
王
権
力
と
い
う
国
制
上
の
因
子
に
特
化
さ
せ
て
語
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
い
だ
い
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
の
こ
の
指

摘
は
国
王
文
書
を
読
む
際
の
一
つ
の
指
針
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

古
文
書
学
の
素
人
が
そ
の
世
界
に
ふ
み
こ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
稿
の
叙
述
は
複
雑
で
わ
か
り
に
く
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

と
い
う
こ
と
で
何
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
か
を
理
解
で
き
た
よ
う

に
お
も
う
。
西
洋
中
世
史
の
世
界
で
は
、
い
ま
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

と
い
う
用
語
が
常
識
化
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
つ
い
て
の
私
の
こ
れ

ま
で
の
仕
事
は
、
基
本
的
に
、P

プ
ラ
キ
タ

lacita

に
係
る
常
識
を
確
認
す
る
作
業
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

今
後
は
、
こ
の
作
業
結
果
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
国
王
文
書
か
否
か
に
関
係
な
く
、
関
連
文
書
の
一
言
一
句
へ
の
目
配
り
を
心
が
け
な
が
ら
、

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
お
け
る
訴
訟
の
か
た
ち
の
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
に
取
り
く
ん
で
い
き
た
い
。

　

私
は
、
い
つ
も
、
次
の
方
が
た
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
こ
め
て
仕
事
を
し
て
い
る
。P

rof. D
r. G

erhard K
öbler , P

rof. D
r. A

ndreas 

M
eyer, P

rof. D
r. H

einrich M
enkhaus, P

rof. D
r. H

ans K
. Schulze, P

rof. D
r. W

olfgang Sellert,  

そ
し
てH

err M
ichael L

übke.

　

こ
れ
ら
の
方
が
た
の
な
か
のP

rof. D
r. H

ハ
ン
ス

ans 
K ク

ル
ト

. S

シ
ュ
ル
ツ
ェ

chulze

は
、
二
〇
一
三
年
六
月
一
〇
日
、
不
帰
の
客
と
な
ら
れ
た
。
満
八
二
歳
を

迎
え
ら
れ
る
誕
生
月
ま
で
は
、
あ
と
四
か
月
で
あ
っ
た
。
貴
公
子
然
と
し
た
、
実
に
ノ
ー
ブ
ル
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
た
、
細
身
で
長
身

の
方
で
あ
っ
た
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
万
歳
の
い
ま
の
時
代
に
あ
っ
て
も
年
代
物
の
ラ
イ
カ
を
愛
用
さ
れ
て
い
た
。
誰
に
も
や
さ
し
く
ま
た
と

て
も
親
切
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
あ
ま
り
に
も
拙
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
、
先
生
の
ご
霊
前
に
捧
げ
た
い
。

　

Ich w
idm

e diese Schrift dem
 A

ndenken an P
rof. D

r. H
ans K

. Schulze.

（
1
）　
﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
﹂
同
志
社
法
学
三
五
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
～
一
二
三
頁
、﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
宮
宰P

lacita

に
み

る
裁
判
の
か
た
ち
﹂
同
志
社
法
学
三
五
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
～
六
五
頁
。

（
2
）　

拙
稿
﹁
法
史
研
究
に
お
け
る
裁
判
と
紛
争
︱
︱
わ
が
国
に
お
け
る
最
近
の
研
究
動
向
か
ら
考
え
る
﹂
同
志
社
法
学
三
六
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
～
九
七
頁
。
こ
の
論
文
の
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一
九
頁
お
よ
び
注
（
29
）
で
刑
事
判
決
録
の
保
存
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
三
阪
佳
弘
氏
か
ら
次
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
。

﹁
国
立
公
文
書
館
の
検
察
庁
移
管
文
書
の
中
で
、
明
治
一
〇
年
代
前
半
ま
で
の
も
の
が
﹃
断
刑
録
﹄
な
ど
の
名
称
で
移
管
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
﹂。

　
　
　

居
石
正
和
氏
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
九
日
の
手
紙
で
次
の
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。﹁
⋮
⋮
松
江
地
裁
所
蔵
書
籍
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
に
そ
の
大
部
分
が

島
根
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。
合
計
で
一
一
二
四
冊
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、﹃
松
江
地
裁
明
治
文
庫 

簡
易
目
録
﹄
が
島
根
大
学
附
属
図
書
館
に
よ
り
作

成
さ
れ
て
い
ま
す
﹂。

（
3
）　

以
下
は
、﹃
西
洋
史
辞
典
﹄
中
の
項
目
﹁
フ
ラ
ン
ク
王
国
﹂
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。﹁
⋮
⋮
。〔
王
国
の
崩
壊
〕
カ
ー
ル
大
帝
の
子
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
一
世
（
敬
虔
王
）
の
死
後
、

帝
国
は
三
人
の
男
子
に
分
割
さ
れ
、
八
四
三
年
の
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
条
約
に
よ
っ
て
、
長
子
ロ
タ
ー
ル
の
中
部
帝
国
（
イ
タ
リ
ア
の
ほ
か
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
）、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
（
ド

イ
ツ
人
王
）
の
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
、
カ
ー
ル
（
禿
頭
王
）
の
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
成
立
し
た
。
こ
の
う
ち
、
中
部
帝
国
は
、
東
・
西
フ
ラ
ン
ク
の
拡
大
の
犠
牲
と
な
り
、
小
残

余
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
東
フ
ラ
ン
ク
で
は
九
一
一
年
ま
で
、
西
フ
ラ
ン
ク
で
は
九
八
七
年
ま
で
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
王
統
が
続
き
、
前
者
は
コ
ン
ラ
ー
ト
一
世
を
経
て
ザ
ク

セ
ン
朝
の
ド
イ
ツ
王
国
へ
、
後
者
は
カ
ペ
ー
朝
の
フ
ラ
ン
ス
王
国
へ
と
発
展
し
た
﹂（
六
六
一
～
六
六
二
頁
）。

（
4
）　

以
下
は
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
一
九
頁
。﹁K

カ
ー
ル
マ
ン

arlm
ann

は
七
一
四
年
以
前
、
七
〇
六
年
か
七
〇
八
年
の
生
ま
れ
で
、
七
五
四
年
に
死
亡
。
父
親
はK

カ
ー
ル

arl M

マ
ル
テ
ル

artell

。

K

カ
ー
ル
マ
ン

arlm
ann

と
そ
の
弟P

ピ
ピ
ン

ippin 
Ⅲ三世. 

（
小
ピ
ピ
ン
：P

ippin der Jüngere

）
は
父
親
の
死
（
七
四
一
年
）
後
、
異
母
兄
弟G

グ
リ
フ
ォ

rifo

を
排
除
し
て
、
七
四
二
年
王
国
を
分
割
し
、

K

カ
ー
ル
マ
ン

arlm
ann

はA ア
ウ
ス
ト
リ
エ
ン

ustrien, T

テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ン

hüringen, A

ア
レ
マ
ニ
エ
ン
lem

annien

の
支
配
権
を
獲
得
す
る
。
／K

カ
ー
ル
マ
ン

arlm
ann

は
、
七
四
二
～
七
四
六
年
、
時
に
は
（
小
）P

ピ
ピ
ン

ippin

と
一
緒
に
、

A

ア
ク
ィ
タ
ニ
ア

quitanien

やB

バ
イ
エ
ル
ン

ayern

、A

ア
レ
マ
ニ
エ
ン

lem
annien

に
お
い
て
勢
力
を
持
つ
ラ
イ
バ
ル
﹃
太
公
﹄
た
ち
と
戦
い
、
ま
た
支
配
領
域
の
境
界
を
め
ぐ
るS

ザ
ク
セ
ン

achsen

と
の
戦
い
を
指
揮
し
た
。

こ
れ
ら
の
戦
い
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
（R

egnum
 F

rancorum
）
の
周
辺
地
域
に
対
す
る
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
不
安
定
な
支
配
の
安
定
化
を
も
た
ら
し
た
。
／
こ
の
周
辺
地
域
に
、

支
配
の
正
当
性
の
強
固
な
基
盤
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
、
七
四
三
年
初
め
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
のC

ヒ
ル
デ
リ
ヒ

hilderich 

Ⅲ三世.

が
王
位
に
就
け
ら
れ
る
︹
七
三
七
年
にT

テ
ウ
デ
リ
ヒ

heuderich
Ⅳ 四

世. 

が
死
亡
し
た
あ
と
、
王
座
は
空
位
で
あ
っ
た
︺。
七
四
七
年
の
夏
の
終
わ
り
か
秋
に
、K

カ
ー
ル
マ
ン

arlm
ann

は
、
宗
教
上
の
、
も
し
く
は
政
治
上
の
理
由
か
ら
息
子D

ド
ロ
ゴ
ー

rogo

の
た
め
に

支
配
権
を
委
譲
し
た
。
し
か
し
そ
のD

ド
ロ
ゴ
ー

rogo

は
（
小
）P

ピ
ピ
ン

ippin

に
よ
っ
て
ま
た
た
く
間
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
／
支
配
権
を
手
放
し
た
あ
と
ま
ず
、K

カ
ー
ル
マ
ン

arlm
ann

は
ロ
ー
マ

に
行
き
、
そ
こ
で
教
皇Z

ザ
カ
リ
ア
ス

acarias

に
よ
っ
て
聖
職
者
に
叙
任
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
ソ
ラ
ッ
テ
山
︹M

onte Soratte

：
ロ
ー
マ
か
ら
北
へ
四
二
㎞
ほ
ど
の
所
︺
に
聖

S

シ
ル
ヴ
ェ
ス
テ
ル

ilvester

修
道
院
を
建
立
す
る
。
七
五
〇
年
頃
、M

モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ

ontecassino

︹
ロ
ー
マ
か
ら
南
東
へ
一
二
〇
㎞
︺
に
戻
り
、
修
道
僧
の
誓
願
を
行
う
。
／
七
五
一
年
に
国
王
の
座
に
つ

い
た
弟
の
（
小
）P

ピ
ピ
ン

ippin

が
教
皇S

ス
テ
フ
ァ
ン

tephan Ⅱ

二
世. 

と
決
め
た
イ
タ
リ
ア
政
策
に
反
対
す
る
た
め
に
、
七
五
四
年
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
帰
る
が
、
幽
閉
さ
れ
、
恐
ら
く
は
重
い
病

気
の
せ
い
で
、
義
姉
妹
の
保
護
を
受
け
る
な
か
で
死
亡
す
る
（L

exikon, B
d. V., S. 995

）﹂。

（
5
）　

人
名
と
そ
の
人
名
に
関
係
し
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、L

exikon

掲
載
の
そ
れ
ぞ
れ
人
名
項
目
の
説
明
に
よ
る
。
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ピ
ピ
ン
三
世
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
国
王
文
書
に
み
る
訴
訟
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
六
巻
五
号�

六
九

一
三
五
七

（
6
）　

成
瀬 

治
、
山
田
欣
吾
、
木
村
靖
二
編
著
﹃
世
界
歴
史
体
系 

ド
イ
ツ
史
Ⅰ
︱
︱
先
史
～
一
六
四
八
年
﹄
山
川
出
版
社
（
一
九
九
七
年
）
五
〇
頁
。

（
7
）　

井
上
幸
治
編
﹃
フ
ラ
ン
ス
史
（
新
版
）﹄
山
川
出
版
社
（
昭
和
五
六
年
）
四
六
頁
。

（
8
）　

注
（
６
）
の
﹃
ド
イ
ツ
史
﹄
六
二
頁
。

（
9
）　

L
exikon, B

d. Ⅵ
., S. 2168

～2170

の
項
目
﹁P. Ⅲ

﹂。
フ
ラ
ン
ク
王
国
年
代
記
の
七
四
九
年
の
記
述
（A

nnales R
egni F

rancorum
 ad 749, in: Q

uellen zur 

karolingischen R
eichsgeschichte, B

d. 1 （1980

）, S. 14, 15.

（
10
）　

注
（
６
）
の
﹃
ド
イ
ツ
史
﹄
六
九
頁
に
よ
る
と
、
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ン
は
こ
の
時
ピ
ピ
ン
三
世
の
子
孫
以
外
か
ら
の
国
王
選
出
を
禁
じ
た
、
と
い
う
。
本
節
で
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ

ン
グ
家
と
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
王
家
と
し
て
の
正
当
性
な
い
し
正
統
性
や
王
権
の
権
威
の
出
ど
こ
ろ
を
、﹁
ロ
ー
マ
帝
国
と
ロ
ー
マ
皇
帝
﹂﹁
ロ
ー
マ 

カ
ト
リ
ッ
ク
と
ロ
ー
マ
教
皇
﹂

だ
け
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
出
ど
こ
ろ
は
も
っ
と
多
面
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
ハ
ン
ス
・
Ｋ
・
シ
ュ

ル
ツ
ェ
著
、
小
倉
欣
一
、
河
野 
淳
訳
﹃
西
欧
中
世
史
事
典
Ⅲ
︱
︱
王
権
と
そ
の
支
配
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
一
三
年
）
一
九
～
六
〇
頁
で
あ
る
。

（
11
）　

國
原
吉
之
助
訳
・
註
﹃
エ
イ
ン
ハ
ル
ド
ゥ
ス
／
ノ
ト
ケ
ル
ス　

カ
ロ
ル
ス
大
帝
伝
﹄
筑
摩
書
房
（
一
九
八
八
年
）。E

inhardi V
ita K

aroli M
agni, in: Q

uellen zur 

karolingischen R
eichsgeschichte, B

d. 1

（1980

）, S. 163

～211.

（
12
）　

注
（
11
）
のE

inhardi V
ita K

aroli M
agni, S. 168.

（
13
）　

注
（
11
）
のE

inhardi V
ita K

aroli M
agni, S. 169.

（
14
）　

注
（
11
）
のE

inhardi V
ita K

aroli M
agni, S. 166.

（
15
）　

注
（
11
）
のE

inhardi V
ita K

aroli M
agni, S. 168. 

以
下
は
、
注
（
11
）
の
國
原
訳
で
あ
る
。﹁（
一 

メ
ロ
ウ
ィ
ン
ギ
家
）　

フ
ラ
ン
キ
族
は
、
自
分
ら
の
王
を
古
く
よ
り
、

メ
ロ
ウ
ィ
ン
ギ
氏
よ
り
択
ぶ
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
王
朝
は
、
ヒ
ル
ド
リ
ク
ス
王
ま
で
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
王
は
、
ロ
ー
マ
の
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ

ス
の
命
令
で
廃
さ
れ
、
剃てい
は
つ髪
し
て
修
道
院
に
押
し
込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
表
面
で
こ
そ
こ
の
氏
は
彼
で
絶
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
質
上
す
で
に
ず
っ
と
以
前
か
ら
何
ら
権

力
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
自
体
の
中
に
、
王
と
い
う
虚
名
以
外
に
、
輝
か
し
い
も
の
は
何
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
マ
イ
ヨ
ル
・
ド
ム
ー
ス

（m
ajor dom

us

）
と
称
せ
ら
れ
る
宮きゅう
さ
い宰
が
最
高
の
命
令
権
を
握
っ
て
い
て
、
王
国
の
財
産
も
権
力
も
、
こ
の
掌
中
に
入
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
王
は
、
た
だ
こ
う
振
舞
う

以
外
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
王
は
そ
の
名
称
だ
け
で
満
足
し
、
髪
を
の
ば
し
髯ひげ
を
た
ら
し
、
玉
座
に
居
座
っ
て
支
配
者
ら
し
く
よ
そ
お
い
、
ど
の
国
か

ら
で
あ
ろ
う
と
訪
れ
た
使
節
に
謁
見
し
、
帰
っ
て
行
く
と
き
は
、
あ
た
か
も
自
己
の
権
限
か
ら
そ
う
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
じ
っ
さ
い
は
言
い
含
め
ら
れ
た
、
い
や
命
じ
ら

れ
た
返
答
す
ら
、与
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
何
の
効
力
も
持
た
ぬ
王
と
い
う
名
称
と
、宮
宰
か
ら
適
当
と
み
と
め
ら
れ
、お
情
け
で
頂
戴
し
て
い
た
生
活
費
を
除
く
と
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
の
収
入
が
あ
る
荘ヴィ
ラ園

以
外
、
個
人
財
産
は
何
も
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
／
そ
の
荘
園
内
に
自
分
の
屋
敷
を
か
ま
え
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
た
め
に
日
常
の
必
需
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志
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五
八

品
を
賄
っ
て
く
れ
て
、服
従
心
を
示
す
わ
ず
か
の
召
使
を
持
っ
て
い
た
。
用
で
外
出
す
る
と
き
は
、ど
こ
へ
で
も
幌ほろ
付
き
二
輪
車
で
出
向
い
て
い
た
。
二
輪
車
は
牛
に
つ
な
が
れ
、

田
舎
風
に
牛
追
い
に
曳
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
恰
好
で
宮
殿
に
出
か
け
、
こ
の
よ
う
な
恰
好
で
年
に
一
度
国
家
の
安
寧
の
た
め
催
さ
れ
る
国
民
の
会
合
︹publicum

 

populi

︺
に
出
席
し
、
こ
ん
な
恰
好
で
家
に
帰
っ
て
く
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
王
国
の
管
理
や
内
政
外
交
の
両
面
で
処
理
し
計
画
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
宮
宰
が
采
配
を
振
る

っ
て
い
た
の
で
あ
る
﹂（
八
～
九
頁
）。

（
16
）　

以
下
の
記
述
は
、
全
てL

exikon, B
d. Ⅶ

., S. 1288

～1292

の
項
目
﹁Salbung

﹂
に
よ
る
。

（
17
）　

註
（
16
）
のL

exikon

に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
18
）　

サ
ウ
ル
へ
の
塗
油
式
は
﹁
サ
ム
エ
ル
記 

上
﹂
第
一
〇
章
第
一
節
、
第
一
六
章
第
一
～
一
三
節
等
、
ダ
ビ
デ
へ
の
そ
れ
は
﹁
サ
ム
エ
ル
記 

下
﹂
第
二
章
第
四
節
、
第
五
章
第

三
節
、
ソ
ロ
モ
ン
へ
の
そ
れ
は
﹁
列
王
記 

上
﹂
第
一
章
第
三
四
節
、
第
五
章
一
五
節
の
記
述
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。﹁
旧
約
聖
書
﹂
新
共
同
訳
﹃
聖
書
﹄
日
本
聖
書
協
会
（
一

九
八
七
、
一
九
八
八
年
）
四
四
一
、
四
五
三
～
四
五
六
、
四
八
一
～
四
八
二
、
四
八
七
、
五
二
六
、
五
三
四
頁
。
注
（
10
）
の
﹃
西
欧
中
世
史
事
典
Ⅲ
﹄
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
﹁
国
王
塗
油
の
慣
行
は
、
す
で
に
西
ゴ
ー
ト
人
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
み
ら
れ
た
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
人
の
塗
油
導
入
の
手
本
は
、
旧
訳
聖
書
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
祭
司
に
よ
る
支
配
者
の
塗
油
は
、
国
王
推
戴
の
最
も
重
要
な
行
為
で
あ
っ
た
。
旧
約
聖
書
に
お
け
る
塗
油
は
、
神
の
直
接
の
命
令
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
、
国
王
は

神
自
身
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
。
若
い
カ
ロ
リ
ン
グ
王
権
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
旧
約
聖
書
の
王
権
と
結
び
つ
き
、
聖
書
の
伝
統
そ
の
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
途

方
も
な
い
権
威
を
獲
得
し
た
。
さ
ら
に
支
配
者
聖
別
は
、
祭
司
聖
別
と
の
紛
れ
も
な
い
類
縁
性
を
示
し
た
。
聖
職
者
は
、
祭
司
聖
別
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
俗
人
を
は
る
か
に
超

え
る
特
別
な
役
柄
と
な
っ
た
。
塗
油
に
よ
っ
て
国
王
の
人
格
に
も
ま
た
、
独
特
の
神
聖
な
権
威
と
聖
別
が
加
わ
っ
た
。
国
王
は
、﹃
主
に
塗
油
に
せ
ら
れ
た
者
（C

h
ristu

s 

D
om

in
i

）﹄
と
な
っ
た
。
祭
司
聖
別
と
同
様
に
、
支
配
者
聖
別
は
中
世
初
期
に
お
い
て
秘
跡
で
あ
っ
た
。
後
に
は
こ
の
秘
跡
と
い
う
性
格
は
否
認
さ
れ
た
が
、
塗
油
は
常
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
国
王
推
戴
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
り
続
け
た
﹂（
四
八
頁
）。

（
19
）　

注
（
６
）
の
﹃
ド
イ
ツ
史
﹄
六
九
頁
。

（
20
）　Stieldorf, S. 14

～15. 

私
は
、
本
文
で
モ
ー
セ
等
に
︹　

︺
を
つ
け
て
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
い
る
が
、
大
貫
隆
ほ
か
編
﹃
岩
波 

キ
リ
ス
ト
教
辞
典
﹄
岩
波
書
店
（
二
〇

〇
二
年
）
が
そ
の
際
の
参
照
文
献
で
あ
る
。

（
21
）　

L
exikon, B

d. V., S. 956. A

ア
ク
イ
タ
ニ
エ
ン

quitanien

は
地
図
Ⅰ
。T

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン

hüringen

は
地
図
Ⅰ
の
パ
リ
か
ら
東
北
東
へ
六
四
〇
㎞
程
の
所
。

（
22
）　

注
（
11
）
の
國
原
訳
一
一
頁
、
注
（
11
）E

inhardi V
ita K

aroli, S. 170, 171.

（
23
）　L

exikon, B
d. V., S. 996. 

注
（
11
）
の
國
原
訳
一
一
頁
、E

inhardi V
ita K

aroli, S. 170
～ 171
に
よ
る
と
、
カ
ー
ル
大
帝
と
カ
ー
ル
マ
ン
の
仲
を
裂
こ
う
と
画
策
す
る

者
た
ち
も
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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ピ
ピ
ン
三
世
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カ
ー
ル
マ
ン
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国
王
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書
に
み
る
訴
訟
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か
た
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同
志
社
法
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六
六
巻
五
号�

七
一

一
三
五
九

（
24
）　A

rnulfinger, S. 113

～117.
（
25
）　

拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
二
〇
～
三
三
頁
。
そ
こ
で
取
り
あ
げ
た
ピ
ピ
ン
三
世
の
文
書
は
以
下
の
三
通
で
あ
る
。A

rnulfinger : N
r. 18, N

r. 21, N
r. 22. 

私
は
、
拙
稿
﹁
国

王P
lacita

﹂
で
、﹁
判
決
証
書
﹂
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
（
五
〇
～
五
四
頁
）。
こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
で
、S

ス
テ
ィ
ー
ル
ド
ル
フ

tie
ld

o
rf

論
文
は
、
メ
ロ

ヴ
ィ
ン
グ
時
代
のP

プ
ラ
キ
タ

lacita

そ
の
も
の
は
受
領
者
の
た
め
の
﹁
永
続
的
な
権
利
保
証
書
﹂
に
ま
で
は
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る 

（S. 8

）。B
ergm

ann

は
、

P

プ
ラ
キ
タ

lacita
は
﹁
永
続
的
な
法
的
権
限
を
含
ん
で
い
る
﹂、
と
考
え
て
い
る
（S. 69, 92

）。

（
26
）　

問
題
の
確
認
証
書
（
七
七
五
年
六
月
二
六
日
付
）
は
、D

. karol. I N
r. 101. 

文
書
本テキ
ス
ト

文
に
先
立
ち
記
述
さ
れ
て
い
る
文
書
要
旨
は
以
下
で
あ
る
。﹁
カ
ー
ル
大
帝
は
聖

D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
に
対
し
て
か
つ
て
︹
同
修
道
院
か
ら
︺
奪
わ
れ
た
あ
れ
こ
れ
の
所
有
財
産
を
確
認
し
て
い
る
﹂（S. 144

）。

（
27
）　

拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita
﹂
二
一
、
二
五
、
三
三
頁
。

（
28
）　A ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger

はC
oconiaco

をC
hoconin, dép. Seine-et-M

arne arr. und c

小
郡

ant. M

モ

ー

eaux

に
同
定
し
て
い
る
（S. 199

）。R
alf P

eters, D
ie E

ntw
icklung des 

B
esitzum

s der A
btei Saint-D

enis in m
erow

ingischer und karolingischer Z
eit, 2005, S. 38

は
、C

シ
ョ
ー
コ
ナ
ン

hauconin-N

ヌ
フ
モ
ン
テ
ィ
エ

eufm
ontiers, S

セ
ー
ヌ

eine-e

エt-M

マ
ル
ヌ

arne a

郡rr. M

モ

ー

eaux

に
同
定
し
て
い
る
。
地
図
Ⅲ

－

6
は
、R

alf P
eters

に
よ
る
同
定
に
従
っ
て
い
る
。

（
29
）　L

ieu:B
ézu-le-L

ong 

：B
ézu-le-L

ong est une ancienne com
m

une française qui a absorbé la com
m

une de Saint-É
loi pour form

er la com
m

une de 

B
ézu-Saint-É

loi en 1845, localité du départem
ent de l'E

ure, en H
aute-N

orm
andie. http://fr.rodovid. org/w

k/L
ieu:B

%
C3%

A9zu-le-L
ong_

（27

）
か
ら

の
引
用
。

（
30
）　S

セ
ー
ヌ

eine-e

エt-O

オ
ワ
ー
ズ

ise

県
は
現
存
し
な
い
。Y

イ
ヴ
リ
ー
ヌ

velines

県
、E
エ
ソ
ン
ヌ

ssonne

県
、V ヴ
ァ
ル

al d

ド
ア
ー
ズ

ʼO
ise

県
に
一
九
六
五
年
に
分
割
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
地
図
Ⅲ

－

20
、
地
図
Ⅲ

－

21
は

い
ず
れ
もY

イ
ヴ
リ
ー
ヌ

velines

県
に
所
在
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
るL

レes V
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ

ignes

で
あ
る
。
地
図
Ⅲ

－

20
は
注
（
28
）
のR

alf P
eters

に
よ
る
。R

alf P
eters

はL
es V

ignes bei 

C
oinièrres, Yvelines, arr. R

am
bouillet

を
考
え
て
い
る
（S. 38
）。
地
図
Ⅲ

－

21
はA ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger, S. 205

の
同
定
に
よ
る
。
地
図
Ⅲ

－

21
か
ら
南
東
へ
二
〇
㎞
程
の
所
に

あ
る
の
が
地
図
Ⅲ

－
20
で
あ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
、Y

イ
ヴ
リ
ー
ヌ

velines

県
、E

エ
ソ
ン
ヌ

ssonne

県
、V ヴ
ァ
ル

al d

ド
ア
ー
ズ

ʼO
ise

県
に
、P

パ

リ

aris

県
、　H
オ
ー

aut-d

ドe-S

セ
ー
ヌ

eine

県
、　S

セ
ー
ヌ

eine-e

エt-M

マ
ル
ヌ

arne

県
、　S

セ
ー
ヌ

eine-S

サ

ン

aint-D

ド

ニ

enis

県
、V ヴ
ァ
ル

al-d

ドe-M

マ
ル
ヌ

arne

県
の
五
県
を
加
え
て
、
現
在
、I

イ
ル

lle-d

ドe-F

フ
ラ
ン
ス

rance

地
域
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。I

イ
ル

lle-d
ドe-F
フ
ラ
ン
ス

rance

は
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
古
い
地
域
名
。
十
世
紀
頃
に
セ
ー
ヌ
、
マ
ル
ヌ
、
オ
ア
ー

ズ
な
ど
の
諸
河
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
を
さ
し
て
﹃
フ
ラ
ン
ス
島
︹I

イ
ル

lle-d

ドe-F

フ
ラ
ン
ス

rance

︺﹄
と
よ
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
﹂（﹃
西
洋
史
辞
典
﹄
七
二
頁
）。
こ
こ
を
﹁
基
点
に
フ
ラ
ン
ク

王
国
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
﹂
注
（
７
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
史
（
新
版
）﹄
五
頁
。

（
31
）　

注（
28
）のR

alf P
eters

はM

メ
ニ
エ
ー
ル

esnières-e

ア
ン

n
-B

ブ
レ
イ

ray

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。M

メ
ニ
エ
ー
ル

esnières-e

ア
ン

n
-B

ブ
レ
イ

ray

は
地
図
Ⅲ

－

29
のF

フ
ェ
ス
ク

esques

か
ら
南
西
へ
七
㎞
程
の
所
で
あ
る
。
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（
32
）　B

ブ
ア
フ
ル

ouafles

に
同
定
し
て
い
る
の
は
、Stoclet, A

lain J., E
vindicatio et P

etitio, B
eihefte der F

rancia, B
d. 16 / 2, 1989, S. 144.

（
33
）　S

ソ
ト
ル
ー

ottoleux

は
、
地
図
Ⅲ

－

42
のV

ヴ

ュ

ieux-R

ル
ー
ア
ン

ouen-s

シ
ュ
ル

u
r-B

ブ
ル
ス
ル

resla

か
ら
北
東
へ
一
㎞
程
の
所
。

（
34
）　K

ölzer 2, S. 736

に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。C

ennom
annum

（c. 12

）, C
enom

annica

（c. 12

） civitas

（urbs

）, L

ルe M

マ

ン

ans, S

サ
ル
ト

arthe, c

シ
ェ
フ

hef-l

リ
エ
ウ

ieu
 dép. L

ルe M

マ

ン

ans

は
、

パ
リ
か
ら
南
西
、
西
南
西
の
間
の
方
角
で
一
六
六
㎞
程
の
所
。S

サ
ル
ト

arthe

は
、L

ルe M

マ

ン

ans

か
ら
南
南
西
へ
一
〇
㎞
程
の
所
。

（
35
）　M

モ

ン

ソ

ー
onceaux-a

オ
ー

u
- P

ペ
ル
シ
ュ

erche

はhttp://francia.ahlfeldt.se/page/places/5008

に
よ
る
。E

エ
ク
ム

xm
es

は
、
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
西
へ
一
五
七
㎞
程
の
所
。M

モ

ン

ソ

ー

onceaux-a

オ
ー

u- 

P

ペ
ル
シ
ュ

erche

は
、E
エ
ク
ム

xm
es

か
ら
南
東
へ
四
八
㎞
程
の
所
。

（
36
）　

注
（
28
）
のR

alf P
eters, S. 36, 41

に
よ
る
。

（
37
）　H

ildegard A
dam

, D
as Z

ollw
esen im

 fränkischen R
eich und das spätkarolingische W

irtschaftsleben, 1996, S. 73.

（
38
）　A

ア
ダ
ム

dam

は
、
一
五
名
の
陪
席
判
決
人
を
宮
廷
に
い
る
貴
族
で
は
な
く
て
軍
事
行
動
に
馳
せ
参
じ
た
、
宮
廷
の
外
に
い
る
貴
族
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
区
別
を
度
外
視
す
る

な
ら
ば
、
一
五
名
と
い
う
陪
席
判
決
人
の
数
そ
れ
自
体
は
事
柄
を
決
定
づ
け
る
程
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
な
い
。
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
で
紹
介
し
た
文
書N

r. 141

に
お

け
る
陪
席
判
決
人
は
五
二
名
（
四
二
頁
）、
同
じ
くN

r. 149

に
お
い
て
は
二
一
名
で
あ
る
（
五
一
～
五
二
頁
）。

　
　
　

A

ア
ダ
ム

dam

の
み
た
て
の
と
お
り
、U

uicbertus
︹W

icbertus

︺
とW

ibertus

は
同
一
人
物
だ
と
思
わ
れ
る
。
宮
中
伯W

ibertus

と
表
記
し
て
い
る
文
書
は
七
五
二
年
、
宮

中
伯U

uicbertus

︹
＝W

icbertus

︺
と
表
記
し
て
い
る
文
書
は
七
五
三
年
の
も
の
で
、
双
方
の
文
書
間
の
時
間
差
は
一
年
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
三
通
目
の
七
五
九
年

の
文
書
で
は
宮
中
伯U

uicbertus

︹
＝W

icbertus

︺
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。D

. karol. I.

の
人
名
索
引
に
は
、“U

uicbertus, W
ibertus com

es palatii” 

と
あ
る
（S. 

539

）。

　
　
　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
で
取
り
あ
げ
た
二
〇
通
の
文
書
の
う
ち
、
欠
損
が
多
い
た
め
に
紹
介
に
と
ど
め
た
文
書
五
通
を
除
く
一
五
通
に
つ
い
て
み
る
と
、﹁
開
廷
地
﹂、﹁
文

書
作
成
地
、
交
付
地
﹂
と
も
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
一
三
通
、﹁
文
書
作
成
地
、
交
付
地
﹂
の
み
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
二
通
で
あ
る
。　

　
　
　

後
者
二
通
の
﹁
文
書
作
成
地
、
交
付
地
﹂
は
同
時
に
﹁
開
廷
地
﹂
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
試
訳
し
た
五
通
の
文
書
に

つ
い
て
は
、﹁
開
廷
地
﹂、﹁
文
書
作
成
地
、
交
付
地
﹂
と
も
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
開
廷
地
﹂、﹁
文
書
作
成
地
、
交
付
地
﹂
と
も
に
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、A

ア
ダ
ム

dam

の
よ
う
に
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
。
本
稿
で
は
、
試
訳
（
１
）
の
文
書
に
も
﹁
開
廷
地
﹂、﹁
文
書
作
成
地
、
交
付
地
﹂
が
と

も
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
39
）　N

ierm
eyer

は
、
ど
の
よ
う
な
税
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
（S. 1455

）。B
rinckm

eier

は
、
何
ら
か
の
税
、
荷
車
税
（W

agensteuer

）
等
々
、
と
述

べ
て
い
る
。E

duard B
rinckm

eier, G
lossarium

 D
iplom

aticus, B
d. 2 （ 2. N

eudruck der A
usgabe G

otha 1863

）, 1967, S. 712.
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（
40
）　H

erm
ann W

artm
ann, U

rkundenbuch der A
btei Sanct G

allen, T
heil Ⅰ

（700

～840

） , Ⅱ

（840

～920

）, 1981.
（
41
）　F

orm
u

lae S
an

gallen
ses, in

 : F
orm

vlae M
erow

in
gici et K

arolin
i A

evi, ed
itit K

arolu
s Z

evm
er

（K
arl Z

eu
m

er

） : M
on

u
m

en
ta G

erm
an

iae H
istorica, 

L
egum

 Sectio V., 1886.

（
42
）　

イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
拙
著
﹃
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
︱
︱
西
欧
封
建
社
会
成
立
期
の
研
究
・
序
説
﹄
敬
文
堂
（
一
九
八
五
年
）
一
四
九
頁
以
下
。
本
文
の

試
訳
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
の
核
心
は
、
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
受
領
者
を
、﹁
国
王
以
外
の
者
の
支
配
か
ら
永
久
に
解
放
﹂
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
43
）　

注
（
41
）
のF

orm
ulae Sangallenses, S. 397

～398. 

注
（
42
）
の
﹃
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
﹄
一
四
四
～
一
四
五
頁
、
一
五
〇
～
一
五
一
頁
に
試
訳
を
載
せ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
訳
を
修
正
し
て
い
る
。
試
訳
中
の
略
字H

l.

はhludovicus

（L
udovicus

［ rex

］：
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
［
国
王
］）N

.

はN
esciens

（
誰
か
あ
る
ひ
と
、

何
か
あ
る
も
の
）、R

. M
.

はR
egia M

aesta

︹M
ajesta ?

︺
か
。A
driano C

appelli, D
izionario di A

bbreviature, 1929, S. 161, 229, 330.

（
44
）　

こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
司
教
は
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
と
ザ
ン
ク
ト 

ガ
レ
ン
修
道
院
の
間
に
は
支
配
と
被
支
配
の
関
係
そ
し
て
そ
れ
に

伴
う
軋
轢
が
存
在
し
て
い
た
。
注
（
42
）
の
﹃
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
﹄
一
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
45
）　

注
（
40
）
のT

heil 1, N
r. 92, S. 87.　

 
注
（
42
）
の
﹃
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
﹄
一
三
五
頁
参
照
。
た
だ
し
本
稿
で
は
こ
の
頁
に
あ
る
訳
は
修
正
し
て
い
る
。

（
46
）　

注
（
40
）
のT

heil Ⅰ
, N

r. 218, S. 208.　

（
47
）　

注
（
42
）
の
﹃
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
﹄
一
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
48
）　

注
（
40
）
のT

heil Ⅱ
, N

r. 434, S. 53

（
49
）　

注
（
42
）
の
﹃
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
﹄
二
七
九
頁
以
下
参
照
。

（
50
）　D

. karol. I N
r. 101, S. 144. H

übner

︹92

︺.

（
51
）　H

übner

︹92

︺
に
は
次
の
文
言
が
あ
る
（S. 15

）。W
örtlich ausgeschrieben

（
逐
語
的
に
書
き
写
さ
れ
た
）。A

rnulfinger, N
r. 23

︹76

︺
の
解
説
に
、
カ
ー
ル
大
帝

の
証
書
は
、Arnulfinger, N

r. 23

︹76

︺
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
が
、確
認
対
象
の
そ
の
﹁
お
手
本
に
べ

s
k

l
a

v
i

s
c

h

っ
た
り
と
従
っ
て
は
い
な
い
﹂、と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、し
か
し
、

私
に
は
そ
の
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
ま
た
、
な
に
よ
り
も
、
確
認
証
書
で
あ
る
以
上
、﹁
お
手
本
に
べ
っ
た
り
と
﹂
従
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
お
手
本
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
引

用
す
る
こ
と
も
文
型
の
一
つ
と
し
て
あ
り
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
52
）　

フ
リ
ッ
ツ 

ケ
ル
ン
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
﹃
中
世
の
法
と
国
制
﹄
創
文
社
、
昭
和
五
一
年
（
第
四
刷
）
五
六
頁
以
下
参
照
。﹁
中
世
国
家
が
、
官
庁
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
立

派
な
文
書
登
録
簿
を
も
っ
て
お
り
、
す
で
に
破
棄
さ
れ
た
文
書
を
抹
消
し
、
ま
だ
効
力
を
も
っ
て
い
る
文
書
の
永
続
的
な
一
覧
表
を
作
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
中
世
は
た

っ
た
一
つ
の
文
書
確
認
を
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
文
書
確
認
は
、
法
の
恒
常
性
を
維
持
す
る
た
め
の
単
純
に
技
術
的
な
救
済
手
段
な
の
で
あ
り
、
法
的
不
安
定
性
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に
対
す
る
用
心
の
産
物
︱
︱
不
安
の
産
物
と
い
っ
て
も
い
い
︱
︱
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
が
文
書
に
作
成
さ
れ
た
主
観
的
権
利
を
も
っ
て
い
る
場
合
、
彼
は
い
つ
で
も
、
対
立
的

な
利
害
関
係
者
が
突
如
と
し
て
反
対
の
内
容
を
も
つ
君
主
文
書
を
も
っ
て
攻
撃
し
て
く
る
こ
と
を
、
予
期
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
﹂（
五
七
～
五
八
頁
）。

　
　
　

以
下
の
引
用
は
、
世
良
晃
志
郎
﹃
西
洋
中
世
法
の
理
念
と
現
実
﹄
創
文
社
（
一
九
九
一
年
）
六
八
～
六
九
頁
。﹁
古
い
文
書
と
新
し
い
文
書
と
、
二
個
の
文
書
が
存
在
す
る

場
合
に
も
、
古
い
方
が
新
し
い
方
を
破
っ
た
。
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
第
六
十
章
第
七
条
に
、﹃
シ
カ
シ
単
一
ノ
物
ニ
ツ
キ
二
個
ノ
国
王
文
書
ガ
存
在
ス
ル
場
合
ニ
ハ
、
先
ノ
モ
ノ

ハ
常
ニ
二
倍
ノ
部
分
ヲ
取
得
ス
ベ
シ
﹄
と
あ
り
、
ク
ロ
タ
ー
ル
二
世
六
一
四
年
の
勅
令
第
十
三
条
に
、﹃
朕
ノ
指
令
ハ
ス
ベ
テ
履
行
サ
ル
ベ
シ
。
指
令
ニ
ヨ
リ
定
メ
ラ
レ
タ
ル

コ
ト
ハ
、
後
ノ
指
令
ニ
ヨ
リ
無
効
ト
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
ナ
シ
⋮
⋮
﹄
と
あ
る
の
は
、
こ
の
原
則
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
原
則
は
、
こ
の
時
代
以
後
十
二
世
紀
に

至
る
ま
で
、
厳
格
に
維
持
さ
れ
て
行
っ
た
。
／
ま
た
一
つ
の
土
地
を
め
ぐ
っ
て
、
二
人
の
人
が
権
利
を
争
う
場
合
、
争
点
は
、
い
ず
れ
の
側
が
よ
り
古
く
か
ら

4

4

4

4

4

4

そ
の
土
地
の
収

益
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
集
中
さ
れ
る
。
も
し
、
彼
の
先
祖
の
時
代
か
ら
そ
の
土
地
を
収
益
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
、
彼
の
勝
利
は
一
層
確
実
な
も

の
に
な
っ
た
﹂。

（
53
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
一
〇
頁
以
下
。
一
一
通
と
は
、
試
訳
（
６
）、（
９
）、（
10
）、（
11
）、（
12
）、（
14
）、（
15
）、（
17
）、（
18
）、（
19
）、（
20
）。
四
通
の
文
書
（
２
）

～
（
５
）
は
欠
落
が
多
い
の
で
試
訳
せ
ず
、
要
旨
の
紹
介
に
の
み
と
ど
め
て
い
る
。

（
54
）　

宮
中
伯
の
関
与
の
有
無
の
も
つ
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
の
私
の
仮
説
は
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
四
五
頁
以
下
。
私
は
、
拙
稿
﹁P

lacita

に
つ
い
て
﹂﹁
宮
宰P

lacita

﹂

の
な
か
で
、
国
王
文
書
の
﹁
模
範
的
書
式
﹂
と
国
王
文
書
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
書
式
を
、
ま
た
、
そ
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
書
式
と
宮
宰
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
書
式

を
比
較
し
た
。
そ
し
て
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
の
な
か
で
、
宮
宰
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
書
式
と
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
書
式
の
﹁
決
定
的
な
違
い
﹂
は
﹁P

falzgrafenzeugnis

（
宮
中

伯
の
証
言
）﹂
の
有
無
で
あ
る
、
と
述
べ
た
（
四
五
頁
以
下
）。
し
か
し
、
私
は
こ
こ
で
間
違
い
を
お
か
し
て
い
る
。
間
違
い
と
は
、﹁
決
定
的
な
違
い
﹂
と
い
う
文
言
の
前
に
、

﹁
考
察
対
象
で
あ
る
一
六
通
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
う
ち
一
通
を
除
い
た
一
五
通
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
書
式
を
宮
宰
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
の
書
式
と
比
較
し
た
場
合
の
﹂、
と
い
う
限
定
を
し

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
に
お
い
て
、
私
が
検
討
対
象
に
し
た
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
は
二
〇
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
四
通
は
欠
落
が
多
い
の
で
考
察
の
対
象
か
ら
除
外

し
た
。
残
る
一
六
通
の
う
ち
、
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
み
る
裁
判
の
流
れ
を
ま
と
め
る
た
め
に
使
用
し
た
の
は
、N

r. 79

を
除
く
一
五
通
で
あ
る
（
九
九
頁
以
下
）。N

r. 79

を
除
外

し
た
の
は
、
こ
の
国
王
判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
に
は
、﹁P

falzgrafenzeugnis

（
宮
中
伯
の
証
言
）﹂
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
比
較
を
す
る
上
で
不
都
合
な
材
料
を
切
り
捨
て
、
都
合

の
よ
い
材
料
だ
け
を
使
う
と
い
う
初
歩
的
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
、
と
批
判
さ
れ
て
も
当
然
の
不
手
際
で
あ
っ
た
。

　
　
　

拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
執
筆
中
に
こ
の
不
手
際
に
気
づ
き
、﹁
前
作
﹃
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
﹄
補
足
﹂
の
章
を
立
て
、
同
じ
国
王

判

P
l

a
c

i
t

a

決
証
書
で
も
、﹁P

falzgrafenzeugnis

（
宮
中
伯
の
証
言
）﹂
の
有
る
も
の
と
無
い
も
の
が
な
ぜ
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
推
測
を
述
べ
て
お
い
た
（
四
五
頁
以
下
）。
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（
55
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
で
試
訳
し
た
一
六
通
の
文
書
中
、
中
間
判
決
の
記
録
で
あ
る
試
訳
（
８
）
を
除
く
一
五
通
の
文
書
、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
試
訳
し
た
五
通
の

文
書
全
て
に
お
い
て
、
勝
訴
者
の
諸
権
利
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

判
決
で
認
め
ら
れ
た
諸
権
利
を
勝
訴
者
は
防
禦
せ
よ
、
と
の
命
令
は
、﹁
国
王P

lacita

﹂
試
訳
中
、
同
じ
く
試
訳
（
８
）
を
除
く
（
13
）
～
（
15
）、（
17
）
～
（
20
）
の
七

通
の
文
書
で
な
さ
れ
て
お
り
、﹁
宮
宰P

lacita

﹂
で
は
試
訳
中
の
（
３
）
～
（
５
）
の
三
通
の
文
書
で
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

同
じ
事
案
で
二
度
と
訴
訟
が
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
の
命
令
は
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
試
訳
中
、
同
じ
く
（
８
）
を
除
く
試
訳
（
６
）（
11
）（
13
）

（
14
）（
16
）
～
（
20
）
の
九
通
の
文
書
で
、﹁
宮
宰P

lacita

﹂
試
訳
（
１
）（
３
）
～
（
５
）
で
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

将
来
に
亘
り
勝
訴
者
の
保
証
人
に
な
る
よ
う
に
、
と
の
敗
訴
者
に
対
す
る
命
令
は
、﹁
国
王P

lacita

﹂
試
訳
中
、
同
じ
く
（
８
）
を
除
く
試
訳
（
９
）（
12
）（
15
）
の
三
通

の
文
書
で
な
さ
れ
て
い
る
。﹁
宮
宰P

lacita

﹂
全
て
に
こ
の
命
令
は
な
い
。

　
　
　

判
決
を
履
行
せ
よ
と
の
敗
訴
者
に
対
す
る
命
令
は
、﹁
国
王P

lacita

﹂
試
訳
中
、
同
じ
く
（
８
）
を
除
く
試
訳
（
10
）（
11
）
の
二
通
の
文
書
で
な
さ
れ
て
い
る
。﹁
宮
宰

P
lacita

﹂
全
て
に
こ
の
命
令
は
な
い
。

（
56
）　

こ
こ
で
い
う
﹁
法
的
﹂
と
は
、﹁
権
利
の
所
在
に
係
る
⋮
⋮
﹂
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。

（
57
）　

Stieldorf, S. 13.

（
58
）　

拙
稿
﹁P

lacita

に
つ
い
て
﹂
三
五
〇
頁
以
下
の
、
国
王
文
書
の
﹁
模
範
的
書
式
﹂
参
照
。
模
範
的
書
式
の
構
成
は
以
下
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
内
容
は
同
三
五
一
頁
以

下
。Ⅰ

. P
rotokoll : 1. Invocatio 2. Intitulaito m

it D
evotionsform

el 3. Inscrip tio m
it Salutatio　

 

︱
︱Ⅱ

. Text : 1. A
renga 2. P

rom
ulgatio 3. N

arratio 

4. D
ispositio 5. P

oenform
el 6. C

orroboratio

︱
︱ Ⅲ

. E
schatokoll : 1. Subscriptio 2. D

atierung 3. A
pprecatio

（
59
）　

本
章
（
一
）（
１
）︹
本
稿
四
九
頁
︺
で
示
し
た
よ
う
に
、﹁
余
は
命
じ
る
﹂
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
文
書
が
一
通
あ
る
。

（
60
）　

そ
の
他
こ
の
表
現
に
重
な
る
の
は
以
下
で
あ
る
。﹁
国
王P

lacita

﹂
試
訳
（
11
）（
13
）（
15
）（
18
）（
20
）、
拙
稿
﹁
宮
宰P

lacita

﹂
試
訳
（
１
）（
３
）（
５
）。

（
61
）　

そ
の
他
こ
の
表
現
に
重
な
る
の
は
以
下
で
あ
る
。
拙
稿
﹁
国
王P

lacita
﹂
試
訳
（
１
）（
７
）（
８
）（
12
）（
14
）（
16
）（
19
）。

（
62
）　B

ergm
ann, S. 3

に
よ
れ
ば
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王
訴
訟
文
書
形
式
の
研
究
に
光
を
あ
て
た
の
は
、P

eter C
lassen, K

aiserreskript und K
önigsurkunde

︱
︱

D
iplom

atische Studien zum
 röm

isch-germ
anischen K

ontinuitätsproblem
, in A

rchiv für D
iplom

atik, Schriftgeschichte, Siegel- und W
appenkunde, 

B
d.1, 1955.

（
63
）　

私
が
知
る
限
り
で
の
一
番
古
い
、﹁
裁
判
経
過
を
正
確
に
再
現
す
る
﹂
表
現
形
式
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄
中
の
五
九
〇
年
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
登
場
す
る
﹁
判

決
書
の
全
文
（exem

plar iudicii

）﹂
で
あ
る
。
拙
稿
﹁
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄
の
中
の
紛
争
と
紛
争
解
決
の
仕
方
﹂
同
志
社
法
学
三
五
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
三
頁
。
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（
64
）　

加
納 

修
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
﹁﹃
プ
ラ
キ
タ
﹄
の
復
活
と
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
の
王
権
﹂﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
世
界
の
動
態
像
︱
︱
史
料
と
理
論
の
対
話
（
森
本
芳
樹
先
生
古

稀
記
念
論
集
）﹄
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
同
﹁
プ
ラ
キ
タ
と
七
～
九
世
紀
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
文
書
制
度
﹂﹃
史
林
﹄
八
五
巻
一
号
、
二
〇
〇
二
年
。

︻
追
記
︼A ア
ル
ヌ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー

rnulfinger

はV
ernum

を
次
の
二
か
所
の
い
ず
れ
か
に
同
定
し
て
い
る
。villa V
aires-sur-M

arne, dép. Seine-et-M
arne, arr. M

eaux, cant. C
helles

かV
er-

sur-L
aunette, dép. O

ise, arr. Senlis, cant. N
anteuil-le-H

audouin. v

ヴ
ィ
ラ

illa V

ベ
ー
ル

aires-s

シ
ュ
ル

u
r-M

マ
ル
ヌ

arne

は
パ
リ
か
ら
や
や
東
北
東
の
方
向
に
二
〇
㎞
程
の
所
。

V

ヴ
ェ
ー
ル

e
r-s

シ
ュ
ル

u
r-L

ロ
ネ
ッ
ト

aunette

は
パ
リ
か
ら
北
東
の
方
向
に
四
〇
㎞
程
の
所
。
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